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不応招議員      １６番 川口 東洋 

出席 議員      応招議員に同じ 

欠席 議員      不応招議員に同じ 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

   市 長 山﨑甚右衞門 助 役 川尻  良治 
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   事 務 局 長             次    長 
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   総 務 課 長 竹内  睦夫     企画財政課長  中島  宗七 

 
出席した事務局職員の氏名 

   事 務 局 長 内堀   悟 事 務 局 次 長 井狩  重則 

   書 記 赤坂  悦男 書 記 荒川  貴之 

 

議事日程 

      第１ 諸般の報告について 

      第２ 会議録署名議員の指名について 

      第３ 議第３号から議第４４号まで 

          （野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例他

４１件） 

          質疑、常任委員会及び議会運営委員会付託 

      第４ 議第４５号から議第４７号まで 

          （滋賀県自治会館管理組合規約の変更について他２件） 

          質疑、討論、採決 

      第５ 発議第２号及び発議第３号 

          （野洲市議会議員定数条例他１件） 

          質疑、議会運営委員会付託 

      第６ 代表質問 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（再開） 

○議長（荒川泰宏君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２３名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を

開きます。 

 日程に先立ちまして、第９番、鈴木市朗君より発言を求められておりますので、これを

許します。 

○９番（鈴木市朗君） 皆さん、おはようございます。 

 せんだっての発議第３号の中で、２０名案と１８名案の比較の中での金額訂正をさせて

いただきます。２，５６７万３，５００円を１，１０９万６，７４９円ということで訂正
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をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） これより日程に入ります。 

 （日程第１） 

○議長（荒川泰宏君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 出席議員２３名、欠席議員１名。欠席議員は、第１６番、川口東洋君であります。 

 次に、本日の議事日程は配付いたしました議事日程のとおりであります。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職氏名は、３月３日の開会日と同

様であり、配付を省略いたしましたので、ご了承願います。 

 （日程第２） 

○議長（荒川泰宏君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２０条の規定により、第２０番、田中榮太郎君、第２１

番、林  克君を指名いたします。 

 （日程第３） 

○議長（荒川泰宏君） 日程第３、議第３号から議題４４号までを一括議題とします。 

 まず、議第３号から議第２４号までの各議案に対する質疑を行います。 

 議案質疑通告書が提出されておりますので、順次これを許します。 

 まず、第１７番、野並享子君。 

○１７番（野並享子君） おはようございます。 

 議第５号野洲市国民保護協議会条例と議第６号野洲市国民保護対策本部及び野洲市緊急

対処事態対策本部条例については同じものですので、一括質問とさせていただきます。 

 そもそも本条例制定は、２００３年６月に武力攻撃事態法が強行され、それに基づいて

２００４年６月に武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆ

る国民保護法をはじめ、米軍支援法や特定公共施設利用法など関連７法案が制定され、戦

時における民間人の保護を定めたジュネーブ２条が国会で承認されました。国民保護法の

大もとは武力攻撃事態法ですが、この法律は、皆さんもご存知のように、アメリカが海外

で引き起こす戦争に自衛隊を引き込み、その支援活動に罰則付きで国民を動員するという

危険な内容の法律であります。 

 武力攻撃事態法の第２条で武力攻撃の規定では、第１点は、我が国に対する外部からの

武力攻撃、第２点目は、武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が

切迫していると認められる事態、第３点目は、武力事態には至っていないが、事態が緊迫
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し、武力攻撃が予想される事態としています。この法案の審議で問題となったのが第３点

目の予測事態の問題です。１９９７年の日米政府は新日米ガイドラインを策定し、武力攻

撃の差し迫った事態から、日米共同作戦、日米総合協力計画を策定することを決めました。

安保条約でも憲法でも、アメリカの戦争に日本を参戦させることはできませんでした。１

９９８年に成立した周辺事態法では極東という範囲を拡大し、世界中どこでも周辺という

ことにしました。地方自治体や国民を動員することは、戦前の強制動員を危惧する自治体

や国民の声を無視することができず、協力依頼という規定にとどまっていました。しかし、

武力攻撃事態法を制定したことにより、政府が武力攻撃予測事態と判断したら、どこから

も攻められていないにもかかわらず、米軍支援、また特定公共施設利用法など関連７法が

並行して運用され、公共施設はもちろんのこと、政令により指定された３９の指定公共機

関や、内閣総理大臣が指定した１２１の指定公共機関や、都道府県知事が指定した指定公

共機関の企業とその労働者を動員計画に組み込むことを義務付けていますし、従わなけれ

ば罰則まで規定し、文字どおり強制規定となりました。こうして地方自治体を戦争協力の

下請機関にするのが国民保護法の計画であります。 

 国民保護計画は、災害救助における住民避難計画とは根本的に違います。その違いの第

１点目は、米軍と自衛隊の軍事行動を優先するための国民動員計画です。政府の説明でも、

災害は地方が主導することに対して、有事法制は国が主導すると説明しています。議案資

料の５ページの図式にも出されていますように、計画の体系も国からおりてきていますし、

また、７ページの保護に関する措置も、国からの指示に都道府県、市町村、住民が協力と

なっています。昨年の５月に行われた近畿ブロック会議の質問で、国民の避難や救助が優

先されるのか、それとも米軍や自衛隊の軍事行動が優先されるのかとの参加者からの発言

に対し、政府の説明では、ケース・バイ・ケースとしか答えず、国民保護を優先するとは

言い切りませんでした。米軍の軍事行動は、平時であれ有事であれ、日本国民にとっては

機密事項なのですから、どのような事態かもわからないもとで地方自治体が避難計画をつ

くっても、架空の計画にならざるを得ないのではないでしょうか。この点をどのように認

識されているのか、見解を求めます。 

 第２点目の違いは、アメリカの戦争に地方自治体や公共機関、その労働者を動員するこ

とです。地方自治体に義務付けていることは避難計画だけではありません。病院や学校、

公民館など、地方自治体の施設を米軍や自衛隊に提供したり、医療関係者や輸送業者など

を動員する計画をつくることになっています。また、自治体法１０３条では、有事の場合、
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土地施設の収用、物資の収用や保管命令などの土地の取り上げ、強制収用を知事が発動す

ることになっています。知事が発動しても、実際の仕事をするのは地方自治体の職員では

ないでしょうか。このような事態になることを認識し、計画されるのか、お尋ねいたしま

す。 

 第３点目の違いは、国民保護計画は国民の自由と権利を侵害することです。武力攻撃事

態法は、憲法に保障された基本的人権を制限することを公然と認めています。高度の公共

の福祉のため、合理的な範囲と判断される限りにおいては、その制限は憲法１３条に反す

るものではないと政府は発言しています。こうした自由が制限される事態をどのように認

識されているのか、お尋ねいたします。 

 今回、武力攻撃事態法に基づく国民保護計画ですが、政府の担当者会議で、武力攻撃事

態の４類型として、１、着上陸侵攻、２、ゲリラや特殊部隊による攻撃、３、弾道ミサイ

ル攻撃、４、航空攻撃としていますが、ゲリラや弾道ミサイルを強調しました。しかし、

２００３年１月に大森前官房副長官が「大規模な国家間の戦争は非常に可能性が低くなっ

てきた」と発言していますし、２００３年６月には久間元防衛庁長官は「北朝鮮が攻めて

きたり侵攻してくることは現実にはない」と思うと発言しています。こうした中、新たな

脅威論としてテロ対策などを口実に、戦争に備えるのは当然という戦争意識を国民に持た

せ、戦時動員体制をつくるという大がかりなイデオロギー統制の仕掛けが今回の国民保護

計画の体制づくりではないでしょうか。地震や自然災害は防げないものもありますが、戦

争は防ぐことができると言われています。昔から、世界でも「大砲よりバターを」と言わ

れてきました。戦争を想定した計画づくりに時間とお金をかけるのではなく、災害を防ぐ

ことのできる治山治水の対策、戦争を想定した避難や収用の計画でなく、現実的な子ども

の安全・安心の対策などが必要ではないでしょうか。しかも、今回の保護計画は議会に対

しては報告でしかありません。市民を代表している議会で議論もできないような、このよ

うな条例をつくる必要性はありませんが、見解を求めます。 

 議第８、９、１１、１２、１３、１４の各条例については同じようなものですので、一

括質問とさせていただきます。 

 今、議題になっています議員の報酬の引き上げ、市長、助役、収入役、教育長の給与の

引き上げ、その一方で職員の給与の引き下げは到底納得できるものではありません。多く

の市民から高過ぎるという声を聞きます。政府は景気は上向いたと言いますが、末端では

その実感は全くありません。大手企業はベースアップなどが新聞紙上をにぎわしています
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が、多くの中小企業では売り上げの低迷とガソリン代の値上げや経費の増大で、とてもベ

ースアップをするだけの利益が上がっていません。零細企業では単価の切り下げや価格競

争の中でますます厳しくなり、その上、売り上げが１，０００万円以上なら消費税の申告

が必要となり、消費税を転嫁できない業者では借金をして消費税を払っている状況です。

また、年金生活者の方々は毎年年金が下げられ、その一方で介護保険や国保税は引き上げ

られ、ダブルパンチとなっています。若者も半分が非正規雇用であり、結婚できる賃金が

ないという状況です。有効求人数が１．０を上回ったと政府は言いますが、常勤雇用でな

く非正規雇用やパート、臨時、嘱託、派遣などがふえただけです。このような状況の中で

議員や特別職の給与を引き上げることに対し、市民の声を代弁し、質問をいたします。 

 第１点目、今回、報酬審議会に諮問されましたが、審議の内容を明らかにされたいと思

います。議員の９万円の引き上げは市民感情からも温度差があると思いますが、見解を求

めます。 

 ２点目、野洲市の民間の賃金の調査をされたのか、お尋ねいたします。 

 ３点目、議員や特別職は兼職は禁止されており、その歳費でもって生活をしなければな

りませんが、どこの水準でこれを決められたのか、お尋ねいたします。 

 第４点目、今回の引き上げにより幾らの税金を使うことになるのか、お尋ねいたします。 

 一方で職員給与は国から４．８％の引き下げ、その上３％の調整手当がなくなり地域手

当となりますが、野洲はゼロということですから、賃下げとなります。この地域手当とい

うのは、会派説明会での説明で、大津や草津は１０％、栗東、守山で６％、長浜、彦根で

３％と聞きましたが、野洲市の職員は野洲市内の者ばかりではありません。草津や大津か

らも来ています。生活をしているのは他地域ですが、この格差のある地域手当というのは

矛盾しているのではないでしょうか。見解を求めます。 

 今回の引き下げ額は、全体と１人平均で幾らになるのか、お尋ねいたします。 

 さらに、民間に比べて給与を引き下げていくならば、民間と公務員で賃金の引き下げ合

戦になると考えますが、この点についての見解を求めます。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（山中清嗣君） おはようございます。それでは、野並議員のご質問にお答え

させていただきます。 

 まず、議第５号野洲市国民保護協議会条例と議第６号野洲市国民保護対策本部及び野洲

市緊急対処事態対策本部条例についてのご質問でございますが、まず第１点目の架空の計
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画についての認識でございますが、国民保護法において、住民の避難、避難住民の救援、

武力攻撃災害への対処が主要な柱となっております。とりわけ住民の避難につきましては、

国、県、市の連携のもとに避難住民の誘導をするものとなっておりますが、市といたしま

しても、市民を安全な地域へ避難させることが大きな責務であると考えております。この

ことから、万が一の事態を想定して、市民の命、財産、そうしたものを守るということに

備えるということでございます。 

 第２点目の実際の仕事をするのは地方自治体の職員ではないかというご質問でございま

す。地方公共団体は、住民の生命及び身体を守る使命を有しております。国民の保護のた

めの対処措置の実施の義務がなくなるわけではございません。例えば、避難住民を誘導す

る場合において、職員が住民と共に自らも避難を行いながら避難住民の誘導に当たるのは

当然あり得るものと考えております。 

 第３点目の自由が制限される事態をどのように認識されるかというご質問でございます

が、武力攻撃事態対処法の規定を受けて、国民保護法第５条におきまして、国民の保護の

ための措置を実施するにあたっては日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されな

ければならないと規定されており、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、

その制限は必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続のもとに行われるもの

としております。いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに

表現の自由を侵すものであってはならないと規定されています。このように法整備の中で

重要な視点の１つとして十分審議され、規定されたものでありますので、本市の国民保護

計画を作成するにあたっても、基本的人権が尊重されるよう、特に留意して取り組む考え

でございます。 

 最後に、条例をつくる必要性についての見解でございますが、国民保護協議会条例につ

きましては、市民の命、身体および財産を守るため、国民保護法の規定に基づきまして、

組織および運営に関し必要な事項を定めようとするものでございます。 

 続きまして、議第８、９、１１、１２、１３、１４号の各条例についてのご質問にお答

えさせていただきます。 

 １点目の野洲市特別職報酬等審議会の審議内容につきましてでございますが、既に全員

協議会でご報告させていただきました答申にありますように、社会・経済情勢や、公務員

を取り巻く状況、県内各市の状況等の資料をご参考にしていただきまして審議結果を答申

していただいたものであります。その答申に審議内容が表れておりますので、よろしくお
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願いいたします。 

 第２点目の野洲市内の民間賃金についての調査は行っておりません。 

 ３点目の報酬額をどの水準で決められたかとのご質問でございますが、先に申しました

ように、議員報酬につきましては市の一般行政職の平均給料額（３５万８，３００円、４

３．７歳）及び県内各市の状況等を参考に、また特別職の報酬額は県内各市の状況等を参

考に答申をいただいたものでございます。 

 ４点目の今回の改正による影響額でありますが、市長、助役、収入役、教育長につきま

しては、合計で年間約１３８万８，０００円の増額になります。議会議員につきましては、

議員１人当たりで年間約１４２万７，０００円、副議長は年間約１２２万１，０００円、

議長は年間約７３万円の増額となりますが、議員数が３２人から２４人となっております

ことから、全体で約３６万５，０００円の増額となります。 

 ５点目の地域手当についての見解でございますが、地域手当導入の趣旨は、公務員の給

料を地域民間賃金の実情に応じた水準に合わせるということで、在勤地主義をとっており

ますことから、格差のある地域手当は矛盾しているのではないかというご指摘は当たらな

いと考えております。 

 また、調整手当廃止の影響額につきましては、全体で８，３５２万８，０００円、職員

１人当たりにしますと年間約１９万円であります。 

 最後に、公務員の給料を引き下げると民間の賃金がさらに下がり、賃下げ合戦になるの

ではということでございますが、職員の給料は、国、他の地方公共団体、民間事業の従業

者の給料その他の事情を考慮して定められなければならないという均衡の原則が地方公務

員法第２４条第３項に定められており、その原則に従い、人事院勧告に準じた改正を行う

ものでありますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 野並享子君。 

○１７番（野並享子君） 国民保護計画ですが、今の答弁の中で、避難住民と共に自治体

職員も避難をしていくという、避難の部分だけではなくて、この計画、図式の中にありま

すように、収容施設の供与や医療提供等ということで、２段目に避難だけではなくて救援

ということがあって、その下の武力攻撃災害への対処ということではそういった応急処置

の実施やいろんな形で出されております。これを計画としてつくるわけですよね、避難だ

けではなくて。先ほど言いました指定公共機関というのが政令で示されているのが３９機
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関、この中にはＮＴＴや、また電力や、その他いろんな病院関係の部分もありますね。内

閣総理大臣が指定した公共機関１２１機関の中に電力、ガス、輸送、通信、そういったも

のが全部網羅されているのですが、こういったものを動員していくというのを知事が発令

することができて、それを知事が発令しても、結局それは地方自治体の職員がやらないと、

県の職員が全部それをできるわけではありませんので、結局この野洲市の職員がそういっ

たことをしなければならない。自治体の職員も住民と共に避難なんて、そんなことをやっ

ていられないと思いますが、今ご答弁されたのではちょっと、全体のこの図式に沿った計

画であるはずですから、一番下のところも全部含めてですよね、指定公共機関。国、地方

公共団体、指定公共機関等が相互に連絡をしてという、これだけを網羅したものが国民保

護に関する措置の仕組みという形で出ていると思うのです。そういう中身を今全然答弁で

は触れられていないのですが、私はそういうことまでちゃんと質問をしたはずなのです。

通告も出していますので、もう少しきちっとしたご答弁をいただきたいと思います。 

 自由が制限されるというのが必要最小限。この必要最小限とはいったい何だということ

をいろんな説明会でも、近畿ブロックの説明会でもこういうことを、必要最小限の基準と

は何かわかるように説明してほしいというような質問が出されているのです。こういう中

で必要最小限とはいったい何なのか、お答えをお願いします。 

 一番最後の私の質問に対しての答弁もありませんでしたね。しかも、今回の保護計画は

議会に対しては報告はありませんというふうな、この表の中で書いていますね、議会に対

しての報告だけということで。その部分に関してのご答弁。だから、議会でも、何がつく

られるか、それがどんなものがつくられて、それに対してこれはいけないというようなこ

とが言えない、それでもう決まってしまう、こういうようなシステムになっているこの条

例ですね。これはちょっとやっぱり問題があると思いますので、この点のご答弁をお願い

します。 

 財産を守るために必要って、有事の場合に作戦計画が優先しますね。そうなったときに

財産なんて、だから、地上戦を経験した沖縄ではこの国民保護法の計画をつくるのが継続

審議になったりしているのです。それは、地上戦を経験されている沖縄では、財産どころ

か命までも作戦計画の中で、壕の中からほうり出されたり、赤ん坊が泣くからといって集

団自決させたりということを身をもって体験されているわけですよね。ですから、国民の

命と財産を守るなんていうのは、それは詭弁としか言いようがありませんね。有事になっ

た場合、本当にそれが守られなかったというのが沖縄の地上戦だったのですが、そこあた
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りはどういうふうに認識をされているのでしょうか。 

 報酬の問題ですが、県内の状況とか、経済の状況とかおっしゃいましたが、私が前段で

言ったように、今、野洲市の中においても本当に大変な生活をされている方々が多いので

す。ですから、どなたも高過ぎるとおっしゃいます。この引き上げの部分で９万円も引き

上げるというのは、これは今、県内の状況の中にも市内の状況の中にもないのです。そう

いう意味において、市民の感情から温度差がある。こういう中で、いや、経済状況だ、県

内の状況だと言われても、全然説得力はありません。市内の民間の賃金は調査されたのか

と言ったら、していないのでしょう。市内の民間の賃金も調査をせず、経済状況や県内の

状況なんて、こんなので市民の皆さんが納得されますか。行政が提案するときにはやはり

市民の誰もが「そら、そうやな」と、そういう納得できるような内容じゃないとやはりだ

めだと思いますが。今回の引き上げで、議員に関しては議員の人数を減らしたことによっ

て３５万円ぐらいで済んでいるというふうなことですが、それでもやっぱり市民の皆さん

からこの問題で「ああ、そうか」というご理解をいただけるのでしょうかね。特別職の１

３８万円というのも、やはりこれも全国的にも市長の給料を下げたり、また、収入役を置

かないようにしているとか、そういうニュースは皆さん見て聞いて知っておられるのです。

そういった中においても、これも近隣と比べてというふうなことをおっしゃいますけれど

も、県内の中でも引き下げているようなことを新聞で目にされますから、そういうときに

おいてこの引き上げというのは、これもやはり市民の感情からの温度差があると思います。 

 今、議員の報酬の引き上げ、年間当たりでおっしゃいました。３５万円ですか、１年間

でトータルで。３４を２４にしたからふえたということでしょう。けれども、この２４の

ままで今現在の報酬と、これを引き上げることによって幾らになるのかという、それをお

っしゃって下さい。３４を２４にしたからというぐらいではないと思いますので。これを

据え置いたら、それだけ税金を来年度出さなくてもいいわけですよね。だから、年間、現

２４の定数でいったい幾らの引き上げになるのかという、この金額をお尋ねいたします。 

 職員の給与の問題ですが、１人平均１９万円の減ですか。すごい減の状況になりますね。

もうちょっと少ないのかと私は思っていたのですけれども、かなりこの賃下げの部分とい

うのは地域手当ということでゼロになるということですから、しかも、これは在勤手当と

なっているという。私は、この地域手当が在勤手当って、それは野洲市民の方がここの職

員でというのだったらわかるのですけれども、実際の生活は、大津や京都から来られてい

る職員さんもおられるということですから、そこで生活されているわけですよね。やはり
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野洲がそういうような形で地域手当が低いということになれば、いい職員さんがここを受

けようというようなことにはならないのと違いますか。同じ働くのだったら、１０％のあ

る大津、草津、６％の栗東、守山というふうな形で、地方自治体の職員の質といいましょ

うか、やはりこれは地方自治体から声を上げていかないとだめなのではないでしょうか。

こういう地域間格差ということで地域手当というのが率的に変わるというのはね。そうい

うのを野洲から声を発しない限り、どこが出すのですか。 

 それと、均衡の原則ということを言われました。だから、引き下げ合戦になるのと違い

ますかと言っているのに対して均衡の原則と言ったら、やっぱりこれはずっと引き下げ合

戦になるのと違いますか。どこで下げどまりをするのですか。今まで、昔は公務員の給与

が安かった、それをちょっとずつ上げていったとかいろいろありますよ、時代時代によっ

て。いろんな労働条件、公務員で頑張ってやってきたから、民間もそれに倣って育児休業

を民間でもとれるようにとか、教職や保育士さんとかはそういう育児休業があったけれど

も、民間ではないというふうな中で労働条件が向上してきたのです。それがどんどん基準

なく均衡の原則ということでいくならば、本当にどんどん労働条件が悪くなっていくとい

う、そんな中で、これは世界のレベルの中からも、やはり先進諸国の中でこういう事態は

ちょっとというふうに思いますが、ご答弁をお願いします。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（山中清嗣君） 野並議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど、主に私どもの仕事は、この議案関係資料の７ページで国民保護に関する措置の

仕組みということで関係資料を出させていただいておりますけれども、具体的に私ども市

町村としてこの計画の中で定めていくのは住民の避難の関係でございます。そのため、先

ほどご答弁をさせていただいたわけでございます。そして、野並議員が指摘されるように、

救援、この部分についてはあくまで主体は県でございまして、私どもは協力という位置付

けになっております。そしてまた、その下段の武力攻撃災害への対処につきましては、こ

の図解にありますように、県からの指示に基づいて市町村段階において協力する、こうい

う形で計画を組み立てていく形でございますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたし

ます。 

 そして、知事の発令に対しても最終的には市町村の職員が具体的に動かなければならな

いではないかというご質問でございますけれども、やはり私ども、本来市としてまずやら

なければならないこと、そしてまた県に対しての協力という形で、これにつきましては今
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後、協議会の中で具体的に進めていきたいと思います。冒頭のこの議案の説明で申しまし

たように、１８年度にそれぞれの市町村が、法で定められました市町村段階の計画策定と

いうことで、その辺は私どももこれから具体的に県等々関係機関とも協議しながら詰めて

いきたいと考えております。 

 そして、自由の制限、最小限とは何かというご質問でございます。私どもは私どもなり

に考える最小限ということで取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 そして、最後の質問に答えていないということでございますが、議会に対して報告しか

ありませんという形で、これに対する答弁でございますが、条例を定めました協議会で十

分審議をしていただきまして、また、その１つの節目ごとに全協で報告させていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。何分この計画、また協議会等につきまし

ては法に定められておりますので、その法に定められた中で私ども市町村は行っていくと

いうことでございますので、一つよろしくご理解のほどをお願いいたします。 

 次に、２点目の特別職、また議員の報酬、また職員の給与の問題にお答えさせていただ

きます。 

 議員の立場からご意見を、また市民感情、市民との温度差、また、市内の民間賃金の調

査もしていない、その格差の問題、とても市民の理解を得られないのではないかというご

意見でございますけれども、私どもは提案に際して申し上げましたように、報酬等審議会

におきまして十分いろいろの資料に基づきまして委員の皆さん方に議論をしていただきま

して、答申をいただきました。この答申に基づきまして今回それぞれの条例を提案させて

いただいておりますので、よろしくご理解のほどをお願いいたします。 

 そして、２４人のままで今現在の報酬と引き上げ後の報酬の格差でございますけれども、

先ほどそれぞれ個々については申し上げましたけれども、それをトータルいたしまして３，

３３４万５，０００円となります。 

 そして、次の職員の給与関係でございますが、私どもは従来、人勧を尊重いたしまして

職員の給与を定めてまいりました。今回の内容につきましては、人事院勧告に基づきまし

て、それに伴う本市としての給与の改正を行うものでございますので、よろしくお願いい

たします。 

 また、議員が危惧されます、この給与において自治体格差が付くということで、優秀な

職員の募集が来ないのではないかというご心配でございますけれども、給与条件の格差が
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ございましても、やはり優秀な職員が来てくれる自治体という形で運営をしていきたいと

思いますので、よろしくご理解のほどを。必ずしも給与面だけで職員が応募するというこ

とではないので、やはり魅力ある自治体をつくり上げることによってその辺はクリアでき

るのかと考えております。 

 そしてまた、先ほどのお答えと再度同じになるわけですけれども、均衡の原則、また民

間賃金等の問題でございますけれども、先ほど申しましたように、人事院勧告を尊重する

という立場で労使で決めてきておりますので、その辺は一つご理解のほどをよろしくお願

いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 野並享子君。 

○１７番（野並享子君） この国民保護協議会の条例や、またこれは総務常任委員会の中

で十分審議されることと思いますが、法に定められたもとでつくりますからということで、

モデルのものを国はつくっております。そういうふうな形で、一律的な部分ではないと思

いますので、きちっと議論ができるような状況にならないと、結局、全協で報告をするだ

けでは、それをもう一遍ひっくり返していくことはできるのですか。これは、報告だけだ

ったら、合併協議会のときのように、もうこれは合併協議会で決まりましたことです、決

まりましたことですといって全協で報告されて、そんなの、決まる前に言ってくれなかっ

たら、それに対して何も言えないじゃないかと言って、あのとき相当もめましたよね。だ

から、やはりそういうものも踏まえて、もう決まったことを全協で報告をしてもらうとい

うような内容になったのでは全くもって同じ轍を踏まなくてはならないと思いますが、こ

の点の確認だけはしておきたいと思います。 

 それと、賃金の問題、今の最後の地域手当、これはゼロという形で野洲市の当局はよし

とされているのですか。これは不当だということで国には発言されないのですか。そんな

の、魅力あるだけでは、いい職員は来ませんよ。やっぱり妻子を養っていかなければなら

ないですもの。同じ採用されるのならば、ちょっとでも賃金の高いところに行きます。そ

れはそうなるのと違いますか。こういうふうなことをよしとされているのかどうか、その

点だけ最後にお尋ねします。 

○議長（荒川泰宏君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 非常に国民保護法に関して勉強されまして、いろいろと難し

い言葉を並べて、自分が詰まってきたら、その見解はどうですかと上手にこっちへまくっ
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ていただくような質問で、私も頭がさえました。 

 そこで、申し上げたいのは、どうも避難と救助。 

 やっぱりまず救助ですよ。救うこと。避難というのは逃げるのじゃないですか。だから、

その辺の位置付けをきちっとしておこうというのがそもそもこれの計画の内容でございま

して、これは国民保護法に限らず災害救助法の関係もございますし、また地震災害もござ

いますので、こういうことをやっぱり地方の防災計画の中にきちっと位置付けをして１つ

にしておけば、これは万全を期せる、このように考えます。だから、備蓄資材やいろいろ

とあるわけなのですが、避難のルートと救助の部門は別個に考えてやっていかなければい

けない、こんなふうに思います。 

 ただ、野並さんが引っかかっておられると言うと言葉が適当でないのだけれども、議会

に報告、このことをおっしゃっているのですか。それは系統立てて言ったときに、国民保

護法の計画をつくるときには国民保護協議会に私から諮問しなさいということですね。そ

れで、都道府県知事に協議もしなさい、議会にも報告しなさい、こう書いてあるのです。

今までずっと我々がやってきた議会と行政の位置付けというのですか、こんな水臭いこと

をしていません。議会に報告しなさいと法律で書いてあったら、十分なやっぱり練りをし

て協議会にも説明し、勉強会にも説明し、きちっとやっています。これはほんの手段のこ

とです。だから、誤解のないように。そんな水臭いことはしませんので、よろしくお願い

します。 

 それともう一つ、給料の問題でどこまで下げるのだということなのですが、我々は決し

て国の指示に逆らって今まで給与改定をやったことは一回もございません。すべて国のお

っしゃるとおり、上げるときには十分上げてきました。下げるときにも下げます。だけど、

今おっしゃる地域手当の問題は、ちょっとおかしいことをおっしゃったので、言うのです

が、京都市にお住まいになっている方が野洲市へお勤めになったら、仕事の場所は野洲市

です。ここで給料を得ておられるのです。野並さんの言い方だと、京都市にお住まいの方

は京都市の市役所から給料をもらって、仕事は野洲でしたらいい、こういう言い方になり

ますね、地域手当をもらおうと思ったら。そうでしょう。野洲に勤務して仕事をする者は

地域手当が付かない、こうなっているのですから、それを出せと言われても、出しようが

ない。だけれども、私は気持ちの上では湖南１つのブロックや広域行政も一緒にやってい

る。何もかも一緒にやっている。行政的な位置付けもそうだと。情報も共有できてある。

行政課題も共有しているところで、野洲市だけが付かないのは何だと。これはやっぱりさ
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んざん県なり国にも異議を申し立てました。よそのことを言うのではないのですけれども、

栗東もはじめは付かないという方に入っていたのです。草津、守山市が入ってあった。何

でだと栗東の市長と２人で力を合わせてやっていったら、いろんな条件があって栗東は付

くことになりました。そういう経過がございますので、私はうのみにしていません。これ

は何としても将来、近いか遠いかは別にしまして、やっぱり付けてもらうべき地域にある、

こういうふうに理解をしていますので、その時期までしばらく職員の皆さんには我慢をし

ていただく、こういう思いでございますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、第７番、本田章紘君。 

○７番（本田章紘君） ７番、本田章紘でございます。 

 議第９号野洲市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、まず質問いたします。 

 本条例に関する市民の関心は大変高いものがあると感じていますが、今回上程されてい

る金額の算出根拠と、議員定数を含めた総費用との関連について、報酬審議会ではどのよ

うな見解が出されているのか、お伺いいたします。 

 また、本来ならば、合併協議会の中で定数と報酬については一体のものとして審議され

るべき内容ではなかったかと考えますが、財政事情の悪化と職員給与の引き下げ等を考え

ますと、今回の特別職の報酬審議会の答申は答申として受けとめ、適用時期については、

財政改善策もしくは再建策が一定の効果を発揮したときに実施するべきと考えますが、見

解を伺います。 

 次に、議第１３号野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、議第

１１号並びに第１２号についても関連性があることから、一緒にお伺いいたします。 

 政府の公務員給与の改正に基づく条例の改正ではありますが、野洲市においては５年間

で４．８％の低減を図るという、昇給の見通しが相当厳しい内容であります。そして、自

治体の判断によって運用が行われている地域手当は、野洲市の場合は財政状況の悪化によ

って、その適用が見送られております。そのような中にあっても、自分たちの将来に明る

い希望が見えることによって職員は頑張ることができるのではないでしょうか。今、野洲

市が取り組むべき最優先課題は財政の改善、もしくは財政再建にあると判断します。しか

し、市長の施政方針には何らの具体的な方針もしくは財政再建の指針が示されておりませ

ん。中長期的な財政改善策をどのように進めるのか、また、短期的な財政改善策とあわせ

た総合的な取り組みをどのように進めるのか、お尋ねします。 
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 また、今回の職員の給与改定には、職員が公平・公正な評価基準によって、評価する側

も評価される側も双方共に納得性のある評価を行うことが重要であります。そして、評価

基準等については、公開することでそれぞれの職場において常に仕事の目標となる基準で

あることが大切ではないでしょうか。このような人事面での評価制度の確立に向けて、そ

して評価する側の教育も含めてどのように取り組まれるのか、お尋ねいたします。 

 財政の悪化から、職員に相当厳しいことをお願いするわけですから、特にそのレベルが

低いと感じられない特別職にある市長、助役、収入役、教育長の報酬については、その適

用時期を、財政改善策が一定の成果をおさめて、職員に対しても地域手当等が支給できる

時期まで見送るべきと考えますが、見解を伺います。 

 次に、議第２１号野洲市介護保険条例の一部を改正する条例についてお尋ねいたします。

介護保険料６段階の設定についてお尋ねします。 

 介護保険制度は５年目を迎え、保険料は、初年度から平成１４年度までの第１期、平成

１５年度から１７年度までの第２期は５段階に分かれていましたが、今回の第３期目の保

険料の設定では６段階に分かれています。第１・第２段階が２万６，４００円と、同額で

あり、第６段階は市民税課税で合計所得金額２００万円以上が７万９，２００円となって

います。段階別で保険料を設定するならば、それぞれに差を設けるべきであります。特に

問題であるのは、合計所得金額が２００万円以上については、年額２００万円の人も４０

０万円の人も１，０００万円以上であっても、介護保険料は同額の７万９，２００円とい

うのはいかがなものかと考えます。ちなみに湖南３市においては金額の差はあっても同様

の考え方であるとのことですが、どのように考えても、年額２００万円の人と１，０００

万円以上の人が同額の保険料負担であることは納得ができないものであります。市民の生

活に配慮した保険料設定であるとは受けとめることができず、精いっぱい頑張ってきた年

金のみの生活者に負担の大きい保険料設定となっていると考えます。当然のことながら、

高額所得者には応分の負担をしていただくべきではないでしょうか。介護保険制度は、そ

れぞれの地域に合った計画に自由裁量の部分が残されていることから、地方自治の試金石

であるとも言われる取り組みです。今回は３回目の改定であり、国が決めた料率をもとに

した配分ではなく、市民の実情に合わせて、冒頭で述べたように設定にするべきと考えま

すが、見解をお尋ねいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（山中清嗣君） 本田議員の議第９号野洲市議会議員の報酬及び費用弁償等に
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関する条例の一部を改正する条例についてのご質問にお答えさせていただきます。 

 野洲市特別職報酬等審議会の見解につきましては、先ほど申し上げましたように、既に

全員協議会でご報告を申し上げたとおりでございますが、合併により行政区域も拡大し、

初の市議会議員選挙により定数も削減され、議員一人ひとりにかかる市民の負託も増大し

たことなどから、増額の決定をされたものであります。 

 報酬額につきましては、議員活動の安定化を考慮する中で、既に公表しております、先

ほども野並議員にお答えさせていただきました一般職の給料の平均額３５万８，３００円

を基準とし、また県内各市の議員報酬額とのバランスも考慮し、決定されております。た

だし、議員定数につきましては諮問事項に含まれていないことから、県内各市の議員１人

当たりの人口数をかんがみ、さらなる見直しを求める意見が複数あったということを申し

添える形で答申されました。 

 次に、合併協議における報酬の取り扱いですが、特別職の報酬につきましては、旧中主

町、旧野洲町におきましても、現在と同じように、条例によりまして特別職報酬等審議会

に諮問することとしておりました。したがいまして、合併協議会においては、野洲市の特

別職の報酬につきましては野洲市の特別職報酬等審議会に諮問することが妥当との協議結

果になりましたので、ご理解をいただきたいと思います。 

 最後に、報酬改定の適用時期でございますが、野洲市特別職報酬等審議会に諮問をさせ

ていただき、社会・経済情勢や、公務員を取り巻く状況、県内各市の状況など、さまざま

な角度から十分に審議をいただいた答申でありますので、それを尊重させていただき、答

申どおり平成１８年４月１日から適用することが適当であると考えております。 

 それから、２点目の議第１３号野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついてのご質問にお答えさせていただきます。 

 本市の場合、基本的に国における地域手当の指定基準、人口５万人以上でございますけ

れども、満たしていないことから、今回支給を見送ったものであります。合併後の財政計

画は、平成１８年度に策定する予定をしております。基金積立額は年々減少する一方で、

市債の償還残高がピークとなる平成１８年度決算見込みを踏まえた財政健全化計画となり、

市民の理解と協力を得ながら、歳入の確保と歳出の見直しによる大幅な削減を実施してい

くこととなります。なお、具体的な手法や数値目標は今後検討することになっております。 

 次に、評価制度についてでございますが、議員ご指摘のように、公平・公正な評価基準

に基づき、評価する側、される側双方が納得できる評価を行うことが大切であります。そ
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のため、当市におきましては評価基準を庁内のイントラシステム上で職員に公開しており、

その周知を図っております。また、評価者の訓練も合併前のそれぞれの町の時代から毎年

繰り返してきており、今年度におきましても、一般職を対象とした研修を５日間、管理職

を対象とした研修を２日にわたり行いまして、制度の趣旨の徹底、評価能力の向上、評価

水準の均一化を図っております。次年度以降におきましても研修を継続して行うことでさ

らなる評価能力向上を図ると共に、時代のニーズに合った勤務評定制度の検討・改良に努

め、職員の勤務能率の向上に努めてまいります。 

 ２点目の市長、助役、収入役、教育長の報酬改定の適用時期でございますが、先ほどの

議第９号に対するお答えと同様で、答申を尊重いたしまして、答申どおり平成１８年４月

１日から適用することが適当であると考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（竹澤良子君） それでは、続きまして、本田議員の議第２１号野洲

市介護保険条例の一部を改正する条例に関しましてのご質問にお答えをいたします。 

 特に保険料の段階の設定についてでございますが、今回の保険料段階の設定につきまし

ては、制度改正によりまして２点の見直しがございました。見直しの１点目は、現行の２

段階を細分化しまして低所得者の保険料の負担の緩和を図ることであります。２点目でご

ざいますが、市町村は特別に必要がある場合は課税層の多段階化を可能とするという点で

ございます。今回提案をさせていただきましたように、現行の２段階の細分化につきまし

ては国の制度によるものでありますので、取り入れましたが、課税層の新５段階以上の課

税層を多段階化することにつきましては見送ることといたしました。その理由といたしま

しては、今回、計画策定のアンケート調査の中で保険料の負担感について調査をいたしま

した結果、保険料の負担が大きいと答えた人が現行の５段階に最も多い状況であります。

したがって、さらに負担が増加することについては理解が得にくいという点と、この新５

段階の課税層の率でございますが、全国では４０％でございますが、野洲市の場合は３０％

という状況でございますので、細分化をさらにしたとしても保険料額に余り効果が出ない

という判断で、見送らせていただきました。しかし、適正な保険料の負担をどうするかと

いう問題は大変重要でございます。次期４期の保険料段階の設定時には検討していく課題

であると認識をしております。 

 以上、お答えといたします。 
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○議長（荒川泰宏君） 本田章紘君。 

○７番（本田章紘君） 議第９号につきましては、全協での報告はあったということなの

ですが、その内容等についてはもっと詳しく今回説明していただきたい。その根拠に基づ

いて適用すべきである、こういったことで通告させていただいております。もう一度、本

当になぜ必要なのか、なぜ３５万円という設定をしなきゃいけないのか、その根拠を示し

ていただきたい、このように思います。 

 私の調査しました県内の各市の平均で、単純に平均しますと３５万６，０００円という

ような形になってございますし、一方で、私どもと同様に合併した湖南市においてはまだ

改定はされておりません。やはりこういったところの今の考え方、いつ変えるべきなのか

といった考え方も考慮すべきではないか、このように判断しております。そこについての

見解もお伺いいたします。 

 それから、適用時期については、我々は昨年１０月２３日の選挙で、現在の状況をよし

として選挙に臨んだわけでございます。そこで我々は市民の皆さんの選択を得たと。そう

しますと、今ここで急遽変えなければいけない状況というのはないのではないか、もう少

し財政が改善された時期まで待つべきではないか、こういった判断でございますので、あ

わせて見解をお伺いいたします。 

 野洲市職員の給与に関する件ですが、２００５年の人事院勧告では、当初、地域手当は

大津市だけでございましたね、適用してよしとするのは。他の地域は必要ないと。しかし、

各市において地域手当が適用されております。そして、５万人未満の都市においても地域

手当が支給されているところがある、そのように認識しておりますが、当局においてはど

のような判断をされているのか、あわせてお伺いいたします。 

 また、人の活用につきましては、今回の給与改定に伴いましてもっとやはり活用の仕方、

評価の仕方も同時に見直すべきであると。このようなことが国でも言われております。総

合的な人事管理、すなわち専門職制度やシンクタンクとしての活用、もしくはスタッフと

しての活用、そういったことを考慮して、人がもっともっと頑張っていけるような環境づ

くり、そういった人事制度が必要である、このようなことも言われておりますが、そうい

ったことに対してどのような判断をされているのか、お伺いいたします。 

 特に今回、野洲市が５年間で４．８％逓減というような方針を出していることから考え

ますと、この層にある方々というのは昇給が非常に抑えられる、そのような方向での給与

改定であります。もっと本当に職員の皆さんが生き生きと働ける環境をどうつくっていく
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のか、あわせて、こういった評価制度の中でどう皆さんの納得性が得られる方向性をつく

っていくのか、今後の検討課題について当局はどのようにお考えなのか、お伺いいたしま

す。 

 介護保険条例に関しましては、確かに課税される方々の２００万円以上、この部分で野

洲市においてはその率が低い、３０％ほどということで、適用を見送られたということで

すが、やはり差額を付けた形で介護保険料を設定するという基本であるならば、いかに対

象が低くてもそのような設定をしていくべきであろうし、なおかつ料率の見直しといった

ことは今後どのように取り組んでいかれるのか、重ねてお伺いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（山中清嗣君） 本田議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 答申の審議会の内容についてもう少し詳しく報告をということでございますが、先ほど

もお答えさせていただきましたように、さまざまな議論をされました。そういう中で答申

としてまとめられましたので、その辺の経過については、やはりこの答申で一応委員の皆

様は合意をされてまとめられたということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 そして、この答申の中で当然県下各市の報酬の状況、新しく合併したところの状況、湖

南の状況、また湖南だけでなく近隣の状況等々も勘案されました。そしてもう一点は、こ

の市と大きく変わってきましたのは、やはり合併協議会の中で議論をされました、議員数

を少なくして報酬を引き上げて、議員活動に専念できるような報酬体系が必要ではないか

という、合併協議会の中でもある委員のご意見もございました。そういうのも踏まえられ

まして議論をされまして、先ほど野並議員、本田議員にお答えしましたように、市の職員

の給与が平均どれぐらいであるか、そういうのも議論の対象にされました。そして、今回

は他市町村に比べまして、市におきましては政務調査費が大体月２万で２４万という市が

あるわけでございますけれども、これについては従来の野洲が月８，０００円でございま

したので、その辺で月１万の１２万、どちらかといえば政務調査費を抑えられて報酬の方

へ持っていかれたという議論もございました。議論はさまざまな議論、これは例年ですと

大体１日で報酬審議会は終わるのですけれども、今回については年末に１回、年が明けて

１回と、２日にわたって議論をしていただきまして決定していただきましたので、私ども

も答申を尊重して今回提案をさせていただいておりますので、ご理解のほどをよろしくお

願いいたします。 

 次に、２点目の職員の給与関係でございますが、５万人未満にも適用されているという
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事実を知っているのかということでございますが、私どもも把握しております。どういう

条件でその都市がそういう条件の中に入ってきたかということは伺っております。本市の

場合、それを覆すようなデータがないという状況が今現在のところでございます。 

 次に、評価の仕方を見直す必要があるのではないかということのご指摘でございます。

まさしくそのとおりだと認識しておりまして、従来、本市がやっておりました評価制度に

つきましては能力評価を基底に置いての評価でございました。今回、国が考えております

のは能力評価と業績評価という形での組み立てになってきますので、先ほども答弁させて

いただきましたように、やはり新たな、今後もこういうような点を踏まえまして検討・改

良を図っていきたいと考えておりますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 

 そしてもう一点、今回の給与改正におきまして平均４．８％の５年間にかけての減額と

いう形になるわけでございますけれども、この４．８％については、若年についてはほと

んど抑制はございません。中高年で今まで公務員賃金が問題とされている部分での是正で

ございますので、その辺は十分踏まえまして、ある意味から言うと、この評価制度とどう

連携させていって職員の勤務意欲を保っていくかということが視点になってくるかと考え

ております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（竹澤良子君） 各段階の料率の見直しについての今後の見通しにつ

いてのご質問にお答えいたします。 

 この各段階の料率は第１段階、第２は０．５という形で、それぞれの基準を国が示して

おります。この基準に従いまして、多少それぞれの市町村の状況に応じてこの割合を変更

することは可能でございますが、まず第１点に、やはり被保険者の納得がこれは非常に重

要な点でございます。そういう意味で、今回はそういう点での調査はしておりませんが、

次期の第４期の保険料の設定の折には、そういう意味でこの割合をどういうふうにするか

という点については事前に調査を必ずするようになっておりますので、その点で調査をし、

検討していきたいと思っております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 本田章紘君。 

○７番（本田章紘君） 議第９号の議会議員の報酬等についての中で、栗東市がちなみに

現報酬が３１万でございます。政務調査費が年間２４万、月当たり２万円、こういった計
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算になっております。野洲市は、今回の改定によりますと報酬３５万、政務調査費が年間

１２万円。人口６万に達してまだ伸びていこうとしている栗東市において先ほどのような

報酬である。なおかつ、我々の野洲市においてはまちづくりの中で人口の増加を見込んで

はおりますが、なかなか達成していっていない。現在は停滞している状況にあろうかと思

うのです。そういった中においてこれほどの引き上げをするということは、いかなる根拠

に基づいているものなのか。市民の皆さんから見ますと、本当に先ほど野並議員の質問に

もありましたように、ちょっと上げ過ぎじゃないか、このような疑問がわいてくるのも当

然であろう、このような気がいたします。また、今回の予算においても相当厳しい財政状

況であるということから、基金等の取り崩しも行われました。基金の残高も大変少なくな

っております。そういった中においての適用でありますから、もっと本当に財政改革が進

んだ時点での特別職の引き上げ適用をもっと真剣に考えていかなきゃいけないのではない

か。審議会の答申は答申として受けとめて、やはり実情に合わせた適用をすることが市民

に応えることである、このように思いますが、見解をお伺いします。 

 職員の給与改定につきましては、先ほど申し上げましたように、当初２００５年の人事

院勧告は大津市だけが支給してもいい、このような勧告になっているかと思います。その

後に、先ほど答弁でもありましたように、いろんな調整があって、それぞれの市が適用し

ていっている。野洲市においては財政状況が厳しいといった論点もありましょう。それか

ら、５万人未満であるというところで、人事院勧告でもこれは地域手当は支給しない、そ

ういうことになっておりますが、そういったことをもとに今回設定されている、このよう

に認識しております。だとするならば、財政改善策をいつまでに行うのか、見通しとして

は職員が地域手当等で自分たちの給与が改定される時期はいつごろになるのか、明確に示

す必要があろうかと。そういった計画がいつごろできてくるのか、内容はどうであるのか、

そういった指針を示すべきではないかと考えます。それについて見解をお伺いいたします。 

 また、今回の号俸級の設定等によりますと、長期間同じレベルで滞留していくような評

価基準、もしくはその評価によっては昇給が頭打ちになるというような状況もできてこよ

うかと思います。今までは枠外を超えての昇給というのもあったわけですが、今回はすべ

てなくなっている。そうしますと、もっともっと評価、仕事の与え方、そういったことに

ついても改善されていくべき方向性ではないか。それが当然評価基準、評価制度の拡充に

つながっていなければならない。また、配置転換等によってマイナスの評価を受けること

のないような救済策も当然盛り込まれなければならない。そういったことを含めた人事制
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度の確立についてどのような方向性を持っていくのか、市長に大きな流れをお尋ねいたし

たいと思います。 

 先ほど申し上げましたように、昨今のサービス提供というのは相当専門的な知識も必要

としております。専門職制度やシンクタンク、もしくはスタッフといった人の活用という

ことも大事になってこようと。そういった点についてはどのようにお考えか、重ねてお伺

いいたします。 

 介護保険制度については次回見直しされるということですが、ぜひ早い時期にそのよう

な調査をしていただいて、市民の皆さんが納得して保険料を払える、このような形に持っ

ていっていただきたい、このように思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（荒川泰宏君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 本田議員の、個々のことはまた総務部長が補足しますでしょ

うけれども、基本的なことについて若干申し上げます。 

 審議会、各種行政委員会等、数多くございますが、そこに市長の立場で１つの事案につ

いて諮問をいたした際に、野並さんの先ほどの質問にも関連するのですが、議会に報告と

いう。答申を受けたことは、これは最も正しいとし、十分にご審議をいただいたとして、

答申をいただきながらそれを反映させないというようなことは私個人としてやりたくない

気持ちですから、それだけ住民の代表の皆さんの意見を尊重して行政を遂行していこう、

こういうことでございますから、今回の報酬審議会も、答申をいただいたそのままをやっ

ぱり議会に提案をしていく、これが私の常の考え方でございますので、ご理解いただきた

いと思います。 

 もう一点、職員の給与の中でいろんな評価の問題が出たのですが、今まで評価制度も入

れてまいりましたが、この評価というのは単純な評価じゃなしに、やはり非は非、是は是

でするのですが、私はプラス思考を基本に置きながらやってまいっておりますので、決し

てそういうことはなかったと思います。 

 それともう一つ、地域手当を若干勘違いなさっているのではないかと思うのですが、財

政が悪化しているから地域手当が付かない、付くの議論じゃないです、これは。国家公務

員の給与にいわゆる昔の勤務地手当ですね、地域手当が付く、こういうことなのですから、

若干意味が違うように思いますが、５万以下の都市でも衛星都市は付いているはずです。

それはやっぱり生活物価というのですか、その関係もございましてですが、野洲の場合は

そういう理由で。もっと具体的に言いますと、国の施設があるところは付くのです。もう
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これ以上は言うといけないですけれどもね。そういうことでご理解をいただきたいと。野

洲にはないから付かないということです。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（山中清嗣君） 本田議員の再々質問にお答えさせていただきます。 

 基本的には市長がお答えしましたので、補足的なのですけれども、栗東の報酬等の点は

議論されました。しかし、湖南での状況、そして近江八幡等々も踏まえて結論を出された。

そして、先ほど申しました政務調査費、そして今回同じく提案させていただいております

議会委員会の費用弁償の件、また県内旅費の件、そういうのを全般的に他の市の状況はど

うであるかということも大きく検討されました。 

 そして、具体的なことで、新しい給料表では枠外昇給が停止になるということでござい

ます。まさしくそのとおりでございます。今までは枠外昇給がございました。しかし、今

回からこの枠外昇給が５年の間にきちっとなくなってくるという形でございます。そうい

う意味では、この新しい給料表、どういう賃金体系であるかということをきちっと職員一

人ひとりが理解して、やはりそれなりの職務に合った給料ということで、従来からその方

向に転換はされてきたわけですけれども、今回大きく給料表等々も制度改正されまして、

そういう形で民間にようやく近付いていくという状況でございますので、一つよろしくお

願いいたします。 

 そしてまた、当然、こういうような状況でございますので、勤務評定についてはやはり

十分検討し、また、職員の理解が得られる勤務評定の確立に向けて進めてまいりたいと思

いますので、一つよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） お話の中に財政再建という言葉があるのですが、私は決して

これは適当な言葉じゃないと思います。野洲市はそこまで財政的に落ち込んでいる、再建

をしなければならない財政ではないと自信を持っております。ただし、財政改革をとおっ

しゃいました。これは三和さんにも私はずっと約束しておって、本田さんはおいでになら

なかったのですが、国の三位一体改革の結論が出れば、その時点で財政改革を行いますと。

これは三和さんにも約束しているはずです。だから、ああいう形で一応落ちついたという

ことですから、１８年度に財政改革について手を付けていく、このように考えております

ので、付け加えておいて下さい。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、第１番、西本俊吉君。 
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○１番（西本俊吉君） １番、西本俊吉です。私は、議第８号野洲市議会政務調査費の交

付に関する条例についてのご提案に対して質問をさせていただきます。 

 先ほどからも報酬審議会等の議論の中で述べられておりますから、一定の方向性は理解

できるのですけれども、議員が必要とする調査、それらに対する費用等の弁済として、そ

の経費をこの政務調査費という形で定められているものです。しかし、改正案にはその金

額をさらに引き上げようとする、わずかといえども、今日的な財政が厳しい、そういう状

況の中で新たな経費が要るという、そういう方向での提案については私は基本的に認めら

れないという立場でおります。私は今、今日も議員控室でも見たのですけれども、そこに

は控室での改修工事等も伴って費用が既に支出されていっているということを考えたとき、

現状のままでいいのではないかなと率直に思いました。また、その政務調査費の使途につ

いていろいろと取り扱いがあると思うのですけれども、今後は整理をしていくべきだと思

いますし、このことについてまた議員間の合意形成を図りたいと思います。また、この政

務調査費は、議員として多額の報酬の支給を受けておりますから、本来であれば、財政状

況が厳しいのであれば、私はその廃止に向けての検討もすべきだというぐらいの考えを持

っております。これに対して市長等の見解を求めます。 

 以上です。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（山中清嗣君） 西本議員の議第８号野洲市議会政務調査費の交付に関する条

例の一部を改正する条例についてのご質問にお答えいたします。 

 先ほども野並議員、また本田議員から出ていますように、この条例につきましても野洲

市特別職報酬等審議会から「地方分権に伴う地方議会の活性化や審議能力を強化していく

必要があり、今後の野洲市を見据えた政策論議を行い、市の課題に適切に対応できる議員

活動を行うため調査活動基盤を充実させる必要がある」との答申を受け、それを尊重し、

提案させていただくものでございます。政務調査費につきましては、議員の皆さんの調査・

研究活動をさらに充実していただき、市民の皆さんが安心して幸せに暮らしていただける

野洲市を実現するため、これを十二分に活用し、議会の活性化に反映していただけるもの

と考えておりますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 西本俊吉君。 

○１番（西本俊吉君） ただいまご答弁いただいたのですけれども、市の財政、いろんな
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ことを考えたときに果たしてこれで市民が納得してくれるかなという疑問は持っておりま

す。だから、私としてはこの条例案に対して自分のこの場で意見を述べることは、率直に

申し上げて、質疑の場ですので、展開できませんけれども、いわゆる報酬審議会等のあり

方というのですか、ご答申いただいておきながら、こういう言い方は非常に僭越ですけれ

ども、やはり市の財政状況等も踏まえたそういう中身、十分検討され、財政状況から見て、

これでいいのかという答申が出てくるのを、今後の開かれる場があるとするならば、そう

いう場において諸般の状況等も十分に含んだ審議会であってほしいなと希望するところで

す。 

 以上です。 

○議長（荒川泰宏君） 西本議員、希望だけでよろしいですね。 

○１番（西本俊吉君） はい。 

○議長（荒川泰宏君） 暫時休憩いたします。再開を１０時５０分といたします。 

            （午前１０時３５分 休憩） 

            （午前１０時５１分 再開） 

○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第９番、鈴木市朗君。 

○９番（鈴木市朗君） 議第３号、議第１７号について、簡単に質疑をしてまいりたいと

思います。 

 まず、議第３号野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例について

質疑に入りたいと思います。 

 私はなぜこの３号について質疑をするかと申し上げますと、今現在、市営住宅が建設さ

れ、また、今年度にも木部団地が建設されようとしております中、やはり入居者に対して

の利益を守っていくという１つの観点からこの質問に入りたいと思います。 

 まず、国で定めております電気、ガス、水、これらにつきましては、当然のことながら、

電気は関西電力、水は野洲市の水道で当然のことでございます。ただし、ガスにつきまし

ては、都市ガスもあれば、一般的なプロパンガスもございます。そうした中で、今、２条

の（１）に定めております電子計算機、車両、複写機、通信機器、医療機器、（２）に定

めてある保守清掃、施設の整備管理、施設の保安警備、車両の運行管理等、こういったも

のを国の上位法で出してきているわけでございますが、ただ、私が一番心配いたしますの

は、今、市営住宅で使用されているガスにつきましては、入札を行い今現在供給されてい
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るものであるのか。これはやはり何と申し上げましても、住民の利益を守るためにも当然

行っていかねばならない問題だと私は思っております。聞くところによりましては、そう

したものをなくして随意に供給されているということを私は聞いております。 

 そしてまた、ただいま申し上げましたＯＡ機器、あるいは施設管理に関するそうしたも

のの入札日、その入札日から起算して５年になるのか、それとも新たに入札を行い、４月

１日から５年になるものなのか、その辺を明確にお答えしていただきたいと思います。 

 次に、議第１７号野洲市税条例の一部を改正する条例について質疑を行いたいと思いま

す。 

 この条例におきましては、テナント等が所有する償却資産に対しての課税ということで

ございます。ちなみに、本市におきましてもこの部分に関して１８年４月１日から施行す

るということでうたわれておりますが、私どもの感じるところによりますと、この償却資

産の内容、そしてその手続ですね。手続ということは要するに作業です。そしてまた、こ

の部分に関する課税見込み額ですね。この償却資産というのは漠然とした表現で表れてお

りますが、いったいどういうものを指していくのか、明確な答弁をよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（荒川泰宏君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（北口 守君） まず、１点目でございますが、契約の件でございますが、

契約の方はまた総務の方からお答えをさせていただくと思いますが、市営住宅のプロパン

ガスにつきまして私の方からお答えをさせていただきます。 

 ご指摘のとおり、現在のところ、各住宅の各棟への供給につきましては、入札は行って

おりません。現在、地元プロパンガス協議会等に委託をするという形でガスの方を供給し

ていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（山中清嗣君） 鈴木議員の１点は、長期契約に関してのＯＡ機器の入札は５

年ということで、どの基点を起算にするかというご質問にまずお答えさせていただきます。 

 条例の３条で「契約の期間は５年以内とする」ということで、あくまで契約日になりま

す。契約の期間でございますので。 

 そして、次につきましては議第１７号野洲市税条例の一部を改正する条例についてのご

質問で、償却資産の手続、また見込みということでございますが、ここで申します特定附
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帯設備とは、家屋の附帯設備であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するた

めに取り付け、家屋と一体となったものを指します。具体的に申し上げますと、店舗を借

りている事業者、テナント事業者ですね、がその貸店舗に給排水設備、空調設備などを取

り付け、家屋と一体となった場合、償却資産としてテナント事業者に固定資産税を課税し

ようとするものであります。しかしながら、議員もご指摘されますように、当該特定附帯

設備の把握については非常に難しいものがあります。このため、事業者からの申告のみに

頼ることなく、その申告に対する現地調査を強化すると共に、法人設立届け出書等の法人

住民税関係資料や、個人事業の開設・休業・廃業届け出書等の税務署・県税事務所関係資

料等も活用しながら現況把握に努め、適正な課税を行っていきたいと考えております。 

 そして、具体的にどれぐらいの見込みがあるのかということでございますが、現時点に

おいてはほとんど見込みはないと考えております。状況的にはまだつかめておりません。

税務課で若干この税についての額でございますけれども、見込みはほとんどないというの

が現状でございます。ただ、上位法の関係でまた整備されてきて、この償却資産部分の課

税客体の問題を整理するということで今回の条例改正をさせていただいたということでご

理解のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 鈴木市朗君。 

○９番（鈴木市朗君） まず、第３号からですが、プロパンガスというのは今まで入札が

行われていないというような答弁でしたが、今、私たちこの市を取り巻く環境のもとでは、

ものすごく小さな物品納入業者でもすべて入札制度がしかれている昨今に、このプロパン

ガスに関して入札が行われていなかったという理由、これは私は不思議に思うのです。幾

らプロパンガス協会ですか、その方たちにお願いしているなんて、これは私は許せないと

思うのです。やはり入居者の利益を守っていこうとすれば、１円でも安い方がいいわけな

のですね。市内にこの協会に加入しておられる方は全部このプロパンガス協会に加入され

ているのですか。そしてまた、他の物品納入業者においても県内、県外さまざまなところ

から入札の参加申し込みがあるはずですよ。そうしたことを考えてみますと、いかにこの

ガス供給については住民に不利益をこうむらせたと言うしかないわけですね。以前にも西

本議員の質問の中にもありましたように、一般賃貸住宅の構造物に関してはプロパンガス

の供給者たる者がプロパン庫並びに無料で配管をやっていくという西本議員の質問がござ

いました。そうしたことをとらまえて考えてみますと、今まで入札をやっていなかった、

こんなふざけた話はないですよ。 
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 ちなみに申し上げますが、これは火気責任者はどなたになっておりますか、各棟の火気

責任者。連絡網はどうなっていますか。これから長期契約をしていく上で、これは５年間

保障されるわけなのです。小さな小さな物品業者に安い安い値段で入札をさせて、ガス事

業者だけほったらかしにしておくって、こんなのはもっての他ですよ。再度答弁を求めま

す。 

 次に、税条例についてですが、この条例につきましては、上位法等の関係にもよりまし

て当然定めていかなければならない条例だと思いますが、これも各市完全に足並みをそろ

えて制定するわけでもございませんね、この条例は。既に定まっているところもあれば、

まだまだ上程されていないところもあると私は聞いております。今、総務部長が答弁いた

だきました中で、税の見込みなんて全くないというような無責任きわまるような回答でし

たね。条例を制定したら、やはり目標を持ってかかっていかなければ、何のための条例な

のですか、これ。 

 そして、テナントにおける給排水、あるいは家屋に一体化したものについては償却資産

とみなし、課税をしていくということでございますが、恐らくテナントの入居者の給排水

というようなものは、賃貸契約の中で既にその構造物の所有者が給排水ぐらいはやってお

りますね。そうしたときに、テナントに関してはかかってきません。それで、今、市の方

でこのような動きをどこまで察知されているのか。そしてまた、この償却資産の中にはほ

とんどリースがございますね。そういった部分を、きちっとはつかめないと思いますが、

いずれにしても、建物が竣工したときには家屋調査も入られ、償却資産以外の評価をされ

ておりますね。ですから、やっぱりそうしたものを参考に引き出して考えていくとか、さ

まざまなことが考えられるわけです。そうしたことも考えないで、この償却資産に対する

固定資産はないに等しいというような、そういうような無責任な回答では困るわけなので

す。やはり税条例を制定していけば、それに向かってきちっとした対応をしていただきた

い。再度答弁を求めます。 

○議長（荒川泰宏君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（北口 守君） 再質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、入札をしていない理由ということでございますが、これは私どもも調べさせてい

ただいたのですが、以前からということで、その慣例によりということになっていたよう

でございますし、それと、旧野洲町につきましては、各棟、永原、新上屋等には３棟、４

棟ということもありましたので、それを随時建て替えているということで、その時点での
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ガス供給者にそのまま依頼をしていたという状況でございました。それから、旧中主につ

きましては、旧中主の方にはガス協業組合がありましたので、そこにも依頼していたとい

う状況が続いておりまして、入札ということには至っておりませんでした。 

 それから、供給業者からの設備提供の件ということで……。 

○９番（鈴木市朗君） 設備提供は聞いていない。 

○都市建設部長（北口 守君） よろしいですか。申しわけございません。各棟の火元責

任につきましては、今、手元に資料がございませんので、今現在調べておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○９番（鈴木市朗君） 何で入札しなかったの。 

○都市建設部長（北口 守君） そこまで考えが至らなかったというか、慣例によりやっ

てきたということがそのまま引き続いておりましたので、入札をするというところまで考

えが至っていなかったと。それと、私どもが入札というか、ガス供給につきまして、先ほ

どおっしゃいましたように、住民に不利益を与えたのではないかということですが、実際

の使用者は確かに住民さんでございますし、使用料を払われるのも住民さんでございます

ので、最終的には業者さんと住民さんの契約というか、そうなるというようなことでござ

いましたので、私どもとしては入札をしていなかったというのが実情でございます。 

○９番（鈴木市朗君） だから、今後どうするのだと。５年契約、長期契約を定める条例

を定めていくじゃないか。今後どうするのだと。 

○都市建設部長（北口 守君） 済みません、今の……。 

○議長（荒川泰宏君） 暫時休憩。 

            （午前１１時１２分 休憩） 

            （午前１１時２８分 再開） 

○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（北口 守君） 鈴木議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、現在のガス供給に関しまして入札についてでございますが、今後につきましては

入札の方を検討しているということでございまして、ただし、市が直接購入するというこ

とではございませんので、単価契約になるかどうかわかりませんが、内容等につきまして

はもう少し詰めていきたいなというふうに思っておりますし、入札に際しましても、現在
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市内には幾つかの業者がございますので、できるだけ市内業者育成という意味で市内の業

者さんを対象に入札をしていきたいというふうに考えております。 

 それから、各棟の防火管理、それから火気責任者ですか、この火気責任者につきまして

は、ボンベ庫だと思いますが、ボンベ庫につきましては供給業者の方が火気責任者になっ

てございます。それから、建物の方の防火管理者は、現在担当しております都市計画課の

担当者が防火管理者になってございます。課長ですね。都市計画課長がなっております。

それから、連絡体制につきましては、各棟の棟長さんから、何かありましたら原課の方に

連絡が入りまして、それから各関係機関の方に連絡をさせていただくというふうになって

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（山中清嗣君） 鈴木議員の再質問にお答えさせていただきます。議第１７号

野洲市税条例の一部を改正する条例についての再質問にお答えさせていただきます。 

 各市の状況でございますけれども、湖南ではすべて４市、この改正で整備をしておりま

す。そして、見込みの件でございますが、この条例につきましては平成１８年４月１日以

降の施行分につき、平成１９年度以降の固定資産税について適用するということでござい

ますので、これから平成１８年度にされるものについてこの条例を適用して課税をしてい

くということでございます。そのために見込み額は今現在立っていないというのが現状で

ございますので、ご理解のほどをよろしくお願いします。 

○議長（荒川泰宏君） 鈴木市朗君。 

○９番（鈴木市朗君） ３号についてはただいま部長の方から答弁をいただきまして、市

内業者育成のためにも市内業者でもって入札をしていくという方向性だということを聞き

まして、これで一般的に公正・公平な原理に基づいて供給されるものだと私は今思ってお

ります。そうしたことから、やはりどの部分についても常に行政というのは公正・公平を

保ちながら行政運営をしていくのが最大の目標でございますので、最初からそういうこと

を言っていただけると、休憩もとらずにスムーズに済んだと思うのです。 

 また、防火管理者におきましても、やはりあれだけのものを課長１人が防火管理者とし

て携わっていただいているご苦労は私も大変だなという思いもしております。そしてまた、

その防火管理者におきましても、今後とも管理報告書を速やかにやはり消防署の方に提出

をしていかなければならない義務があろうと思います。そうした作業においても恐らくは
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できていないだろうと思いますので、今後においてもしっかりとしていっていただきたい。

入札を一日も早くできるよう期待申し上げます。 

 それから、税条例ですが、これは私もよく存じております。固定資産税の課税において

は１月１日からの課税対象になるわけですね。ですから、１８年度中にそれをやって翌年

度の１月１日から課税対象にしていくから、課税額は今わからないということだと私は思

いますが、まず、さまざまな要素があると思うのです、この課税に関しては。非常に難し

い。例えば土地・家屋についてはきちっとした、土地なら路線価、家屋だったら家屋調査

に基づく課税というものが方程式で決められております。ちなみにこの課税率は何％ぐら

いになるのですか、項目別に分けて。課税率、償却資産の率ですね。その辺を再度お聞き

したいと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（山中清嗣君） 鈴木議員の再々質問にお答えいたします。 

 固定資産税でございますので、すべての固定資産税、１，０００分の１４、１．４％で

すね。 

○９番（鈴木市朗君） 償却資産も。 

○総務部長（山中清嗣君） はい。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、第１８番、小菅六雄君。 

○１８番（小菅六雄君） 議第２１号介護保険条例の一部を改正する条例について質問を

行います。 

 今回の改正につきましては、６５歳以上被保険者の介護保険料の改定であります。しか

し、この改正の特徴、問題点は、１点目に、昨年度に引き続き連続の大幅値上げであるこ

と、２点目には、これまでの５段階から６段階制にされること、３点目には、いわゆる激

変緩和の措置がとられております。 

 そこでお聞きしますが、１点目に、こういう大幅な値上げにより負担に耐えられるのか

という点であります。基準額で見ますと、現在の１７年度の４万７，４００円が５万２，

８００円と、５，４００円の値上げであります。このように、２段階を除き、いずれの段

階も大幅に値上げがされています。そもそも現在の１７年度も合併による調整ということ

で、大きく値上げがされています。これを合併前から比較いたしますと、旧中主町は基準

額４万１，０００円が、今提案の１８年度は５万２，８００円ですから、１万１，８００

円の値上げ、旧野洲町では３万８，０００円でしたから、実に１万４，８００円もの値上
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げであります。果たしてこのような値上げが本当によいのか。単に受益者負担というだけ

では済まされません。今回の値上げが妥当と考えておられるのか、はじめにお聞きいたし

ます。 

 また、今回の値上げ分の負担総額はどうなるのか、あわせてお聞きいたします。 

 ２点目には、今回の改正ではこれまでの５段階から６段階に改正されます。主なものは、

旧２段階の住民税非課税者を、合計所得金額プラス課税年金収入８０万円以下が新２段階、

８０万円以上が新３段階と分区されます。これにより、新２段階の人については安くなり

ます。しかし、問題は、老齢福祉年金や生活保護者の第１段階では値上げでありまして、

また、新３段階については４，０５０円もの値上げであります。これらの人は８０万円の

ボーダーラインの人にとっても過酷な値上げであります。よって、今回、５段階から６段

階に細分し、負担を軽減と言いながら、実際はそうなっていないのであります。改めて、

６段階制採用の目的をお聞きいたします。 

 また、今回の新６段階制でも、所得の低い層は負担の軽減につながっていないと考えま

す。そこで、新１段階は基準額の０．５となっていますが、私は段階をふやし、負担割合

を老齢福祉年金や生活保護者は例えばゼロ負担、また、新２段階の課税年収８０万円以下

については負担割合を０．２５にするなど、対策をとるべきだったと思います。これにつ

いてのお考えをお聞きいたします。 

 ３点目には、今回の改正の特徴が激変緩和に伴うというものであります。しかし、これ

につきましても、第４段階、第５段階で緩和措置を３年かけて行うとしていますが、それ

にしましても、今回、ご承知のように、老年者控除等税制改正、これらの廃止により、現

在の第１段階、第２段階、第３段階から４段階、５段階に変わる人が発生するということ

であります。野洲市の場合でもこれにより、例えば２段階から第４段階になる人は現行３

万５，５５０円が３年後には５万２，８００円、第３段階から第５段階になる人は３万９，

６００円が実に６万６，０００円にもなります。このような大幅値上げになれば、多少の

激変緩和が行われても、負担がし切れません。今回の激変緩和措置が妥当なものと考えて

おられるのかをお聞きいたします。 

 ４点目には、以上述べましたように、余りにも高額で大幅な値上げで、既に支払い限度

を超えております。全国的に第１段階、すなわち老齢福祉年金者、生活保護者等について

無料にしている自治体もあります。本当に誰もが安心して受けられる介護保険制度にする

ために、抜本的な減額・免除制度を行うべきと考えますが、見解をお聞きいたします。 
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○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部次長。 

○市民健康福祉部次長（高田一巳君） 介護保険条例の一部を改正する条例についての小

菅議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、第１点目の保険料の引き上げの妥当性の件ですが、介護保険料の額は第３期介護

保険事業計画のサービス見込み量による保険給付額、介護予防に向け新規の地域支援事業

額、第２期計画期間中の借入金の償還額などを算入して求めたもので、妥当なものと考え

ております。 

 なお、値上げ分の総額は、平成１７年度と平成１８年度との比較では約５，２００万円

で、１人当たり平均では４，３３０円程度でございます。 

 次に、２点目の６段階制の採用は、旧第２段階を分割したことからも言えますように、

低所得者層への負担を軽減しようとするもので、先ほど部長が答弁したとおりでございま

す。 

 また、低所得段階の負担割合の軽減化につきましては、政令に定める標準割合を基本と

して軽微の調整は可能なものの、ご質問のような大きな調整はできませんので、実施する

とすれば減免措置でということになりますが、既に減免制度はありますし、生活保護者は

介護保険料を受給されている現状もあり、そこへ一律に負担の軽減化は、既に傾斜した負

担がある中では負担の公平化を損ねることにもつながります。また、保険料を確保すべき

総額がありますので、軽減をふやせば基準額を押し上げる必要が生じますので、それらを

踏まえまして、適当とは考えておりません。 

 次に、３点目の激変緩和措置の問題につきましては、介護保険制度以外の要素の変更の

影響を受け実施するもので、保険料の賦課総額の確保という点では、妥当なものと考えて

おります。 

 次に、４点目の減免制度の見直しの件でございますが、減免の拡大により確保できない

保険料は他の被保険者から確保することになり、そうなれば相互理解が必要で、被保険者

の負担意識の現状からも、大きな拡大は困難であると考えます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 小菅六雄君。 

○１８番（小菅六雄君） 再質問を行います。 

 今、答弁されましたが、やはり認識の違いが私ども市民と行政当局とはかなりずれてい

ると思うのです。とにかく保険料は大変高いのです。今回の値上げはいかに被保険者にと
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って大変なのか、そういう認識が余りにも低いと私は思います。 

 それで、先ほどの本田議員の質問の答弁にもありましたが、これまで一貫して、介護保

険はみんなで支える、こういうことを言っておられました。しかし一方、今の答弁を聞き

ましても、６段階制等をふやせばかえって高額所得者に不公平になる、そうも言われまし

た。そういうことやらも含めて大きな調整はできないと言われましたが、今言いましたよ

うに、現実、低所得者層の負担は非常に高いのです。私は、低所得者層にそういう負担を

負わせるのは、それこそ不公正ではないかと思うのです。それでなくても、野洲市の介護

保険料は今、県下で一番高いのです。 

 それで、今、新規の介護保険料の額の、これは計画段階での速報値ですが、１カ月３，

２９３円と言われているのです。野洲市は今回４，２００円。これから見ても非常に高い。

そこで、新６段階は７万１，１００円、これに対して新１段階は２万３，７００円の負担

でありますね。これは率的には１段階の人は６段階の人の約３３％の負担になります。こ

の点では１２月議会でも指摘がありましたが、第１段階、例えば月額１万５，０００円、

年額約１８万円の年金者から見ると、現在で負担が１３％、これが今回の値上げで１５％

になります。２％ふえますね。それで、第６段階、３６０万円の層の方を見ると、これま

での負担が約１．９％、これが２．２％になりまして、０．４％ふえるだけなのです。こ

れから見ましても、やはり低所得者の負担は多い。私は、みんなで支えると言うのならば、

これはやはりもっと公平にしなければならないと思うのです。 

 そこで、大きな調整はできないと言われましたが、全国的には多くの自治体が調整して

いるのです。例えば京都市では今、９段階制を提案されております。それと、現在、全国

的には１段階、２段階の負担割合を低く抑えている自治体が２２５市町村あるのです。例

えば横浜市の場合でしたら、現在、第１段階は負担割合が０．２５％、それに対して第６

段階は２なのです。このように差を付けているのです。全国多くの自治体でやっているこ

とがなぜ野洲市でできないのか、これはやはりおかしいと思うのです。 

 そこで、質問なのですけれども、今言いましたことを含めて、やはり改めて所得に見合

った段階にすべきだと思うのです。具体的には基準額以上の段階の細分化が必要なのです。

私は、その原資で第１段階例えばゼロ負担、２段階０．２５負担等、これは可能だと思う

のです。その点について改めてもう一度お聞きいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部次長。 

○市民健康福祉部次長（高田一巳君） 小菅議員の再質問にお答えいたします。 
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 先ほど本田議員のご質問の中で部長が答弁いたしましたように、標準の割合を本市はと

ったわけでございますけれども、第１段階から第６段階の構成比ということを考えまして、

そのバランスで考えましたところ、先ほども申し上げましたかもわかりませんが、課税に

なる５段階以上が本市の場合は３割、全国平均では４割、第１段階の占める被保険者の割

合が本市では０．５％に対しまして全国では２．６％と、こういった状況を踏まえまして

標準の割合をとらせていただきました。ちなみに第４段階の基準が４，２００人というこ

とで、約半分は基準の保険料をいただくというふうになっておりますし、先ほど申し上げ

ましたように、第１段階には今のところで４７人の方がおられるのですけれども、そのう

ちの３８人は生活保護費によりまして生活保険料加算をもらっていただける方ということ

にもなっておりますし、また、その中のサービス受給者につきましては介護扶助というこ

とで生活保護からも支給されていると。こういった事情をかんがみまして、今回は介護保

険法施行令で申し上げます第３８条の標準の割合で賦課をさせていただいたということで

ございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 小菅六雄君。 

○１８番（小菅六雄君） 各段階の構成比が野洲市の場合は第５段階が約３０％、約３割

と言われましたが、しかし、逆に言いますと、具体的にお聞きしますと、野洲市の第１段

階は、お聞きした人数では約４７人と言われましたが、これを２万６，４００円掛けます

と総額１２４万８００円ですか、なるのですね。この原資を構成比３０％と言われる５段

階以上の細分化によって十分可能でしょう。全国的に少ないというのは全然理屈に合わな

いと思うのです。 

 それともう一つ、生活保護加算がされていると言いましたが、逆に言うと、全国の約２

００を超える自治体は無駄なことをしているという認識なのですか。やはり必要だからや

っているのです。生活保護加算をされていても、支払いはしなければならないのですよ、

この保険料は。だから、全国２００を超える自治体は実施しているのです。もう一度お聞

きしますが、第１段階４７名で１２４万円、この原資で負担を軽減しようと思ったらでき

るのですよ。段階をふやすことは十分可能じゃないですか。もう一度お聞きいたします。 

 それと、もう一度基本的な問題をお聞きしますが、私は、いろいろ答弁されますが、野

洲市の場合は、先ほど言いました全国２００幾つの自治体と違いまして、まさに国言いな

りの方向でやっていると思うのです。全く市民の立場に立っていないと思うのです。そこ

で、この姿勢の問題をお聞きしますが、１２月の部長の答弁、今の次長の答弁もそうです
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が、国の標準より段階をふやすこと、つまり１．５倍を超える段階を設定すると、先ほど

と同じことですが、高所得者に高負担を強いると。高所得者は介護保険を使わない割合が

多いから、理解が得られないと。１２月議会でこういう答弁をされたのですね。しかし、

この答弁は余りにも不公平な発想なのです。まるで介護保険は低所得が多く使うから、負

担は低所得者層本人が負担せよと、裏腹の言葉ですね、１２月議会の答弁は。この発言こ

そ私はみんなで支える保険制度を否定していると思うのです。 

 そこで、市長にもお聞きしたいのですが、市長は常々、部長や職員の答弁は市長の見解

発言と言っておいでなのですが、同じような見解なのか、お聞きしたいと思います。市長

は、去る２月１３日の野洲市消費者生活研究会との懇談会の中で、新幹線の負担の問題で

福祉はどうなるのかという質問の中でこういう発言をされているのですね。「私は福祉、

教育に重点を置いているので、お金がないからといって予算を削ることはしません。弱者

へのしわ寄せはしません」と、こういう発言をされているのです。これまでの部長あるい

は次長の答弁では私は逆の話だと思うのですけれども、いったいどちらが本当の答弁なの

か、考えなのか、お聞きしたいと思います。 

 それを踏まえて改めて１段階あるいは２段階の人たちへの、文字どおり、今言いました

ように、実現可能な負担割合に抑える、あるいは減額・免除制度実施はできないのかどう

か、これは市長にもお聞きしておきたいと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 絶えず私は、高福祉は高負担が伴う、こう申し上げておりま

す。現在の人口構成からいきましても、非常に高齢化が高くなったということはご理解い

ただいていますね。特に合併してから高くなった。だから、高齢化が高くなった、段階を

大きくした。それなりのいわゆる認定者の数が多いのです、野洲市の場合は。だから、そ

れなりのことが必要だということで、今おっしゃるように、１段階で４７人で１２４万。

１２４万を減額したら、これは誰が負担するのですか。高いところへ行くでしょう。分け

るのですか。税金で持ってくるのですか。そういうことなのです。だから、おっしゃるよ

うに、やっぱりそれなりの認定の数が多く、それなりのサービスを提供している。よそに

ないかもわかりませんよ。提供している分の介護保険料が高く付く、こういうことですか

ら、介護保険料をむやみやたらにたくさんもらって、それを他の事業に回しているという

ことは決してございませんよ。わかっていただけますな。だから、その内容をもう少しご

理解をいただきたいと思います。 
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 あとはまた部長の方から。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部次長。 

○市民健康福祉部次長（高田一巳君） 先ほどの本田議員の答弁でも部長が申し上げまし

たように、この件につきましては第３期中における第４期の保険料策定に向けての検討課

題ということで調査をさせていただきたい、このように思います。この保険料につきまし

ては、先ほど市長も答弁いたしましたように、保険者で収納すべき総額が定められ、それ

を被保険者でどのように負担するかということで、保険者の納得が得られるような設定に

しなければならないということでございまして、今回の見直しにおきましても、所得水準

の低い層には第２段階を負担能力に合わせて分けられたことや、それから、今まで第３段

階が基準であって、第２段階は０．７５、第１段階は０．５であったのを、新２段階には

０．５にしたことや、そういった配慮もされておりますし、また、減額・免除制度につき

ましては、第２段階の方におきましては自己負担の限度額が２万４，６００円から１万５，

０００円に下がったり、居住費・食費に係る負担額が２万５，０００円から１万５，００

０円に下げられるなどの配慮がされているということでご理解を願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、議第２５号から議第３５号までの各議案に対する質疑を行

います。 

 議案質疑通告書が提出されておりますので、順次これを許します。 

 まず、第１７番、野並享子君。 

 暫時休憩します。再開を１時といたします。 

            （午前１１時５８分 休憩） 

            （午後 １時００分 再開） 

○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１７番（野並享子君） 議第２５号平成１８年度野洲市一般会計予算について質問いた

します。 

 ２００６年度予算は、小泉内閣が進めている三位一体改革の影響を大きく受けています。

三位一体改革は、交付税の削減、補助金の削減、税源移譲の３つを行うと進められました

が、削減だけはばっさり行い、税源移譲は追い付いていません。また、合併する前は、中

主町がもらっていた交付税は１０年間は出ると説明されていました。しかし、合併２年目

にして前年度より７億８，０００万円、３４．２％も大幅にダウンし、国庫支出金も１億
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７，５８５万円の減収となり、ペテンと言わなければなりません。国民に対しては定率減

税の廃止、所得税は２００７年１月から、住民税は２００７年６月から廃止されます。２

００５年予算の半減と合わせると、所得税で２兆５，０００億円、住民税で８，０００億

円、合計３兆４，０００億円の増税となります。法人税率の引き下げや所得税の最高税率

は見直しすることなく、庶民増税、さらには消費税の引き上げも視野に入れられておりま

す。さらに介護保険の改悪、医療改悪、障害者自立阻害など、生活弱者に大なたが振るわ

れている小泉内閣の構造改革は最悪と言わなければなりません。このような三位一体改革

に対して高知県の橋本大二郎知事は「三位一体の改革が改革でも何でもないということが

よくわかりました」と発言されていますが、市長はどのように評価をされているのか、見

解を求めます。 

 また、これまでの影響額もあわせてお尋ねいたします。 

 来年度予算では、財政が厳しいからと、削ってはならないものが削られています。例え

ば中主幼稚園の預かり保育の専任保母体制から、毎日保育者が替わる日替わり保育体制に

するため５５０万円の人件費が削られました。さらに、介護保険が改悪され、介護予防事

業へシフトされたため、地域で行われていたふれあいサロンから、要介護１の老人は適用

外となり、行き場を失いました。自立支援法が施行されるに伴い、障害の重い人ほど負担

がふえる状況となり、在宅介護やデイサービスを削減しなければならないという声を聞き

ます。その一方で、議員の歳費や特別職の給与の引き上げが行われます。また、乗らない、

無駄だと言われている新幹線栗東駅への負担金１，２００万円も予算化されています。ま

た、同和予算も２億円以上となっており、見直すべきものが間違っているのではないでし

ょうか。このような行政のあり方についての見解を求めます。 

 議第３１号平成１８年度野洲市墓地公園事業特別会計予算についてお尋ねいたします。 

 財政的には２，５００万円の予算であり、永代使用料も１区画４２万円、４０区画１，

６９５万円見込まれ、公園手数料も６４０万円で、支出は公園管理費が６４３万円です。

来年度は１，８００万円のモニュメントをつくることになっており、基金から２３０万円

繰り入れることになっています。平成１７年度の補正予算で基金への積み立てが６００万

円もあり、約１億円の基金です。借金もなく、４００区画の整備は完了し、完売すれば２

億６，０００万円以上の基金になります。このような特別会計ですが、市民の方からは「未

使用の墓地の返還を申し出たら、３年を過ぎており、１円も返ってこないと言われた。何

とかならないか」ということを聞きました。 
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 そこで、お尋ねいたします。未使用の墓地の返還は、３年以内と以後についてはこれま

で何件あったのでしょうか。 

 また、未使用の墓地と使用された墓地とは大きく異なると思います。整備された墓地が

完売されれば、返還された墓地は再度販売されることと思います。これまで返還された墓

地について、条例では３年以内は２分の１の使用料の還付となっていますが、この条例を

改正し、未使用の墓地に関しては使用料の還付をすべきであると考えますが、見解を求め

ます。 

 また、今回、モニュメントの１，８００万円について、詳細な説明を求めます。 

 さらに、今後、さくら墓園の整備計画はどのようなものがあるのかもお尋ねいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） １点目の一般会計予算の中での３点ほどについて、私の方か

らお答えを申し上げます。 

 まず、１点目の三位一体改革の評価についてでございますが、今おっしゃいますと、高

知県の橋本知事さんはこういうことをおっしゃっているということなのですが、私はそう

は受けとめておりません。やはり地方の自主性と自立性を高めるため、地方の責任におい

て地方自治体を運営すべきであろうという基本的な地方分権のあり方から言うならば、こ

の三位一体改革は賛成をいたしております。 

 ところが、その税源移譲の問題になりますと若干異議がございまして、４兆７，０００

億からの補助金を削りながら、税源移譲がはっきりされていないという実態がございまし

て、このことについては私は社会福祉施設など、住民生活に直結する基礎的なサービスを

提供する施設ですね、我々が運営をしております福祉施設その他に係る国庫補助金は優先

して廃止してもよろしいよと。そのかわり税源をそれだけ下さいと。こう申し上げるのは、

いわゆるひも付きという言葉は適当でないのですが、ひも付きの補助金は要りませんよと。

自由に使える税源を下さいと。こういうことを申し上げておるのと、もう一つは、税源移

譲の際にやっぱり実質的な地方の増税とならないように税源を移譲してくれと。こういう

ことを絶えず申し上げております。今後、最終的には国と地方の協議の場においてやっぱ

り税源移譲をはっきりしておけと、こういうことも付け加えて要望しております。そうい

うことからいきますと、今現在、国から３兆円の税源移譲があったということでございま

すが、地方分権を進める上では１つのやっぱり前進であっただろうと、こう評価をしてお

りまして、申し上げましたように、今後の２期改革については権限と財源の確保を充実し
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た上で移譲をして下さいと、こういうことを申し上げております。 

 また、三位一体改革の影響につきましてでございますが、平成１８年度本市の予算に与

えた影響額は、国庫補助負担金等で新たに公営住宅家賃対策等補助金の廃止と児童手当負

担金の引き下げなどで約３億２，７００万円の減収はございました。一方、財源移譲によ

りまして約３億４，０００万円の増収となったと、こういうことでございます。また、児

童手当の支給対象が拡大されたということによりまして約２，１００万円が増額になって

いる。こういうことでございます。地方交付税では１７年度からの決算見込みで減ったと。

確かにおっしゃるように、１８億からの交付税をもらっておられたのですが、これが実に、

おっしゃるとおり７億８，０００万ほど減ったと、こういう実態がございます。今後こう

した財政運営を国と、あるいは地方の立場になって国が考えてくれることを強く要望して

いきたい、このように思います。 

 次に、２点目の新年度予算についての行政のあり方でございますが、１８年度予算編成

につきましては、財政状況の厳しい中でございましたので、すべての事業をゼロから見直

した、こういうことでございまして、徹底した効率化に努めていこうというように指示を

いたしたところでございますし、先ほども出ていますように、財政の改革をやっぱりこの

１８年度中には手を付けていきたい、こういう思いをしております。また、新年度予算は、

障害者の自立支援関連事業などの法的に要求されるもの、洪水や地震や土砂災害などの災

害や有事に備えるための事業、あるいは子育て支援事業、それと特に子どもさんの安全確

保のための事業等にもかなりの費用を投資いたしておりますし、まずは合併協議によって

練り上げてこられました事業を５つほど、これは優先的にハード面で取り組みをしたとい

うことでございまして、いわゆる合併協議に基づく事業に重点的に配分した、合理性を得

た予算であろう、こういうふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 あと、墓地公園については担当の部長からお答えいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（米澤 博君） 野並議員の議第３１号平成１８年度野洲市墓地公園事業

特別会計予算に関する質問についてお答えさせていただきます。 

 墓地の返還件数につきましては、平成１８年２月までの返還件数は１６件でございまし

た。そのうち３年以内の返還が４件、また３年以上が１２件でございます。 

 次に、使用料の返還につきましては、条例及び施行規則によりまして、既納の使用料は

還付しないこととなっておりますが、ただし書きにより、占有期間が短期間であり、未使
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用であった場合は使用料の半額を還付することとし、その期間を３年としているものでご

ざいます。永代の期間はそれぞれ異なり、短期間でも使用はできますため、使用、未使用

にかかわらず、３年を経過した場合には使用料を還付することは適切でないことから、条

例改正は考えておりません。 

 さくら墓園モニュメントにつきましては、墓地公園計画当初から公園中央部は既存墓地

に当たるため、「慰霊の丘」を設け、また、公園のシンボル広場に「日の出の塔」、その

西方向に「日の入りの丘」を設置し、公園の修景物とすることを計画されておりました。

このことから、公園中央部奥側の築山に「日の出の塔」として石づくりによる高さ５から

６メートルのモニュメント、また「日の入りの丘」に「日の出の塔」と対になるようなも

の、また、「慰霊の丘」に旧埋葬地を表示するものがないため「慰霊の丘」の碑を設置す

るよう計画しております。 

 次に、さくら墓園の整備計画につきましては、現在は今回のモニュメント以外に新たな

整備計画はございませんが、今後は管理棟の改修、あるいはまた墓地内の整備等の経費が

必要であると考えております。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 野並享子君。 

○１７番（野並享子君） 市長の答弁は、質問通告を出しておりますが、３割か４割ぐら

いの答弁と違いますか。削減をしてはならないものが削られていっているということに関

しての問題、そういう部分を出しておりますが、これも当然だとお思いなのでしょうか。

私は一般質問で中主の預かり保育は質問することにしておりますので、そこでさらに詳し

くやりたいと思いますが、こういうような福祉や教育をばっさりと削っていくという、こ

ういうことはあってはならない。しかも、わずか５５０万円の人件費なのですよね。 

 それとか、この介護保険の部分も、ふれあいサロン、要介護１の方、これは１月に民生

委員さんなどに高齢福祉課からお知らせが出ているのです。要支援の方であることを確認

させていただき、自立に向けてやっていくということで、「要介護１の認定を受けておら

れる方については、大変申しわけございませんが、参加していただくことができませんの

で、何とぞご了承いただきますようお願い申し上げます」ということで、今、地域でふれ

あいサロンをされているところの要介護１になった方は行き場を失うのです。民生委員さ

んやらが中心になって一生懸命、社協委託になっていますので、基本は社協の方が来てや

っておられるのですけれども、この事業ももう１０年になり、当初から行っておられた方
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は当然私はどんどん進むと思うのです。幾らいろんな事業をされて老化を防止するといっ

ても、１０年も経てば７０の人は８０になるのですから、それは失禁もされるでしょう。

痴呆も若干入ってくるでしょう。私でも最近ちょっと忘れ物が多くなったなと思うぐらい

ですから。だから、それは当然なのです。それが、要介護１はいけないという形にこれは

なっているのです。今までなれ親しんで地域に集まってこられたのに、「あんたはもう今

日から要介護１やから、来んといて」というふうな、これが今ふれあいサロンの現場で起

こっているのですが。急激にならないように、現場と末端とご相談させていただいてと言

っておられるのですけれども、そんな形で今、末端、この要支援の部分は、元気な人にど

んどん来てもらう、そういうふれあいサロンにしていくからということなのですけれども、

年数が経てばみんな年がいって老化が進み、要介護になっていくのは当たり前だと思いま

せんか。こういう、地域から、住民から出てきた施策ではなく、国が決めた介護保険の中

で机上の論議です、そういうふうな分け方をしていくというのは。こういうようなことが

今現在起こっているのです。現場の人たちの声を聞いてもっとやっていかなくてはならな

いというのが現状だというふうに思うのですが、一例を挙げればそうですし、自立支援の

部分も、これは大変だということで市単独で補助をされているところもありますし、だか

ら、野洲のこの来年度予算ではこういうようなことが全然見えないのです。 

 一方では歳費の引き上げ、特別職の引き上げ。今さっきのお話でも一千何百万、議員の

報酬引き上げで３，０００万からでしょう。こういうことをやって、新幹線も１，２００

万円の負担というような状況でしょう。こういう形で私は指摘させてもらったのに、今、

すべての事業をゼロから出発だと市長はおっしゃいましたけれども、ゼロでないでしょう。

同和の関連にしては予算を措置するときにこれは聖域にしろということを出しておられる

でしょう、現場のところに。これは聖域にして、削るなとおっしゃっているのですよ。何

がすべての事業がゼロからの出発ですか。一方で聖域を残しておいて、切ってはならない

ところを切っていくというような１８年度のこの予算というのは本当にひどいと思います。

野洲の人権センター、また中主の教育センター、いったいどれだけの仕事をされているの

でしょうかね。要らないのと違うかという声がたくさん聞こえてきます。この同和の予算

にしても本当に全部踏襲して、しかも今まで野洲でやめよう、やめようと言っていた部分

も中主の方にまで拡大をし、高校生、大学生が学校に通っておられるその通学定期の３分

の２の補助をされているのですよ。こんなことをやっているところは滋賀県下の中で野洲

だけですよ。何がゼロからの出発ですか。きちっとしたご答弁をお願いいたします。 
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 墓地公園に関しまして、今１６件の返還がされたということですね。還付は考えていな

いということをおっしゃいましたが、２億６，０００万円からの基金になるのですね。今

後もやるのは管理棟の改修と墓地の整備。そんなのに２億６，０００万円も要るはずない

でしょう。どうしてもっとみんなが気持ちよく野洲市に住んでいられるようなことになら

ないのでしょうかね。全く使っていない墓地を返された。この墓地公園の施行規則の中の

第６条に使用料の還付ということで、使用者が使用許可の日から起算して３年以内におい

て墓所を使用することなく返還した場合は２分の１ということになっているのですね。そ

の次のところに市長の返還の部分が書いてあるのですけれども、公園条例の方の１１条で、

使用料及び管理料は還付しないということになっているのです。ただし、「市長は、特に

必要があると認めるときはその使用料及び管理料の全部または一部を還付することができ

る」という形で使用料の還付に関しての条例があって、そして施行規則という形になって

いるのですけれども、この全部または一部を還付することができるといってわざわざ公園

条例に書いているのですから、そういう意味においては、先ほど私が言いましたように、

この３年以内においてというふうな問題ではなくて、墓所を使用することなく返還した場

合には還付をするということにすれば、今、市民から出されている、全く使っていないの

を返還したときに、３年過ぎているし、１円も返ってこないというのは、これはどうなの

でしょうねということに対して、もっと救えるのではないのですか。このお金をキープし

なければ返済ができないとか、この会計がやっていけないという状況ではないでしょう。

４２万円、１６件だったら６００万円ぐらいですか。２億６，０００万からになるのです

よ。大体１年に４０カ所ぐらい売れているのです。あと４００ですから、１０年先には完

売するという状況なのですけれどもね。今現在でも１億円以上の基金がある中で、６００

万円ぐらいの返還をそんなむげに「できない」と言い切らなくても、何とか救える道があ

るのと違いますか。もう一度、この基金と皆さんがおっしゃっているような内容、条例を

変えることぐらいは簡単にできますでしょう。この２億６，０００万円をこんなのに使わ

ないとならないというのではありませんでしょう。そんな、管理棟の改修に２億も使って

もらったら困ります。お答えをお願いいたします。 

 それと、モニュメントの部分は、これは当初からこういうふうな形でつくるということ

になっていたわけですが、「日の出の塔」と「日の入りの丘」「慰霊の丘」、本当に必要

なものというのか、どうしてもつくっていかなくてはならない、そういう部分なのでしょ

うかね。何となくもうちょっとならないのかなというふうな思いがするのですが。石づく
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りの塔を建てるのですか。それだったら、日陰で腰かけて座れる部分のそういう休憩所ぐ

らいを奥につくってあげた方が、かなり広いのですけれどもね、あそこの墓地も。どうな

のでしょうかね。そういう皆さんの声を聞いてこういうことが行われているのかどうか。

永代使用料やら管理料を６，０００円毎年納めておられますし、そういった方々の声を聞

いてのこういう結果になったのでしょうか。 

 以上、お尋ねいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部次長。 

○総務部次長（田中正二君） 野並議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 同和予算の考え方でございます。これにつきましては、本市の同和問題の解決への基本

姿勢につきましてはこれまでどおり、法のあるなしにかかわらず、部落差別がある限り同

和問題の早期解決を市政の重要な施策として位置付け、諸施策の総合的、計画的な推進に

努めなければならないと考えております。ご承知のとおり、本市における同和地区の差別

の実態は依然として厳しく、現存する不安定就労、及びそれに伴う所得格差や土地差別、

加えて厳しい就職差別、結婚差別の現状がございます。こうした中の予算につきまして、

必要な予算を編成したものでございます。 

 なお、人権同和教育予算の人件費を除きます予算につきましては、平成１８年度予算で

は５，７２４万７，０００円で、これは人権教育と同和関係も含まれます。平成１７年度

予算では６，５９２万９，０００円で、増減額としましては８６８万２，０００円の減額

と、厳しい財政状況下の中で精選をした予算編成に努めたものでございますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（米澤 博君） 野並議員の再質問でございますけれども、一応３年以上

を経過する場合は不還付というようなことで条例で定めておるわけでございます。 

 基金の件でございますけれども、基金につきましては、おっしゃいますように１億円ほ

どの基金がございます。これにつきましては基金条例の中で、墓地公園の整備に必要な経

費の財源に充てる場合にその全部または一部を処分することができるというようなことに

なってございますので、今後、先ほどご答弁させていただきましたように、さくら墓園内

の管理棟、あるいはまたそうした墓園内の整備等に今後充てていきたいというふうに考え

ております。この条例改正につきましては、１８年２月末現在で墓地の使用権を返還され

た方は１６件ということでございましたけれども、３年以内ということで規則の中で２分



 －80－

の１の還付ということを定めております。これも３年以内ということでございますので、

使用料を負担された方を少しでも軽減させていただくということで、３年以内ということ

で規則で定めておるわけでございます。そうしたことから、使用、未使用にかかわらず、

３年を経過した場合には還付をすることが適切でないということで今日まで来ておるわけ

でございますので、今回また新たに条例を改正するということは考えておりませんので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それと、モニュメントの件でございますけれども、このモニュメントにつきましては、

このさくら墓園が計画された当初から、先ほどご答弁させていただきましたように、公園

の中央部につきましては北櫻、あるいはまた南櫻の松田墓地が、旧埋葬地があったという

ことで、そこに「慰霊の丘」を設ける。また、公園のシンボル広場というようなことで「日

の出の塔」と申しておりますけれども、そこにモニュメントを設置すると。また、そして

その西側には「日の入りの丘」を設置するということで、公園の修景物とするということ

は当初から計画をされておられましたので、その計画を今回実施させていただくというこ

とでございますので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 野並享子君。 

○１７番（野並享子君） 全然やっぱり答弁になっていませんよね。この預かり保育の５

５０万円を削らなければ財政が成り立たないような状況ではないですね。基本的な姿勢で

すね、結局は。そういう部分において、片や特別職の給料を引き上げるという部分のギャ

ップを感じられませんか。 

 私は、この中主の預かり保育が専任保母から日替わりで保育体制になると聞いたときも

胸が締め付けられるぐらい、子どもがどうなるのだろうという思いがしたのです。現地へ

行って見ました。３歳児、ちょうどお昼寝から終わったところだったのですが、１人の子

は泣いていました。１人の子はまだ寝ていました。１人は保母さんが抱っこして洋服を着

替えさせるような状況です。あと、服を着替えている子やら、着替えて終わった子やら。

泣いている子を見て、しばらく置いておいたらあきらめて泣きやむからという、そういう

状況でした。「こんなに泣いてても、隣ではまだ寝てるんやな」と言うと、「そうやねん、

あの子はよう寝るんやわ」と言っておられたのですけれども、私のところの娘が保母をし

ていましたので、その状況を言ったら「考えられない。泣いている子どもがあったら必ず

抱きに行って抱っこして、ちゃんと抱き締めて不安を解消してやるというのが保育園では
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当たり前や」と言うのです。幼稚園ではそれはもうほうっておいたら泣きやむからという。

保育になっていないのと違いますか。それが、先生が毎日替わるという状況になれば、な

おのこと不安になるのと違いますか。人が足りていない。保育園並みの保育ができていな

い。わずか５５０万円を削って、これで、いい子どもが大きくなって育っていくのでしょ

うかね。そういう人づくりを野洲がしようとしているのです。人権、人権と今おっしゃっ

たでしょう。差別がある限りじゃなくて、現実に今こういう状況を放置しておいて、どう

して野洲の姿勢が一致するのですか。考えられないのですよ、本当に。言っていることと

やっていることが一致していないから。教育委員会の教育センターではいったい何をされ

ているのですか。他の地域で教育センターはどういう役割を果たしているのだろうという

ことで、草津や守山に聞きました。そうしたら、障害児教育やそういった、野洲のふれあ

い教育センターでやっているようなことをやっておられるのです。そうしたら、野洲には

ふれあい教育センターがあるのだなと。だから、今現在の教育センターというのは何をさ

れているのでしょうねという形になるのです。何か形だけ整えて、全然末端のいろんなと

ころとかみ合っていないのではないでしょうかねという状況です。これはまた総務常任委

員会の中でも、また文厚の中やら常任委員会の中で十分に議論をしていきたいと思います

ので、問題点の指摘だけをしておきます。 

 墓地公園の部分にいたしまして、２億６，０００万円の基金をどうされるのですかと私

は聞いたのに、基金条例でということで、また同じように管理棟の改修と墓園の整備しか

言われませんでしたね。そんなの、２億６，０００万円もかからないでしょう。どうされ

るのですか、この基金。これだけの基金があるのだったら、返してあげたらいいのと違い

ますか。何ら問題ないのと違いますか。全く未使用で返されたのですから。そんな声はい

っぱい出ているでしょう。４２万円でまた売りに出せるのですから、言ってみたら、二重

売りでしょう。検討をやっぱりしていただきたいと思うのですが、こういうような検討は

できないのですか、財政の関係。条例改正で返還するというふうなことはできないのです

か。条例上どうなのでしょう。その点をお尋ねいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（米澤 博君） 野並議員の再々質問でございますけれども、今の永代使

用料、３年以上不還付ということでございますけれども、これにつきましては条例規則の

中で定まってございます。今おっしゃっていただきます３年以上不還付というようなこと

も条例で定めようとするならば、制定はすることはできます。しかしながら、一応先ほど
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申し上げましたように、３年以内の未使用で還付された方につきましては２分の１の返還、

こうしたところで少しでも、使用料を納付していただいた方の負担の軽減ということも考

えております。そうしたこともございますし、既に過去に１６件の返還がございました。

今回改正をしようとするならば、そうした方との兼ね合い等もございます。そうしたこと

もございますので、現時点では条例を改正して還付しようということは考えておりません

ので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○１７番（野並享子君） 条例はできないのですかと言った。できるのね。それをしっか

り言って。条例改正したら返せるのでしょう。 

○環境経済部長（米澤 博君） 改正したら返せます。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、第７番、本田章紘君。 

○７番（本田章紘君） ７番、本田章紘でございます。 

 議第２５号平成１８年度野洲市一般会計予算の管理総務費予算中、目１３のコミュニテ

ィセンター費についてお尋ねいたします。 

 合併協議会で建設が決定されていることとして、コミュニティセンターひょうずの建設

予算４億２，４００万円が計上されております。本当に建設が必要な施設でしょうか。な

ぜならば、旧中主地域にはさざなみホールや中主公民館が存在しております。財政事情が

厳しくなった現在、箱物を建設することは、建設に要する特例債の償還金とあわせて、そ

の後の維持管理費が必ず発生することから、ますます歳出が増加することとなります。い

ま一度、本当に必要な施設であるのか、さざなみホールや中主公民館の活用を検討してか

らでも遅くないと考えますが、見解をお尋ねいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中重樹君） それでは、本田議員の議第２５号平成１８年度一般会計

予算中の８９ページのコミュニティセンターの建設についてのご質問にお答えいたしたい

と思います。 

 コミュニティセンターは、各自治会、学区の自治連合会を中心に運営されておりまして、

地域住民の生涯学習や、あるいは地域コミュニティー活動の拠点として利用されておりま

す。また、災害時の活動拠点となるものであるという考えのもとに、今、ご質問にもあり

ましたように、合併協議結果を踏まえまして、旧中主町地先にも整備を図っているもので

ございます。したがいまして、ご質問いただいておりますように、コミュニティセンター

ひょうずにおきましては、平成１７年度に用地買収費の予算を、また、昨年の９月議会で
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土地の取得議決をいただき、現在、鋭意進めているところでございます。また、施設の計

画にあたりましては、兵主学区内の自治会長を中心に多くの地域の活動団体の代表の方に

も参画をいただきながら議論をいただき、計画的に進めてきたものでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 本田章紘君。 

○７番（本田章紘君） 確かに合併協議会でそれなりの意思決定がなされて今進められて

いることは承知しているわけですが、今本当にこれだけの規模のものが必要なのか。また、

今の答弁の中ではさざなみホールや中主公民館の位置付けはどうなるのかといったことが

まだ答弁されておりません。そのことについては重ねてご答弁をお願いします。 

 また、行政評価システムという、今、市の方で事業の評価を行っているシステムがある

わけですが、今このような施設について事前に評価を行うならば、そして、本当に事前に

評価したことが事後にそれだけの評価を得るものであるのかという検証をすること、こう

いったことこそ本当に生きた行政評価システムになるのではないでしょうか。そこには当

然民意を反映する、こういったことの内容が盛り込まれるべきでありますが、まず、今あ

る施設をどうするのか。さざなみホールの近くを通りましても、本当に使われている要素

というのは見えないのです。あいた状態のときが非常に多い。一部の部分のみが使われて

おる。こんな状況ではないでしょうか。中主公民館においてもしかりであろう。 

 今ある施設をどうするかを検討せずに新しくどんどんつくっていくことの無理は必ず財

政に影響を与えていく。そういったところの検討がどうなっているのか、改めてお伺いい

たします。 

○議長（荒川泰宏君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中重樹君） 本田議員の再質問にお答えいたします。今ある施設をど

うするのか、あるいは、先ほどの再質問の中でさざなみホールやら中主の公民館、この辺

をどうするのだというようなことをご質問だったと思います。もちろん行政評価システム

等の検証も含めということでございます。 

 現在、ご指摘いただいていますように、合併した時点では、２つの町が合併しておりま

すので、それぞれの町にそれぞれのよく似た施設があるということは十分承知をいたして

おります。これは、合併した時点では、やはりそれをつくってこられた過去の経緯や、あ

るいは建てられた経過、利用者の思い等もございますので、合併後は現在まで現状で利用

していくということで進められてきたものでございます。しかし、今ご指摘もありますよ
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うに、いろんな財政問題等もございます。今、行財政改革の計画策定等も、もちろん行政

評価システムの導入も含めましてですけれども、そういったものの策定をしていかなけれ

ばならないというのが、もう近い将来といいますか、近いうちにございますが、そういっ

た中でそれぞれの利用状況や、あるいは利用者の意向も十分聞き取りながら施設のあり方

を今後検討していく必要があるのだと、このように考えておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 本田章紘君。 

○７番（本田章紘君） 中主公民館については建築されてから相当年数も経っております。

しかし、さざなみホールは本当に立派な施設が残されている。これを活用しない手はない

わけですね。そういったことの中でさざなみホール等を福祉的な施設としての活用もあわ

せて検討していくとか、早急に本当に利用していかないと、建物というのは使わないほど

に陳腐化していくという状況もありますので、検討委員会なりが進められるならば、いつ

までに大体そういった方向性を出していただけるのか、期間をあわせてお伺いしたいと思

います。大体、早くしないと維持費ばかりがかかるということになるわけですし、設備は

傷んでまいります。そういったことをあわせて、短期間での検討が必要であろうと思うの

ですが、ご答弁をお願いします。 

○議長（荒川泰宏君） 政策推進部長。 

○政策推進部長（山中重樹君） ただいまの再々質問でございますが、期間を切れと、こ

のようにおっしゃっているのですが、私の方からいつまでにということは今現時点では申

し上げられませんので、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、第９番、鈴木市朗君。 

○９番（鈴木市朗君） 議第２５号平成１８年度野洲市一般会計について質疑を行いたい

と思います。大まかに、財政管理費の中で基金積立金、あるいは人権啓発推進事業費、学

童保育所運営費、また小学校管理費の中で施設改修整備費と幼稚園管理費の施設改修整備

費についてお伺いしたいと思います。 

 まず、平成１８年度予算は基金を１３億１，８００万円取り崩し、新たに市債を３５億

６，９１０万円発行することにより１９０億６，７００万円の予算編成で１８年度がいよ

いよスタートするわけでございます。 

 そこで、まず、１点目の財政管理費の中で基金積立金についてお伺いしたいと思います。

１８年度末の基金の現在高を申し上げますと、財政調整基金で６億５，８７５万１，００
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０円、また減債基金にいたしましても７５万４，０００円、減債基金におきましてもかな

りの基金が使われているということでございます。そしてまた、特目基金におきましても

３億３，８５０万円というような形で表れております。ちなみに、私がまず心配いたしま

すのは、年々公債費の償還額もふえてくる昨今におきまして、今回の場合は合併特例債等

の充当によりましてそれだけの予算編成ができたものでございますが、１８年度におきま

してはそれはそれなりのなにがございますが、それ以降の１９年度からの予算編成、先の

ことを心配して誠に申しわけございませんが、これだけの基金が減少している中で中長期

的な予算編成の考え方というのはどのようにお考えなのか、お尋ねしたいと思います。 

 次に、人権啓発推進事業費の中で滋賀県ＪＲ線人権啓発推進連絡協議会費として１万円

の予算が計上されております。私はその予算の額をどうのこうのという議論はいたしませ

んが、この滋賀県ＪＲ線人権啓発推進連絡協議会たるものがどういう性質のもので、どう

いうような使途に回されているのか、不思議でなりませんので、お尋ねしたいと思います。 

 次に、学童保育所運営費でございますが、いよいよ平成１８年度より管理者制度が発足

いたしまして、この学童保育所も指定管理者制度として移行し、運営されるわけでござい

ます。保育所の運営総額として１億２，１４９万円という予算を組み立てております。ち

なみに、指定管理料が１億１，９４９万円でございます。中主、野洲、北野、篠原、三上

及び祇王、またあるいは障害児受け入れ環境改善事業２００万円として上がっております

が、指定管理者制度が初めての運営でございますので、各学童保育の児童数、あるいはそ

の学童保育所に対する予算措置はどのように行われていくのかをお尋ねいたします。 

 次に、小学校管理費でございますが、野洲小学校、また野洲幼稚園におきましても、Ｐ

ＦＩ事業により、すばらしい園舎、あるいはすばらしい校舎が新築され、子どもたちも伸

び伸びと学び舎の場として学んでいるということは、私も見ていて非常にうれしく思って

いるところでございます。その中で、小学校施設改修整備費として１億２，６２８万３，

０００円、あるいはその詳細を見てみますと、ＰＦＩ施設維持管理委託料３，６０６万２，

０００円、そして施設整備委託料として８，３０５万８，０００円ということが小学校施

設改修整備費の中で出ております。私も、このＰＦＩにつきましては皆さんと共にさまざ

まな議論を重ねてまいりました。ちなみに、施設の維持管理というのはどの部分を指して

おられるのか。そして、施設整備委託料、整備というのはどの部分を整備されたのか。そ

してもう一つは、完成してまだ時間的にも浅いわけですね。人間がやることですから、必

ずその中で瑕疵が発生しますね。そうした瑕疵というものが発生しているのか、していな
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いのか。その辺をお尋ねしたいと思います。 

 次に、幼稚園管理費の件ですが、これも同じく改修整備費として４，１３７万６，００

０円。内訳を見ますと、先ほど小学校で触れたように、維持管理１，１７５万４，０００

円、そしてまた整備委託が１，５６２万５，０００円という改修整備費がかかっておりま

す。ちなみに、建物を維持するためには年間にどうしてもこれだけの経費がかかってくる

という前提のもとで組み立てられているのか、それとも前年度の実績を見て組み立てられ

たのか。本田議員がただいま質問をされましたように、建物に関しては、箱物に関しては

常にこれだけの維持費がかかるということを念頭に入れて考えていかなければ、後々大変

なことになってきます。莫大な出費がかさんでまいります。私が経験しましたところによ

りますと、あの立派な野洲の文化ホール、築後４年で屋根の防水かわらをふき替えたでし

ょう。そういうような問題が発生してくるということも考えられますので、ただいま申し

上げましたことを参考に一つ明快な答弁をお願いしたいと思います。 

 以上。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（山中清嗣君） それでは、鈴木議員の平成１８年度一般会計予算についての

ご質問の総務部に関係いたします部分を私の方からお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の基金積立でございますが、議員がご指摘されるように、平成１８年度で

は財政調整基金を４億１，０００万円、公共施設等整備基金を５億４，５００万円など、

合計で１３億１，８００万円を基金から繰り入れて予算を編成しております。この結果、

平成１８年度決算見込みでは基金が、先ほど鈴木議員が言われたように、残りがわずかと

なるため、平成１９年度以降は基金に頼ることのない予算編成が求められております。こ

ういう中で、先ほども市長が答弁しましたように、今年度中に財政健全化計画を策定し、

市民の理解と協力を得ながら、継続的な歳入の確保と歳出の見直しによる大幅な削減を実

施していきたいと考えております。 

 続きまして、２点目の人権啓発推進事業費につきましては、市の人権施策審議会の開催

に伴う経費の他、広く市民啓発に必要な経費と人権啓発関係団体等への負担金を計上して

おります。お尋ねの滋賀県ＪＲ線人権啓発推進連絡会負担金につきましては、この連絡会

の構成でございますが、滋賀県をはじめ県内のＪＲの各駅が設置されている市町、そして

ＪＲ京都支社等で構成する団体であります。その設置目的は、構成団体が協力・連携し、

同和問題をはじめとするあらゆる差別の撤廃に向けて、県内ＪＲ線での人権啓発の推進を
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図ることであります。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部次長。 

○市民健康福祉部次長（高田一巳君） 鈴木議員の学童保育所の運営費の件につきまして

の答弁をさせていただきます。 

 学童保育所の運営につきましては、先ほどおっしゃいましたように、平成１８年度から

指定管理者制度で野洲市社会福祉協議会に指定委託いたします。予算につきましては１億

２，１４９万円で、前年比で申し上げますと約３，４００万円の増額になっております。

これは、児童数が約９０名近く増加したこと、また、障害児加配に伴う指導員の増員が必

要になったことによる人件費の増額が主なものでございます。 

 それから、各学童ごとの児童数並びに予算についてというご質問でございましたので、

答弁をさせていただきます。 

 まず、野洲でございます。 

○９番（鈴木市朗君） 中主から順番に言って。 

○市民健康福祉部次長（高田一巳君） 中主から。はい。中主学童でございます。人件費

８名分で……。 

○９番（鈴木市朗君） それはいいわ。児童数と中の内訳の金額だけ。 

○市民健康福祉部次長（高田一巳君） はい。児童数は９０名でございます。歳出の計は

１，８３３万７，６００円でございます。次に、祇王でございます。児童数は１１３名で

ございます。それにかかる予算は２，２４５万８，１００円でございます。次、篠原が、

児童数が５１名でございます。予算が１，５３８万５，８００円でございます。続きまし

て三上、児童数が４４名でございます。予算は１，４９１万８，２００円でございます。

続きまして北野、児童数が１１７名でございます。予算は１，９９２万３００円でござい

ます。最後に野洲、児童数は１１９名で、予算は２，７８６万７，３００円でございます。

その他、ボランティアの派遣代や緊急通報システムの管理料とかの共通経費が６０万２，

４００円。締めまして１億１，９４８万９，７００円でございます。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部長。 

○教育部長（島村平治君） 鈴木議員の４点目、５点目の小学校の改修整備あるいは幼稚

園の施設改修費の委託料について答弁をさせていただきます。 
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 質問にもありましたように、これにつきましてはＰＦＩ関係で平成１６年度に完了した

事業でございまして、お尋ねの施設整備委託料につきましては建設費用を２０年分の契約

で割った経費でございまして、並びに維持管理費、これにつきましてはいろいろな業種に

分かれております。１つはやはり建物の保守管理業務、あるいは施設の保守管理業務、あ

るいは長期的な営繕修理ということで、例えば屋根の防水の修理、そうしたものも含めて

の経費でございまして、これにつきましても２０年間の総額を割ったものでございまして、

今年度分の経費を計上したものでございます。 

 そして、瑕疵があったかということでございます。建物の本体には瑕疵はございません

でしたが、平成１６年１０月だったですか、協議会でも報告させていただきましたように、

体育館に入るスロープのところでしゃぶコンの関係で容量が少ないという関係でございま

したが、それについては責任を持って業者に直させましたので、報告といたします。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 鈴木市朗君。 

○９番（鈴木市朗君） まず、財政の方からお伺いしたいと思います。 

 私も申し上げましたように、基金の残高がここまで使い果たされたということは、これ

はもう現実でございます。ただいまの総務部長の回答によりますと、１９年度からは基金

に頼らないというような回答でしたね。当然財政改革という名のもとに先の中長期的な予

算編成をされると思いますが、そこで、１つお伺いしたいのは、１８年度でもこの合併特

例債を使って事業進捗を図っていくということでございますが、この１９年度以後のこの

合併特例債の使途というのは、見込みですね、これはどのように考えておられますか。い

ずれはこの部分についても償還が伴ってくることですので、慎重にやっていかなければな

らない問題だと思います。これも、インフラ整備等による特例債の利用というのは、これ

は大変大事なことでございますので、１９年度以降の特例債の項目を挙げていただきたい

と思います。 

 次に、人権啓発推進事業で、何かわけのわからないような回答をいただきましたが、滋

賀県内に設置されているＪＲ線に対する同和問題の啓発事業費に充てられているというよ

うなことでございますが、金額は１万円だからどうのこうのという、金額の問題じゃない

ということは先に私も申し上げましたが、ちなみに野洲としてはこの各線の協議会の会費

を１万円出していて、ＪＲから、どういうような事業をし、どのような啓発を行ったとい

う当然報告書が来ますわね。お金を出しているのだから、事業をしたら報告をもらうのは
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当たり前ですね。できたら、その報告書を見せていただきたいと思います。 

 そして次に、学童保育所運営費でございますが、これは指定管理者制度に移行し、社会

福祉協議会の事業として取り組んでいただいておりますが、今、詳細にわたって新設丁寧

にお教えいただいたので、それなりの納得がいきましたが、この中で保護者負担というの

が当然入ってくると思うわけですが、この保護者負担というのはちなみにどれだけの額に

なってくるのか、その辺をお教え願えたらありがたいと思います。 

 そして、今までよく学童保育所に預けておられる保護者の方からさまざまなお話を聞く

わけでございますが、例えば１つ例にとってみますと、野洲の学童なんかは教育委員会と

うまくタイアップして、空き教室等の利用をさせていただいて、夏休みや冬休みの一気に

子どもがふえる対応をしていただいたということは若干聞いてはおるのですが、そうした

中で、学童に子どもを預けるというのは、やはり親が社会進出なり女性の社会参加による

１つの大きな少子高齢化対策の一環だと私は思うのです。ですから、この野洲の学童につ

いて定員が云々、また、社会福祉協議会の対応が非常に難しいとか、そういう話を聞くわ

けでございますが、１００％オールマイティーとはいかないわけですが、その辺は安心し

て考えていたらいいわけなのですか。再度回答をお願いいたします。 

 次に、小学校、幼稚園の管理費でございますが、これは２０年間にわたって管理会社と

委託契約をしているということですね。これはよくわかります。ただ、その委託契約をし

ているから必ずしもそれにやっていかなければいけないということは、それはある程度の

認識は僕もしております。当然その当時ＰＦＩでさまざまな議論をしてきた１人ですから、

それはわかる。でも、本当にこれだけの内容、現在の内容から見て、この金額が本当にい

いのか、悪いのか。いいのか、悪いのかというより、値打ちがあるのか、値打ちがないの

か、その辺の議論を今回は僕はしていきたいなという思いなのです。例えば維持管理、整

備ですね。簡単な雨漏りだったら直していただくということがございましたよね。その簡

単な雨漏りですと、これは当然瑕疵になっていくと思うのです。やっぱり保証期間という

のがあるわけですから、これは当然瑕疵になるわけですね。その辺のはざまというのが非

常に難しいと思います。ですから、例えば維持管理にしては端的にどういうことをしてい

ただいた、施設整備に関してはこういうことをしたという実績報告書が当然教育委員会の

方に来るわけですね。ただ単に契約したからといってお金を出すわけじゃございませんか

ら。その中でやはり精査してこの分を予算化されているわけですからね。ですから、そう

いうような内容を再度お答え願いたいと思います。 
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○議長（荒川泰宏君） 総務部長。 

○総務部長（山中清嗣君） 鈴木議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 先ほどもお答えいたしましたように、１９年度以降の市財政は厳しい状況にあります。

こういう中で１９年以降の合併特例債の使途はどのように考えているのかというご質問で

ございますが、先ほども申しましたように、今年度１８年度中に財政健全化計画を策定い

たします。そしてから、これも同じく今年度からかかっているわけでございますけれども、

総合計画、そしてまた国土利用計画、都市マスタープランを１８年度中に策定いたします。

このような計画、またはそれ以外の基本計画的なものを新市において今現在策定しており

ますので、この辺を総合的に見、今現在のところ、合併特例債については新市まちづくり

計画の中で事業をいろいろ見ております。そういう中で、大きな事業といたしましては駅

前排水の対策事業、またサブゾーンの排水の対策、河川改修事業、さまざまあるわけでご

ざいます。そういう中で、先ほども言いましたそれぞれの計画等をやはりもう一度検討し

直し、こういう中でまた本市の中長期の立場に立った財政状況を勘案しながらこの特例債

の使途を考えていかなければならないと考えております。しかし、何分他の起債に比べま

して充当率が９５％、そして交付税算入率が７０％、この部分につきましては旧中主の対

象事業ということになるわけでございますけれども、他の起債に比べて有利な条件がござ

いますので、その辺も勘案しながら、そしてそれ以外の補助金、起債等々も検討しながら

進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部次長。 

○市民健康福祉部次長（高田一巳君） 鈴木議員の再質問にお答えさせていただきます。

保護者の負担はというご質問でございました。 

 保育料の収入ということでございまして、予算１億２，１４９万のうち４，７２２万３，

０００円が保育料の収入となっております。 

 それから、今後の方策というのですか、支援の方向なのですけれども、もちろんこの指

定管理制度に移行した意義を十分勘案しながらも、女性の社会進出のためにも、そしてま

た子育て支援のためにも、この民間の活力を生かしまして柔軟に効率的に運営をしてまい

りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 教育部長。 

○教育部長（島村平治君） 維持管理業務の関係でございますが、これにつきましては当
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初やはりこの維持管理は市独自、業者だけの相談で決めたものではございません。審査会

というものを持たれておりました。弁護士、あるいは１級建築士、あるいはまた町が審査

を経て決められたもので、管理する受託サイドの意見のみで決まったものでないので、そ

の点は申し添えておきます。 

 そうした中で、申しわけございませんが、このＰＦＩの事業で総事業費につきましては

３７億８，３３９万５，０００円ということで、施設整備では２８億２，４０９万７，０

００円でございまして、維持管理で９億５，６２９万８，０００円ということで、そうし

た中での維持管理費用でございますが、先ほども答弁をさせていただきましたように、１

つは建物の保守管理業務ということで、空調、環境の測定業務、あるいは病害虫の駆除業

務、あるいは屋上の緑化管理業務、あるいは建築設備全般の毎月の巡回監視業務等々、そ

してまた設備の保守管理業務ということで、受変の電気設備保安の業務、あるいは消防施

設の保安業務、あるいは受水槽の清掃業務等々の、そしてまた小学校ではエレベーター等

も設置しておりますので、そうした昇降機の保守業務というようなすべての保守業務、ま

た、長期の修繕業務といたしまして防水工事、あるいは外構工事等、そしてまた清掃業務

等の主な内容で、詳細については多くの業種にわたって一つひとつ項目を定めております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（荒川泰宏君） 鈴木市朗君。 

○９番（鈴木市朗君） まず、基金の問題ですが、ただいま部長からの答弁の中にありま

したように、今後におきまして合併特例債の利用見込みということでは、新市まちづくり

計画に沿ったそのような中での特例債の利用という、それをお聞きしたわけでございます

が、代表質問でも申し上げますが、駅前排水対策、またサブゾーンの排水対策等、さまざ

まな要因が新市まちづくり計画の中で発生してくると思います。そうしたことを念頭に、

やはり合併特例債というのは本当に我がまちに関しましては貴重な財源でございますので、

きちっと精査し、住民に納得してもらえるような用途を考えていかなければならないと思

います。これはもう回答は要りませんので。 

 それと、次に人権啓発推進事業の中でＪＲからの報告書がどのような形になっているの

か。やはり支出した以上は報告をいただかなければ、金額はいかんにしても、これは税金

を支出するわけですから、報告書があれば、報告書の内容を確認したいと思います。 

 それから、学童保育の関係ですが、いずれにしても、これからいい子どもを育てるため、
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また女性の社会進出、あるいは少子高齢化対策という大きな役割を担っている事業でもご

ざいますので、いずれにしても野洲市内の子どもが、申し込みがあれば全員こういう保育

所に入所できるような施策ですね。今、高田次長からの回答の中で効率化を図ってという

回答でもございましたので、その辺を私も期待しておりますので、答弁は要りませんので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、ＰＦＩの関係なのですが、これもよく知っております。実は審査委員長も、今

だから申し上げますが、私のところの身内が審査委員長をしておりました。ですから、弁

護士の先生もさまざまな方々、私もよくこのＰＦＩの問題に関しましてはここにいらっし

ゃる議員の皆さんと共に議論もしてまいりましたので。一番私が心配するのは、今は大き

な瑕疵が出てこないと思うのです。これが２０年、例えば１２、３年ぐらいで、当然一番

心配するのは屋根ですね。その辺でやはりどういうようなことになるか、それを私は一番

懸念しているのです。例えばこの中で、ちょっと僕は忘れたのですけれども、再度確認の

意味でお伺いしたいと思いますが、そうした大きな瑕疵が出た場合、その負担分はどうい

う形になっていくのか、再度答弁をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（荒川泰宏君） 総務部次長。 

○総務部次長（田中正二君） 鈴木議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 ＪＲ沿線のいわゆる啓発負担金につきましては、これは５月２５日に、先ほど言いまし

た１７構成団体が総会をし、事業計画、予算案、決算案、これを認定しておりますので、

ＪＲに納めてというのではなくして、その会議の中できちっと、担当者会議なりそういっ

た総会の中で確認、また幹事についての予算についても代表幹事がチェックをする、こう

いうような形で総会でもってさせていただいております。活動内容につきましては、ＪＲ

沿線の駅頭啓発を年３回、また担当者会議、それから研修会ということで、今年は２月３

日に歴史民俗博物館の方で、職員で朝鮮人街道について学ぼうということで研修会をさせ

てもらっております。また、予算内容につきましては、啓発用品、それから研修会費、印

刷費、事務費ということで、通信運搬費関係、それから、啓発では差別落書きに啓発の防

止シールをつくって、それぞれ持っております公共施設に、便所のところでも張り紙のや

つが出ていると思うのですけれども、これも児童・生徒の作品を載せたシールで駅の便所

等公共施設のところにシールを張って、落書きを許さない展開をしているものでございま

すので、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（荒川泰宏君） 教育部長。 

○教育部長（島村平治君） 鈴木議員の再度の質問で、一番心配されております長期的な

修繕計画ということでございます。 

 これにつきましては、? 体の鉄骨舗装、あるいは屋根の防水、とい・壁塗装、あるいは

また内部の床のフローリング等の修繕もこの経費に見込んでおりますので、回答とさせて

いただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 暫時休憩いたします。再開を２時５０分といたします。 

            （午後２時２９分 休憩） 

            （午後２時５０分 再開） 

○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 次に、第１８番、小菅六雄君。 

○１８番（小菅六雄君） 議第２６号国民健康保険特別会計予算についての質問を行いま

す。 

 本会計では、議第１８号国民健康保険税条例の改正によりまして、国民健康保険税の介

護保険分の値上げを見込んでおります。この介護保険分につきましては介護給付費納付金

を被保険者が負担するものでありますが、それでなくても国保医療分の国保税と共に、被

保険者にとりまして既に極めて高負担となっています。１８年度は医療分については税率

を維持するというものでありますが、そこで、お聞きいたします。 

 １点目に、今言いましたように、既に野洲市の国保税は支払い限度を超えていると考え

ますが、これについて、まずはじめに、どのような見解をお持ちなのか。なお、今回の国

保税、介護保険分の値上げによる影響額、総額についてお聞きいたします。 

 ２点目に、また本市でも、会計を見ますと滞納繰越約３，５００万円があります。これ

によりまして、関連します資格証明書と短期保険証の発行も年々ふえてきています。この

ような傾向についてどのような分析をされているのか、これもお聞きいたします。 

 ３点目、この関係で、滞納があるからといって安易な徴収を進めているのは問題と考え

ます。この件では一昨年２月、厚生労働省が都道府県に対して収納対策緊急プランの作成

についてを指示しております。この指示そのものは、資格証明書を発行していない自治体

にこれを強制する手段としての性格がありますが、しかし、一方で自治体によりましては、

これを市民の立場に立った要項を作成しているところもあります。野洲市の場合、制定さ

れているとは思いますが、本予算案、滞納との関係でどう反映されているのかをお聞きい



 －94－

たします。 

 ４点目に、ご承知のように、小泉内閣が進める医療制度の改悪で、７０歳以上の高齢者

の医療費窓口負担は今年１０月から、現役並所得者はこれまでの２割が３割負担になりま

す。また、療養病床に入院する７０歳以上の人は食費・居住費が保険対象外となり、長期

入院の場合、入院費は約３万円もの値上げとなります。このように、新年度である平成１

８年度は市民は一層国保税や医療費負担が強化されます。１０月からの実施の現役並み高

齢者の３割負担、あるいは療養病床入院の食費・居住費の保険外適用による保険給付費の

軽減はどれぐらい見込んでおられるのか。また、これらの影響を受ける対象数なり負担額

はどれくらいと算定されているのかをお聞きいたします。 

 ５点目に、以上総じて質問でありますが、この本会計を見る限り、この会計に基づく国

保運営では、被保険者は税の支払い、あるいは医療費負担も大変であります。そこで、再

三言っておりますが、国民健康保険税の引き下げや、また、１２月議会にもお聞きしまし

たが、医療費減免の制度を早期にすべきと考えます。これまでの答弁では「今後、一定の

方向性を出したい」と答弁されましたが、その後の協議の状況、あるいは実施の時期の目

処等についてどう考えておられるのかをお聞きいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部次長。 

○市民健康福祉部次長（高田一巳君） 小菅議員の野洲市国民健康保険特別会計予算につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目につきまして、国民健康保険は、これまでも申し上げてまいりましたよう

に、相互扶助の制度でございます。加入者の皆さんの医療費の一定割合を給付するために、

その財源の一部を保険税という形でご負担いただいているわけですが、現行の医療給付制

度を維持していくための適切な負担をいただいているものと認識しております。また、平

成１８年度の国保税介護保険分の税率改定による影響額は、賦課総額で約８００万円の増、

１人当たり賦課額では１，５８１円増の２万４，７７８円を見込んでおります。 

 次に、２点目の資格証明書と短期被保険者証についてでございますが、４月１日当初の

発行件数が近年増加傾向にあるのは事実でございます。景気動向の影響が皆無とは言えま

せんが、国民健康保険の加入者自体が年々増加しており、国保加入世帯数に対する資格証

明書や短期被保険者証の交付割合が５％から６％とほぼ一定で推移していることを考えま

すと、加入者増による影響の方が大きいのではないかと思います。 

 ３点目の収納対策緊急プランにつきましては、野洲市では策定をしていませんが、収納
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率向上に向けた取り組みについては、納税推進室を設置し、平素から積極的に推進をして

いるところでございます。今後も継続的に取り組みを続け、結果としての収納率アップを

目指していかなければならないと考えていますが、過度な期待により高収納率を見込むこ

とは、結果として国保財政に悪影響を及ぼすおそれがあることから、平成１８年度予算に

おきましては、平成１７年度実績ベースの収納率で積算をいたしております。 

 ４点目の現役並み所得高齢者の３割負担並びに療養型病床入院の負担見直しについてお

答えします。 

 まず、療養型病床についてでございますが、現在の国保システムの統計分類には療養型

病床のキーワードが存在しないことから、機械的な検索ができず、月２万件の診療報酬明

細書を手作業で検索する以外に正確な推計ができない状況となっております。ただ、医療

保険を用いた療養型病床への入院ケースはまれであり、該当しても介護保険などへ移行す

るまでの短期間の入院がほとんどでありますことから、影響額はごくわずかであろうと考

えております。 

 また、現役並み所得を有する高齢者の負担割合見直しによる平成１８年度の影響額でご

ざいますが、影響を受ける人数は約９０名、影響額については制度施行後保険給付が発生

する５カ月間で約１３０万円を見込んでおります。 

 最後に、５点目の保険税の引き下げ並びに医療費減免制度についてお答えいたします。 

 まず、保険税につきましては、翌年度給付が見込まれる医療費総額から逆算をして税率

の設定をしているところから、結果として税率が下がることもあろうかと思いますが、医

療費が年々増嵩する現状において、現行制度下では基本的に増加傾向にあると言わざるを

得ません。現在国会で審議されています医療保険制度改革が、今後保険者にとっては負担

が軽減される方向に作用すると考えられることから、改革の行方によっては税率の引き下

げも可能性として考えられるところです。 

 医療費の減免につきましては、１２月議会でも申し上げましたが、国民健康保険法の第

４４条につきまして、県下１３市で構成する滋賀県都市保険年金連絡協議会においても検

討課題となっております。同連絡協議会では、現在進められている医療制度改革等を踏ま

えた上でその方向性を見定めていくということになっており、また、減免基準の取り扱い

についても議論が熟していないことから、まだ具体的な結論を出せる段階には至っており

ません。本市においては、今後、都市保険年金連絡協議会での議論をもとに、国民健康保

険運営協議会において議論をいただき、一定の方向性を出したいと考えております。 
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 以上、小菅議員のご質問に対するお答えといたします。 

○議長（荒川泰宏君） 小菅六雄君。 

○１８番（小菅六雄君） 簡単に再質問を行います。 

 先ほど言いましたように、国民健康保険会計、この予算案ですね、同時に前提の国保運

営、この基本は、これまで再三言っておりますように社会保障制度でありますので、そう

いう意味で市民の立場に立つ国保運営が必要だと私は思います。そういう意味で、国保会

計、国保運営を考える場合にやはり国保税率の設定、それと、今お話ししました納税、こ

の２点が大きな問題になると思うわけなのですけれども、それで、納税について少しお聞

きしたいと思いますが、今、答弁では、滞納ですね、一定増加傾向であるが、被保険者が

ふえているので、そこが原因していると言われましたが、これは少し調べましたら、国保

税の滞納の推移、例えば滞納額、現年度分だけですけれども、平成１４年度で４，６７６

万円、それが１７年度で５，９０６万円、１，３００万円ほどふえているのですか。それ

に基づきまして短期保険証と資格証明書、短期証では平成１４年度では１７３件が１７年

度では２５８件、資格証明書、これが１５９件から１８５件。短期証と資格書で平成１７

年度は約４４０件ですね。これほどあるのです。 

 そういう意味で、私が言いたいのは、この国保会計を見ましても、これまでの行政の姿

勢、結論的には滞納即保険証取り上げという姿勢に立っているのではないかと、そう理解

するのです。だから、言いましたように、もっと市民の立場で滞納対策を行うべきだと思

うのです。それで、野洲市にも国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱というのがござ

いますね。この基準を見ますと、資格証明の発行については規定があいまいだと思うので

す。これを見ましたら、税を納められない特別な事情のある場合には申請せよということ

でありますが、これだけで規定をしますと、保険税が納められるのか、納められないのか

というのは担当職員の主観に頼らざるを得ない。悪く言えば、運用の中で恣意性が発生す

るあいまいさ、こういう心配があると思うのです。結局、現在、これまでからの答弁等を

お聞きしていますと、滞納期間、滞納額、これだけが資格証明書発行の判断基準の材料と

されていると思うのです。それでは、さっき言いましたように、短期証、資格証、合わせ

て実に４４０件ですか、こうなるのですね。これはやっぱり、野洲市より多いところもあ

りますが、野洲市はこの種の発行はかなり多いのです。 

 だから、言いたいのは、こういう基準では取り立てということが目的になってしまうの

で、もっとこの種の発行の基準の明確化をすべきだと思うのです。多分ご存知だと思いま
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すが、先ほど言いました、厚生省が基準を明確にせよと言ったのは、どちらかといえば、

私から見れば取り立てを目的としている性格もありますが、しかし、これに基づいて地方

自治体によってはきめ細かな徴収基準というか、発行基準を定めているところがあるので

す。ちょっと遠くですが、北海道の旭川、例えば帯広市といいますと、特別な事情に該当

するにあたってはきめ細かい基準を設けておられるのです。例えば業者であれば、売り掛

け債権の回収が不能な場合、仕事の発注が減少した場合、国保税を納めれば生活困難にな

る場合、全体として特別な事情とはおおむね生活保護基準と。こういうようなものを決め

ておられます。言いたいのは、違うのは、野洲市の判断だと思いますが、滞納期間、滞納

額だけの判断ではなく、実際の諸要因を取り入れているということですね。この判断でい

きますと、保険証の資格証明書や短期証はこの旭川市、帯広市ではほとんど発行されてい

ない。多くの場合、この事情に当てはまっているのです。 

 言いたいのは、市民の目線で行政運営、対応がされている。このことは以前にもたしか

言ったと思いますが、今は合併して市町村数が減っていますが、合併前の県下５０市町村、

このとき、約半数の自治体では短期保険証や資格証明書はほとんど発行していないのです。

自治体間でもこのようなアンバランスがあるということは、先ほど介護保険のところでも

言いましたが、野洲市の場合はこの国保の基準にしても介護保険の基準にしても、国の言

われたとおりで、市民の立場に立った運用がされていない。そういう意味で、言いたいの

は、今言いましたように、きめ細かな基準を定めて、現在の、私から言いますと取り立て

主義をやめるべきだと思うのです。それについてのご見解をお聞きします。結局旭川市、

帯広市、こういうきめ細かなことをやっているからこそ、逆にここが滞納が多いというこ

とではないのです。そもそも納税相談というのは、ある意味では取り立てが目的ではない

のです。親身に相談に乗って、どう納税を高めるかということが目的ですので、こういう

きめ細かな基準を市民の立場でつくることが必要だと思いますが、お聞きしたいと思いま

す。 

 それで、もし先ほどの答弁で聞き逃していたら申しわけないのですけれども、１０月か

らこの国保会計予算案を見まして、後段は言われたと思うのですけれども、７０歳以上の

３割負担、これの保険給付費、これは減るのですけれども、この会計に反映されているの

かどうか、これをお聞きしたいと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部次長。 

○市民健康福祉部次長（高田一巳君） まず、第１点目の資格証明書と被保険者証の基準
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のことでございますけれども、小菅議員も調査されておられますように、本市では交付基

準を設定しております。ただ単に１年間納付がないというだけではなくて、一部納付や分

納誓約によって過去の滞納分の納付を行っている世帯につきましては短期被保険者証に変

えていくというふうに、納税相談というのが一番の目的でございまして、あくまで取り立

てということではないというふうに自分のところでは考えておりまして、やっぱりあくま

で制度上、相互扶助の制度でございますので、この制度は続けていかなければならないと

思っておりますことによりまして、納税意識の高揚を図っていきたいと思います。 

 それから、第２点目の７０歳以上の現役並みの所得を有する高齢者の負担割合でござい

ますけれども、影響を受ける人数は約９０名で、影響額については５カ月間で１３０万円

を予算に見込んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 小菅六雄君。 

○１８番（小菅六雄君） だから、先ほどの再質問で言いましたように、野洲市におきま

しても国民健康保険資格証明書等交付要綱もありますし、同時に、他にも短期保険証の交

付基準ですか、この種のやつはあるのですけれども、先ほど言いましたように、この交付

基準は期間、おおむね何カ月納付をしているか、していないか、そういうことによって交

付の基準が定められているのですけれども、それだけでは市民の立場に立たないのではな

いですかとお聞きしたわけでありまして、旭川市、帯広市、全国他にもありますけれども、

されていますように、その特別な事情というきめ細かい基準を定めて、そこで判断する。

そうすれば、これらの市ではいわゆる、言い方は悪いですけれども、文字どおりの悪質滞

納者以外しか資格証明書を発行していないのですね。今日の状況を見れば、多くの場合は、

先ほど言いましたように、自営あるいは生活等々で納付が大変な基準にほとんど当てはま

るのです。だから、私は野洲市の場合でも短期保険証、資格証明書、約４４０件あります

けれども、ほとんどの方が私は悪質滞納ではないと思います。今の野洲市の基準でいけば、

基本的に期間と金額で発行の基準をされているからこういう数字になってしまうのであっ

て、改めて、先ほど次長が言われたこういう期間の問題じゃなくて、きめ細かな要綱なり

制定なり改正を検討すべきだと思うのですけれども、そこがお聞きしたかったわけであり

まして、もう一歩踏み込んでぜひ答弁していただきたいと思うのですけれども。 

○議長（荒川泰宏君） 市民健康福祉部次長。 

○市民健康福祉部次長（高田一巳君） 小菅議員の再々質問にお答えさせていただきます。 



 －99－

 先ほども申し上げましたように、本市では資格証明書の交付要綱、そして短期証の交付

基準を定めておりまして、そこに詳しく有効期限、交付基準を定めておりますし、小菅議

員もおっしゃられましたように、過去１年間納付がないということで、納税相談にも来ら

れない方、そして分納誓約にも応じられないという、いわゆる悪質な方に対してのみ資格

証明を発行しているところですので、よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、第８番、三和郁子君。 

○８番（三和郁子君） 議第３１号平成１８年度野洲市墓地公園事業特別会計予算につい

て伺います。 

 さくら墓園は昭和６２年に建設着工、平成元年に開園されました。北櫻、南櫻地区の皆

様のご理解とご協力をいただいたおかげと感謝申し上げております。４平方メートルを１

区画とする１，５７６区画を有するさくら墓園は、立地条件、景観も申し分なく、野洲市

に移住してこられた方や高齢化に伴う皆様の要望により、現在１，１４７区画の契約が進

み、好評をいただいている事業と認識しております。さて、本予算中、款１の墓地公園整

備事業費の土質調査委託料８０万２，０００円、及び工事請負費１，８００万円の詳細を

お伺いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（米澤 博君） ご答弁申し上げます。ご質問の墓地公園整備事業費につ

きまして、お答えをさせていただきます。 

 工事請負費につきましては、先の野並議員のご質問にお答えしたとおりでございますけ

れども、モニュメントでございますが、墓地公園計画当初から公園中央部は既存墓地に当

たるため、「慰霊の丘」を設け、公園のシンボル広場に「日の出の塔」、その西方向に「日

の入りの丘」を設置し、公園の修景物とすることを計画されておりました。このことから、

公園中央部奥側の築山に「日の出の塔」として石づくりによる高さ５ないし６メートルの

モニュメント、また「日の入りの丘」に「日の出の塔」と対になるようなもの、また、「慰

霊の丘」に旧埋葬地を表示するものがないため「慰霊の丘」の碑を設置するよう計画して

おり、合計１，８００万円を計上しておるものでございます。また、土質調査委託料につ

きましては、「日の出の塔」のモニュメント設置が築山の上となるため、その土質調査と

して機械ボーリング、標準貫入試験、運搬仮設費等の調査費、合計８０万２，０００円を

計上しておるものでございます。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 
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○議長（荒川泰宏君） 三和郁子君。 

○８番（三和郁子君） 先に他の議員が質問しておりますので、重複しないように再質問

をさせていただきます。 

 モニュメントの１，８００万円の建設予算が出ておりますけれども、このモニュメント

のデザイン、そして材質、完成の予想など、図面の提示をお願いしたいのですが、説明も

あわせてお願いいたします。 

 そして、土質調査委託料の８０万２，０００円についてですが、これはモニュメントの

建設予定の盛り土をした築山ということですが、このさくら墓園建設時のときに建設設計

あるいは施工内容を確認すれば、築山に使用されている土の種類や盛り土構造は把握でき

ると思うのですが、いかがでしょうか。改めて土質調査をしなくても、一般的にはモニュ

メント建設可否の判断はできると考えられますが、所見をお伺いいたします。ただし、５

メートルの石づくりの塔を建てるという先ほどの答弁がございますが、土の固さが基礎打

ちには大変これは重要です。土の圧密度を調査するには貫入試験については必要な試験だ

と思っております。 

 それと、石づくりのモニュメントの予算、建設予定の中に石づくりで「日の出の塔」「日

の入りの丘」というふうなものを含めた中の１，８００万円というふうにお伺いしました

が、その内訳等は金額は出ておらないのでしょうか。それとあわせて土質調査、これにつ

きましても機械ボーリング、貫入試験等々に８０万２，０００円というふうに今おっしゃ

いましたが、これにつきましての内訳ももう一度お尋ねいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（米澤 博君） 三和議員の再質問でございますけれども、まず、モニュ

メントのデザインでございますが、デザインとしては今のところ、先ほどにご答弁させて

いただきましたように、石づくりによります高さ５から６メートルのモニュメントという

ことでございまして、石の種類につきましては、今のところ御影石を使用するということ

でございます。 

 それとあと、盛り土の土質調査、ボーリング調査、「日の出の塔」を公園のシンボル広

場に設置するわけでございますけれども、それのボーリングをさせていただきますのは、

もともとあった土地に今のモニュメントを建設するということではございませんで、一応

さくら墓園の工事、シンボル広場を盛り土をしております。そうしたことから、それなり

の、５から６メートルのモニュメントということでございますので、やはりボーリングし
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て土質調査をしなければ強度等がわからないので、一応そうしたことでボーリング調査を

しまして盛り土の土質の調査をするということでございます。 

 それとあと、金額の方でございますけれども、モニュメント、「日の出の塔」につきま

しては今、見積もりをいただいておる段階でございますけれども、約１，０２０万円でご

ざいます。それとまた、「日の入りの丘」の方の予算でございますけれども、これも約３

６０万円。それと、「慰霊の丘」の方につきましては、これも約でございますけれども、

４０万円ということで計画をさせてもらっております。あと諸々のそうした基礎運搬等諸

経費等々を合わせまして１，８００万円という見積もりをさせてもらっておるところでご

ざいます。 

 失礼しました。土質調査の方でございますが、先ほどご答弁させていただきました土質

調査につきましては、機械ボーリング、また標準貫入試験、運搬仮設費等の諸経費につき

ましては５３万円、それと諸経費が２７万２，０００円、合わせまして８０万２，０００

円ということで予算を見させていただいておるところでございます。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

 失礼しました。図面の方の提示ということでございますけれども、今のところ、図面と

しては今の段階では作成はできておりませんので、また今後早急に作成しまして進めてま

いりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 

○議長（荒川泰宏君） 三和郁子君。 

○８番（三和郁子君） 今、経費を伺ったわけですけれども、見積もりが出ていたらデザ

インがわかるはずなのですが、デザインがわからずして、ただ御影石等々でこれだけの費

用、「日の出の塔」が１，０２０万、「日の入りの丘」が３６０万等々を今言われました

けれども、「慰霊の丘」が４０万というふうに言われましたが、これ、見積もりが出てい

ないのに、こういう費用が、図面が出てこないのでしょうかね。これをまずもう一点、し

っかりご答弁をお願いいたします。 

 それとあと、機械ボーリングということで、あと標準貫入試験ですか、これ等々で５３

万円。このボーリングはどのぐらいの深さまでされるのでしょうか。このように立派な建

設物は、つくればつくるほど、土木や建設型行政とか箱物行政と市民の皆さんから批判が

生じると思うのです。これは皆さんの共感、理解を得られないのが今のこの社会、ご時世

であると私は思います。ほどほどが肝心かなというふうに思いますが、合わせて２，００

０万近いお金がここで必要かどうか、本当にしっかり吟味がまだまだ必要だと思います。 
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 それと、墓地使用者が納入した使用料、これは永代で４２万円で、管理費が６，０００

円というふうな、こういう方たちからの今１，１４７区画ですね。これだけの方たちの理

解が得られるものかなというふうにも感じるのです。先の議員の質問の中では、検討委員

会を設けているというふうなご回答もありましたけれども、どのような検討委員会、どの

ような方が入っておられるのか、お尋ねいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 暫時休憩。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 休憩じゃなくてもよろしいよ。 

○議長（荒川泰宏君） よろしいか。休憩前に引き続き会議を開きます。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 部長がずっと一連の説明を申し上げましたけれども、１，８

００万の金額の高い安いじゃなしに、若干本質から外れますけれども、あの墓地の形態を

頭の中に描いていただきますと、今新しく墓園になっているところはもともと大山川とい

う河川敷なのです。今建てようとしているところはもともと、小島先生がおいでですが、

南櫻と北櫻の墓地の跡で、ましてこの墓地は土葬でございまして、散在型、どこの墓地は

ここ、ここという区画がないままに新しいところ、新しいところを埋めていった墓地でご

ざいますので、あの墓地公園をあそこにするときにその墓地を集骨したのです。全部掘り

起こしたのです。掘り起こして骨が出てきた分の骨を集めて、今建てようとしているとこ

ろか横かは知りませんが、今のもとのあそこから入ったところの正面に当たる部分に埋め

ております。それで、こっちの左側をずっと工事したのが河川敷なのです。更地なのです。 

 今も私は話を聞いておって、果たしてボーリングするのを、どこをするのが適当なのか。

集骨したところをボーリングしたって大変なことになりますし、その上へ建てようとして

も、これは無理な話だと思います。だけど、これはあの墓地をつくるときに地元北櫻、南

櫻の墓地対策委員がおいでになりましてかなり議論して、かなりの抵抗もあったのです、

はっきり申し上げて。そして、南櫻、北櫻の墓地をどうするかということでまずとってい

ただいて、そのときに、今おっしゃるように４２万もらっているのかな、それを北櫻も南

櫻ももらうべきであろうと。「いや、それは」というような議論があって、いろいろとあ

って、そのときにある程度減額はいたしております。 

 減額をいたしたときに、私の記憶なのですが、そのときに減額した分の金はどこかへ積

んで、これは早くから墓地をつくったときから、そのシンボルとなるべきものをつくろう

という計画があったのです。元の天野議員さんが非常に熱心でございまして、何を建てる

のか、それと、委員会があるということでしたね。それは北櫻と南櫻に今もその墓地委員
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会があるのです。そこと相談しているのと違うの。 

            （「そうです」の声あり） 

○市長（山﨑甚右衞門君） そうですね。その地元の方と相談して、何を建てようという

ことを計画しておるので、だから、私は定かではないのですが、１，８００万あったのか

何ぼあったかは知りませんが、それを建てようという基金があったと思うのです。しかし、

それを建てるについて、ああでもない、こうでもない、どこへ建てよう、こうしよう、立

派なものをここにも建てようとか、いや、そんなものもう予算だけでいいとか、いろいろ

議論が分かれまして、それでああだこうだと言っている間に天野議員さんが病気で亡くな

られたということがあって、この話がとんざしておったのです。それが今、区画が全部で

きたから、やっぱり何かのシンボルを建てようじゃないかというのが今の話でございまし

て、これは１，８００万の回答にはなりませんけれども、経過を申し上げていますので。 

 私は本音として、それだけの立派なものが要るのかなという思いはいたしますが、まず

やっぱり集骨して骨が納まっている、それにお参りする何か象徴が欲しい、こういうこと

なのです。その辺で、もしなんでしたら、地元の小島さんがおいでですので、そういうこ

とで理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（米澤 博君） 再質問ですけれども、ご質問のまず見積書でございます

けれども、見積もりはとってございます。 

 それとまた、ボーリングの深さでございますけれども、５メートルを２カ所ボーリング

する予定をしております。 

 あと、先ほど市長もご答弁されましたように、現在、検討委員会というものを設けてお

りますので、そこで先進地の研修も先立って行っていただいておりますし、いろいろとこ

のモニュメント等についてのご検討をしていただいておるという状況でございます。 

 見積もりにつきましては事務局の方で、私は今、手持ちがございませんので、はっきり

ご答弁できませんけれども、当然見積もりがあれば図面もセット物だと思いますので、あ

るというふうに認識させてもらっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 暫時休憩します。 

            （午後３時３７分 休憩） 
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            （午後３時３８分 再開） 

○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、議第３６号から議第４２号までの各議案に対する議案質疑通告書は提出されてお

りません。 

 次に、議第４３号及び議第４４号に対する質疑を行います。 

 議案質疑通告書が提出されておりますので、これを許します。 

 それでは、第１番、西本俊吉君。 

○１番（西本俊吉君） 議第４３号市営住宅木部団地建設工事請負契約について伺います。 

 市営住宅木部団地建設の工事請負契約が本議会に上程されておりますが、建設主体工事

の金額のみでなく、周辺の機械設備、電気工事等も含めて総額での判断を我々は必要とし

ます。ついては、参考として、市長の専決の範囲であれば致し方ない部分もあるのですけ

れども、議会での場において、今申し上げました機械設備、電気工事の費用、建設費総額

等についてお伺い申し上げたいと思います。 

 また、昨今非常に耐震問題が大きく取り上げられております。以前はその建設予定地は

平屋の町営住宅でしたけれども、やはり３階構造というような形になってくると、それら

についての不安もぬぐい去れないと思います。そういうところで、この建設をされます木

部団地において耐震設計等についてどのような計算方法でクリアされておられるのか。ま

た、その敷地となりますところも４０年前には私はやぶの中をポールを持って走って、現

在取り壊しましたあの住宅を建てておるという状況です。そういう中で非常にぬかるんだ

覚えがあります。その地層等についての検査も十分されているのか、その２点についてお

伺い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（荒川泰宏君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（北口 守君） 西本議員の議第４３号についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 まず、その前に議案資料の追加といたしまして、従前に配付させていただいております

議案関係資料６６ページの議第４３号関係資料の追加資料として本日、電気設備工事の契

約金額等についての資料をお手元の方へ配付させていただきましたので、よろしくお願い

申し上げます。 

 それでは、まず建設費の方からお答えをいたしたいと思います。 
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 今回、議会の議決を求める建築主体工事の他に、電気設備工事は２，９２４万２，５０

０円、機械設備工事は３，５３８万５，０００円で、建設費総額は３億３，９９０万６，

０００円となります。 

 次に、耐震性についてでありますが、建物本体つきましては、耐力壁で空間を囲うこと

により十分な耐震性が発揮できる壁式プレキャスト鉄筋コンクリート工法を選定いたしま

して、建築基準法等の諸基準に基づき、阪神淡路大震災級に耐える設計としております。

また、基礎工事の仕様につきましては、地質調査の結果、現地盤から１１メートルの深さ

に平均でＮ値５１のかたい地盤がありますので、ここまで支持くいを打ち込みまして、耐

震性を確保しております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 西本俊吉君。 

○１番（西本俊吉君） 今のこの木部団地について、私の質問に対して明快にお答えいた

だきましたので、これ以上追質問する必要はないわけですけれども、建設事業着手後にお

いては地域住民並びに入居者と地域の自治会等のコンセンサス等も含め、今後、行政の立

場からいろいろとご配慮を願えるところについてはまた今後とも鋭意取り組んでいただく

ことを要望し、私の発言を終わります。 

○議長（荒川泰宏君） 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 

 これより、議案質疑に対する関連質疑を許します。 

 関連質疑はございますか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（荒川泰宏君） ないようですので、これをもって関連質疑は終了いたしました。 

 ただいま議題となっております議第３号から議第４４号までの各議案は、会議規則第３

９条第１項の規定により、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会及び議会運営委

員会に審査を付託いたします。 

 （日程第４） 

○議長（荒川泰宏君） 日程第４、議第４５号から議第４７号までを一括議題とします。 

 通告による議案質疑はございません。よって、質疑を終了いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております議第４５号から議第４７号までの各議案は、会議規則第
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３９条第２項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（荒川泰宏君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議第４５号から議第４７号までの各議案については、委員会付託を省略するこ

とに決定いたしました。 

 次に、議第４５号から議第４７号までの各議案については、通告による討論はございま

せん。よって、討論を終了いたします。 

 これより、採決いたします。 

 お諮りします。 

 まず、議第４５号滋賀県自治会館管理組合規約の変更については、原案のとおり可決す

ることに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（荒川泰宏君） ご着席願います。起立全員であります。よって、議第４５号滋賀

県自治会館管理組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議第４６号滋賀県市町村職員研修センター規約の変更については、原案のとおり

可決することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（荒川泰宏君） ご着席願います。起立全員であります。よって、議第４６号滋賀

県市町村職員研修センター規約の変更については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議第４７号滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更については、原案のとおり

可決することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（荒川泰宏君） ご着席願います。起立全員であります。よって、議第４７号滋賀

県市町村交通災害共済組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。 

 （日程第５） 

○議長（荒川泰宏君） 日程第５、発議第２号野洲市議会議員定数条例及び発議第３号野

洲市議会議員定数条例を一括議題とします。 
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 まず、発議第２号及び発議第３号に対する質疑を行います。 

 議案質疑通告書が提出されておりますので、順次これを許します。 

 まず、第１７番、野並享子君。 

○１７番（野並享子君） 発議第２号、３号の野洲市議会議員定数条例について質問をい

たします。 

 今回、豊政会から出された定数は２０人にするということであり、また、ネットワーク

から出された定数は１８人にするということであります。ネットワークから出された発議

については１月の臨時議会において日本共産党議員団として質疑を行いました。定数削減

という問題については同じ観点ですので、基本問題について両会派にお尋ねをいたします。 

 なぜ議員を削減することを発議されるのでしょうか。議員の役割は、市民の要求や意見

を市政に反映することと、市民の立場から市政をチェックすることです。議員を減らせば、

その役割を減らすことになります。行財政改革として議員の数を減らせと言われますが、

合併により最大の行財政改革が行われたのではないでしょうか。合併前は旧中主町では１

４名、旧野洲町では２０名、欠員があり１８名でしたので、合わせて３２名の議員でスタ

ートし、１年後の初めての市議選で２４に１０名の削減をしました。さらに、次期選挙で

は２名減らし２２名にするということが合併協議の中で決められています。これだけでも

大幅な削減であり、市民の多様な要求を市政に反映し、市政をチェックする議員が削減さ

れているのです。３年半後には人口は５万人を超えているでしょう。法定定数は３０名の

議員となります。それを、２０名や１８名に削減することを今回発議されているというこ

とは、議員報酬を引き上げることと連動しています。そこで、豊政会とネットワークに見

解を求めます。 

 第１点目、行財政の改革と言われるならば、報酬の引き上げを反対し、議員の削減発議

を取り下げることの方が市民の負託に応えられる道ではないでしょうか。見解をお尋ねい

たします。 

 ２点目、１月の議会でのネットワーク議員団の提案では、市財政の有効活用、徹底した

無駄の排除、すなわち行財政改革の推進が必要というものでした。その具体的な推進が今

回提案の議員定数削減であり、市民に改革の範を示すと言われました。また、豊政会から

も、行財政改革として定数削減の条例案が今回提出されておりますが、多くの市民が、無

駄で必要のない新幹線への負担はやめるべき、また、同和行政と施策の見直しなどを求め

ておられます。このような市民の声に応えて市政をチェックすべきではありませんでしょ
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うか。見解をお聞きいたします。 

 ３点目、市民の方から、議員の数が多いという声をお聞きいたしますが、それは市民に

議員の活動が見えていないのではないでしょうか。やるべきことは定数削減ではなく、も

っと市民の期待に応える議員活動をすべきではないかと考えますが、見解をお聞きいたし

ます。 

○議長（荒川泰宏君） 第２４番、秦 眞治君。 

○２４番（秦 眞治君） それでは、ただいまの共産党さんの方から出されていましたご

意見について答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目でございますけれども、行財政改革を言われながら、報酬の引き上げを反

対し、また、議員の削減発議を取り下げよという１点目のお答えですけれども、ご承知の

とおり、さっきもお話がございましたように、合併協議では２２名、ただし、今回は２４

名でございまして、次回からは私どもは２０名ということで提案をさせていただきました。

ご承知のとおりでございますけれども、改革も改革でございますし、また、そうした中で

報酬審議会でもやっぱり意見の対比がございますので、どうすべきかということで私ども

も、ちょうどネットワークが臨時議会で出されまして、その後から公明党議員団と豊政会

とで検討委員会、９名でございますけれども、組織をいたしまして、そして種々検討を重

ねてまいりました。まず、他市の、そういうことは検討課題でなかったと思いますけれど

も、とりあえずやはり削減するのは私ども２０名でございますけれども、２０名がどうあ

るべきかということで、合併協議の中では２２名ということでございまして、そうした中

でまたそれぞれの議員が地元で相談もされておりますし、やっぱり合併協議で２２名だか

ら、２２名でいいじゃないかという意見も数々あったようでございますけれども、報酬審

議会等の意見を踏まえまして、うちの会派といたしましては公明党さんと一緒で、やっぱ

り２０名にしようということで決定をいただいたようでございますので、私も代表して提

案をさせていただき、答弁をさせていただいております。 

 それと、２点目でございますけれども、市民の無駄を省いて、新幹線と同和施策でござ

いますけれども、これは栗東新幹線につきましては私どもの会派に関係ございますので、

一つお答えをさせていただきたい、こう思っております。ご承知のとおりでございますけ

れども、無駄だとおっしゃいますけれども、新幹線は野洲市にとりましても、湖南の玄関

口でもございますので、これからはやはり、これができてまいりますと経済効果も大きく

変わってこようかと、こう思っております。したがいまして、これに付きます２億６，９
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００万は必要なことであろうと、こう思っております。さらにはまた同和対策でございま

すけれども、共産党の方ではいつもこれを対策事業はもうやめよ、一般事業に繰り入れよ

というお話でございますけれども、行政の方はこうして差別のある間はやるということで

ございますので、私どももその方向で考えさせていただいておるところでございます。 

 また、議員が多いということは聞いておるけれども、市民に議員の活動が見えていない

のではないかということでございまして、定数削減でなく、もっとやっぱり市民の期待に

応えられるような議員活動が必要だということを言われております。まさにそのとおりで

ございまして、私たちもこうしていろいろ見せていただいておりますと、共産党の議員団

は非常に頑張っていただいておりますし、そうかといって、２４名いなくても、２人で野

洲市のいろんな活動をされておりますので、私はそれだったら２０名で十分活動ができる、

こう思っておりますし、さらにはまた、合併協議の中でもこういう話がございました。こ

れは今の議員、３０のかかりの議員もおりますけれども、５０の前半というと３人ですな。

それで、あとはもう大体５０代のお方でも今期で６０を超されるお方もおいでですし、あ

るいはまた６０後半のお方もございますので、じきに、私が一番年寄りでございますけれ

ども、７０に今期でなられるということで、非常に新市が発足いたしまして、若いお方に

出てほしいという、合併協議の中でもございました。それにはやっぱり報酬等についても

もっと考えていかなくてはならない、こういうご意見もございました。私もそういう意見

を聞いておりますと、もう年寄りは出るべきじゃないなと、こんな思いでございましたけ

れども、今、野洲市の議会議員の平均年齢は６０ぐらいだと思いますので、できるだけこ

ういう若い人も仕事をやめて、お勤めをやめて野洲市の議員として活躍しようかという場

も必要でございますので、私は次期については若い人に出ていただきたい、そしてこれか

らの野洲市の発展のために頑張っていただきたい、こんな思いでございますので、お考え

が私どもと違いますけれども、そういうことで提案をさせていただきましたので、一層こ

れから議員活動につきましては、お説のように見習ってやらせていただきたい、こんな思

いでございます。 

 以上、答弁になったか、ならないか、わかりませんけれども、こういうことでございま

すので、一つご理解をいただきたいと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 暫時休憩します。 

            （午後３時５８分 休憩） 

            （午後３時５８分 再開） 
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○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 第９番、鈴木市朗君。 

○９番（鈴木市朗君） ただいま議題となっております発議についてご回答を申し上げた

いと思います。 

 さまざまな考え方があると私は思います。先立って豊政会の秦大先輩から、豊政会とし

て、また公明党の方針としての回答がございましたが、私どもネットワーク野洲におきま

しては、ただいま秦先輩が申されましたように、私どもが提案したことから後に検討をさ

れ、そして今現在こうした２０名という形で出されたとはっきりおっしゃっておりますの

で、私も、うちの会派としてはやはり住民の負託に応えるべき、皆さんのご意見を拝聴し

ながら住民のためにいいアクションを起こしたなと、そのように感じておる次第でござい

ます。 

 さて、ただいま賢明なる野並さんの質疑がございました。まず「なぜ議員を削減するこ

とを発議するのでしょうか。議員の役割は、市民の要求や意見を市政に反映することと、

市民の立場から市政をチェックするということです。議員を減らせば、この役割を減らす

ことになります」と。ちなみに、これは①②③の問題ではございません。私らも、２４名

体制の中で昨年、給食センターの建設が持ち上がって、用地買収がございました。そのと

きに、２４名いる議員で誰一人、そこの土地が野洲川関連に引っかかっていく、その土地

では給食センターができないという発議をされましたか。２４名いらっしゃるのですよ、

私も含めて。そういうことを思えば……。 

            （「もっと多かった。３２名」の声あり） 

○９番（鈴木市朗君） 失礼いたしました。まだ多いそうです。３２名だったそうです。

３２名の議員がいて、それができなかったということは非常に残念ですね。だから、議員

が多くても、それがチェックできないという状況にあるわけなのです。わかりますか。 

 順次①から回答をしていきたいと思います。まず、報酬の関係が出ております。私ども

ネットワークはその報酬審議会の答申を受け、直ちに全員が寄り、協議をいたしました。

そして、その協議の結果を私どもの所属する範囲内の市民の皆さん方に、こういう結果に

なっているが、財政改革の上でどうしても必要なのは何かと申し上げております。そうし

たときに、それはやはり議員を削減して考えていかなければならない問題だなと。そうし

たら、いったい議員定数は幾らにしたらいいのだと。現行の２４名の２６万の歳費で１８

名にすると今の現行の年間の額に相当するということが、１８名で分析した結果、そのよ
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うなことになったわけでございます。しかるに、「市民の負託に応えられる道ではないで

しょうか。見解をお伺いします」ということでございますが、１８名で十分市民の皆さん

の負託に応えられると私は確信を持っております。ちなみに、今、報酬審議会の中で議員

歳費あるいは特別職の報酬等が上程されておりますが、参考までに申し上げておきます。

日本国民の平均給与は皆さん幾らだと思いますか。わからないでしょう。日本国民の平均

給与は約３３万４，０００円です。そうした中で私たち議員が３５万という報酬審議会の

答申が出ております。それらをよくお考え下さい。 

 次に、無駄で必要のない新幹線の負担、あるいは同和行政施策の見直し、市政をチェッ

クすべきということでございますが、私どもが改選前に結成しておりました会派コミュネ

ット野洲については、２億６，９００万円の支出について、果たして野洲市民の本当に福

祉の向上、あるいは環境整備につながるかという諸問題を３名が検討し、またその輪を大

きく住民の皆さん方と相談した結果、新幹線栗東駅は私どもコミュネット野洲では反対と

いう立場で採決に加わっております。やはり市民に対して不利益をこうむるような施策は

私たちは断固として反対してまいっております。そしてまた、同和行政の問題でございま

す。私も今議会の提案の中で、小さなことではございましたが、同和行政に関する質疑も

しております。そうしたことを１つずつ解決していくという思いで私たちは臨んでいるわ

けですから、決して野並さんがおっしゃっていることとは違うので、一つご理解をしてい

ただければありがたいと思います。 

 次に、３点目でございますが、市民の期待に応える議員活動ができていないということ

でございますね。実際私ども議員は直接に提案をする提案権というものがございません。

審査権はございますが、提案権がない。その提案権がなければ、目に見えたことが市民の

皆さんに見えてこない。それが議会だと思います。今２４名体制で臨んでおりますが、そ

の中でもやはり活動されている方は活動されています。私も含めて、していない者はして

いません。それは皆さんの心の中でご判断していただきましたらいいかと思います。 

 以上、野並議員の回答としておきます。 

○議長（荒川泰宏君） 野並享子君。 

○１７番（野並享子君） それぞれ会派からご答弁をいただきました。それぞれの会派の

違う面がありますけれども、１点目の、報酬の引き上げに反対して、発議を取り下げたら

どうでしょうかということに対して、私は先ほどの報酬の部分で、この議員報酬を引き上

げることによってどれだけの金額が上がるのかということをお聞きしましたね。３，３３
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４万円。これは３年間あります。３年半ぐらいありますね、あと。１億円ぐらいになるの

です。この４月の時点で報酬の引き上げを出して、後の方でも、若い人に出てきてほしい

というふうなことをおっしゃいましたが、それだったら、一番最後の次の選挙の前でいい

のと違いますか。そんなの、今上げて１億円も税金を使うのですよ。だから、そんなこと

をして次の人数を減らすというような、こんなことを提案するのと違って、報酬を現在の

まま据え置いて、それで納得して今、立候補されたのですよ、若い議員さんが誕生して。

この報酬の中でも若い方が手を挙げて下さったという意味では、私は当然このままこの期

間いくべきだと思うのです。そして、最後の時点で次の若い方に出てほしいというのだっ

たら次の時点の問題だと。私は２つの問題がここにあると思うのです。それに対して両会

派の議員さんの見解を求めたいと思います。 

 ２点目の問題は、それぞれ全く違いますので、これはネットワークの考え方と私たちの

考え方は同じだと思いますので、無駄のチェックをしていくというのは当然だと思います。

豊政会の方から、同和対策の問題で行政と同じことをおっしゃいましたが、それは豊政会

の中でも意見が分かれていると思うのです。会の全体的な部分ではないのではないかと。

秦議員はそういう思いをされているかもわかりませんが、会派の中では、もう必要ないと

言われる方もこれまでもございましたから、同和行政の問題は、京都市などは議員で決議

をして同和行政の終結というのをもうこれは２回、市議会として議員で決議をされており

ます。そういうふうに私は野洲の市議会でも議員たちで行政に同和行政を終結せよという

形で議員提案して決議ができればいいなという思いをいたしております。ネットワークさ

ん、どうでしょう。そういう思いはありますでしょうか。アクションを起こしていかなく

てはならないというふうに私は思っておりますが。 

 ３点目の、豊政会からお褒めの言葉をいただきまして、ありがとうございます。しかし、

だからといって２０人でいいというのではやっぱりないと思います。合併協議会でも検討

に検討を重ねられて２２という次の議員の定数を出されたというのは、これはやはり全体

的な問題としてこの定数を出されてきたのだと思いますので、数が少なければいいという

ような形でいくと、１８も出てくる、そうしたらまた１６も出てくるという、そういう歯

どめなき削減というような状況になろうかと思うのです。それはやはり保守の会派の方で

あろうと革新の会派の方であろうと、私はいろんな立場から一般質問も行われるし、そう

いう意味では市民の声を代弁して議会で質問し、当局に迫れると思うのです。人数が少な

ければ、それだけやっぱり口数が少なくなります。人数が少なくていいというような問題
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ではない。そういう意味では、さまざまな地域から、また各階層からいろんな形でいろん

な声を肩に背負って出てきて代弁をするという、そういうことが私は議員として必要です

から、減らせばいいというような問題ではないと思いますし、議員の仕事としては、人数

を減らせ、減らせというのが本当に市民の声ではなくて、見えないから、何をしておられ

るかわからないということで、減らしたらどうということになっているのですから、それ

ぞれの議員が本当に姿が見えるように、地域で走り回り、市民の皆さんに見える活動を行

っていったら、それはそれで「ようやってくれてはる」という形になると私は思っており

ます。そういう部分で、ネットワークの鈴木議員からの、議員には提案権がないとおっし

ゃいましたが、ありますね。共産党も、２４名の１０分の１で２名で議案提案権がありま

す。ですから、議案を提案しようと思ったら当局と同じように提案をすることができます

ので、２名以上の会派になれば議案は提案をすることができますから、大いにそういった

議員としての提案もしながら当局と本当に渡り合えるような、そういう議論を議会の中で

していかなくてはならないと思っておりますので、先ほどの提案権がないというのは訂正

をされた方がいいのではないかと思います。 

 以上、お答えをお願いします。 

○議長（荒川泰宏君） 暫時休憩いたします。再開を４時３０分といたします。 

            （午後４時１７分 休憩） 

            （午後４時３０分 再開） 

○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第６番、藤村洋二君。 

○６番（藤村洋二君） 豊政会、公明党議員団の提案者の１人として、野並議員の再質問

にお答えさせていただきます。 

 野並議員は今、報酬の引き上げに反対して、発議を取り下げたらどうかということでご

ざいましたが、取り下げる意思はございません。 

 それと、４月の時点で報酬を引き上げ、次の選挙の前に上げればいいのではないかとい

うことでございますが、報酬の問題につきましては委員会に付託をされておりますので、

ご質問に答えることができません。 

 次に、２番目の同和対策の問題は、秦議員はそう思っているが、全体の問題でないので

はないかということでございますが、ただいまの秦会長の回答は今回の質疑に対する会派

の総意であると考えていただきたいと思っています。 
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 次に、３番目でございます。３番目は、野並さんがおっしゃっておられますように、や

はり議員としては執行部に対するチェック機能というのは非常に大きい部分もございます

ので、私ども、今回の提案は議員一人ひとりが市民の皆様から付託された責任を重く受け

とめ、努力をする、そういうことで頑張っていきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 第９番、鈴木市朗君。 

○９番（鈴木市朗君） 野並議員の再質問にお答えしたいと思います。 

 まず、冒頭に提案権の問題でございますが、条例に関しましては提案権がございます。

予算に関しては、さまざまなご意見を申し上げる機会はあろうかと思いますが、提案権に

関しては条例のみだということは僕も知っております。 

 いろいろと再質問をされておりますが、簡単明瞭にお答えしたいと思います。 

 まず、額の問題でございますが、今、２４名で構成されておりますその分を報酬審議会

の答申等に充ててみますと、年間総合計が１億３，４９０万４，７７４円ということにな

っております。そして、現行で申し上げますと、今２２名で、現行の２４名では１億１５

６万６，９６７円となっておるわけでございます。朝の訂正でも申し上げましたが、豊政

会さんが２０名案で出されているのが、そしてまた私ども１８名案で比較をしてみますと、

１，１０９万６，７４９円という差異が出てまいっております。そうしたことを考えてみ

ますときに、私も再三申し上げておりますが、人口７万の埼玉県の志木市、この埼玉県の

志木市は立派な市でございます。人口約７万。そこの議員定数が１９名でございます。野

並さんはちなみに私どもの法定定数は３０名だとおっしゃっていますけれども、そうした

部分についても立派な市政運営をされている現実がございますので、何とぞよろしくご理

解を賜りますようお願い申し上げます。 

 そして、新幹線の問題については私どもコミュネット野洲のときには反対もしておりま

すし、何やらえらい褒めてもらって、私どもの考え方と一緒だという温かいお褒めの言葉

をいただきまして、誠にありがとうございます。野並さんに別に褒めてもらうという筋合

いのものではございません。私どもの信念でやったわけでございますので。 

 それから、同和行政でございますが、考え方というのはさまざま、この同和行政に関し

てさまざまな思いがあると思うのです。私も今議会におきましても、先ほど申し上げまし

たように、小さなことからやはり取りかかっていかなければならない、こういう観点に立

っておりますので、何とぞよろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 
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 次に、３点目ですが、市民の方から議員の数が多いという声を聞きますがという、野並

さん自身本当のことをおっしゃっているのですか、これ。野並さんはこれ、聞いておられ

るのですよ、議員の数が多いということを。議員の数が多いということは、ならば、どう

いうことですか。私ども１８名にしていけば、各常任委員会に３名ずつ振り分けて三六、

十八、いい勘定になりますよ。 

 以上、お答えとしておきます。 

            （「６名ずつ」の声あり） 

○９番（鈴木市朗君） ごめんなさい。６名ずつで三六、十八という数字になりますので、

何とぞよろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（荒川泰宏君） 野並享子君。 

○１７番（野並享子君） 最後ですので、この条例提案は今後、議会運営委員会に付託を

され、審議をされますので、その中で十分ご議論をいただきたいと思うのですが、今おっ

しゃいました、いろんな意味でお金の、何人にすれば、豊政会とネットワークで１，１０

０万円違うとか１億何千万とか何とかかんとか、報酬を引き上げて何人減らせばチャラに

なるという発想でしょう。そういうふうな発想で物事をされると、次にまた報酬を引き上

げるという、世間の平均が３３万４，０００円というのが、インフレがもっと進み、もっ

と金額的に上がっていくとしたら、そうしたら今度また定数を減らしてチャラにするとい

う、そういう発想になってしまうのですよね、結局は。今の、１８だ、２０だ、いや、２

２のままでいったらという、そういう発想そのものがそういうふうな発想でいくと、そう

したら、どこが最後の時点だという形になると思います。ですから、法定定数ということ

でほぼこのぐらいということで決められているというのがやはり妥当なところの線だとい

うふうに私は思います。 

 議員の数が多いというのは私も聞きます。それはやっぱりもっと頑張っていかなくては

ならないなという、私は逆の励みなのです。議員としてよくやってくれているなというふ

うに本当に頑張っていかないといけないなというのを励みにして議員の仕事をさせていた

だいているのです。ですから、皆さんもお聞きになられたら、よし、頑張るぞということ

で頑張ってもらった方がいいのではないでしょうか。 

 あとは常任委員会で議論をしていただきますようお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、第７番、本田章紘君。 

○７番（本田章紘君） 発議第２号野洲市議会定数条例について質問いたします。 
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 私たちの会派ネットワーク野洲では、１月の臨時議会において議員定数１８名の定数条

例を提案いたしました。唐突であるとして多くの皆さんが反対されましたが、今回、豊政

会と公明党から提案されている条例も私たちと同様に、議会内において幅広く調整された

ものではなく、会派内において検討された結果であります。議員として常に問題意識を持

って取り組むならば、特別職の報酬審議会等の答申を受けとめたときにやはり検討してい

くべき課題であったと。唐突であるなどという表現は自らも慎まねばならないことだと考

えております。私たちは、今回提案されております豊政会と公明党の提案が唐突であると

は受けとめておりません。率直に協議していきたい、このように考えております。 

 以上の観点から、今回上程されました２０名の定数条例がどのような根拠に基づいてお

るものなのか、私たちが提案している１８名の定数との違いは何であるのか、具体的に明

快な説明をお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 第６番、藤村洋二君。 

○６番（藤村洋二君） ネットワーク野洲の質問に対してお答えをいたします。 

 私どもは１８名と２０名を比較しようという考え方はございません。ネットワーク野洲

では１月臨時会で議員定数１８名の条例制定提案を行われ、議案は賛成少数で否決をされ

ましたが、私ども豊政会でも、議員や議会のあり方、誰もが納得する合理的な議員削減定

数はどうあるべきかなど、公明党議員団と共に議員定数検討委員会を立ち上げ、費用弁償

のあり方と共に議員定数についても検討をしてまいりました。 

 今回、２０名の議員定数条例を提案したわけでございますが、１つ、議員の定数は市議

会の根幹に触れる重要事項であり、議会制民主主義と民意反映の上から、慎重を期さなけ

ればならない。２つ、合併協議で議員定数は３４名から２２名にと、１２名の削減が定め

られていた。３つ目ですが、報酬審議会では答申の附帯意見として、議会として定数削減

に取り組んでほしいという附帯意見がございました。４つ目、間もなく人口が５万人を超

え、議員上限値は現行２６人が３０人に引き上がる。このような情勢の中でございますし、

それと同時に議員報酬の引き上げの点を加味いたしますと、志を持つ若者が市議会の場で

活躍する可能性が出てきたが、大幅な定数削減になりますと、１８、１６というような数

字は本当に若者が新たに立候補していこうという芽を摘み取ってしまうということもござ

いますので、おおむね民意は議員定数は削減の方向であるものの、大幅な削減は市民の皆

さん方の本意ではないという結論などから、今回、報酬審議会の意見なども尊重いたしま

して２０名の議員定数提案をしたわけでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 本田章紘君。 

○７番（本田章紘君） 答弁の中でもう少し具体的な数値を含めてご答弁をいただきたか

ったわけでありますけれども、観念的な点から２０名が妥当であろうと、このように導き

出された、このような答弁であったと理解いたします。私たちが提案しております１８名

は、県内の各市との比較、そういった議員定数との絡み、議員１人当たりの有権者数、そ

れから、今回引き上げを上程されております報酬審議会等の答申、こういった総合的な、

数値的な比較の中から１８名を導き出しておりますが、２０名については本当にどのよう

な形で導き出されたのか、いま一度数値的なものを含めて、比較事例等を含めてご回答願

いたいと思います。特に市長の施政方針にありますように、聖域なき財政改革を進めてい

かねばならない、こういったことが言われている今日でありますことを考えますと、私た

ちも自らが厳しい選択をしていく、これがより市民の負託を受けることになるのではない

かと。１８名が市民の皆さんの声を反映できないというものではございませんし、２０名

が概念的に正しいというものでもございません。もう少し私たちが理解できる数値的な背

景も含めてご説明願います。 

○議長（荒川泰宏君） 藤村洋二君。 

○６番（藤村洋二君） 本田議員の再質問に答えさせていただきます。 

 １８名の議員につきましては、これは議員定数は私どもは否決をさせていただきました

し、他の会派の皆さん方も一緒に行動していただきました。これについては当然民意だと

いうふうに思っておりますので、まず、１８名という数字は私どもの中にはございません。 

 それで、公明党議員団の皆さん方と共に議員定数等検討委員会を１月２０日に立ち上げ

まして、２月２３日まで計６回開催させていただきました。先ほど秦会長の方から野並さ

んの方にご報告がございましたように、いろんな意見がございました。当然２２名のまま

がいいのではないかという話もございましたが、しかし、先ほど申し上げましたように、

５つの条件を申し上げましたが、５つの条件の中で我々としては議員定数が幾らがよいか

ということを十分論議をしたわけでございます。議員定数は、議会が住民の代表機関であ

る、そのことから、選出母体である住民の数を考慮して、また、代表機関としての性格を

有する合議体として議員が一堂に介し、住民を代表しつつ討論の過程を経て多元的な意思

を統合し、市の意思を決定するのにふさわしい規模であるということが前提でございます

ので、そういう中で私どもとしては当然２２名の中から最終的に私どもの検討委員会が導



 －118－

き出しましたのは、議員定数についてはやはり削減の方向というのが今、民意であると。

その中で２２名というのは決まっておるわけですから、また、１８名というのは私どもは

民意ではないという中で２０名というところを決めさせていただいたということでご理解

をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 本田章紘君。 

○７番（本田章紘君） 大変残念なことでありますが、概念的に２０名が妥当であろうと

いうことのみで、本当に２０名というのがいいのか、悪いのか、私どもが判断する資料に

至りません。大変残念でございます。やはり議員はいろんな形で質疑をしていく中では数

値的なものを持って、このような背景で判断していくのだ、これが大事であろう、このよ

うに考えます。いま一度お伺いします。２０名を導き出した本当の根拠はどこにあるのだ

と。これは我々もこれから審議していくわけですから、その内容を明確に示していただか

なければ、ただ概念的に２０名が妥当であろう、これじゃ議論できないわけですね。私た

ちが提案する発議については数値的な根拠も示しております。お互いが率直に討議できる、

そういった数値を示してこそ議会の活性化であろうと。このように判断するところから、

いま一度答弁を伺います。 

 また、報酬審議会の答申については先ほどの議第９号で申し述べましたように、その適

用時期というのは非常に大事でございます。こういったことも今後の大きな検討課題であ

ろう、このように認識しております。 

 以上の観点から、再度答弁をお願いいたします。 

○議長（荒川泰宏君） 第２４番、秦 眞治君。 

○２４番（秦 眞治君） お答えをさせていただきます。 

 ２０名と１８名、これは私は、行政改革は行政改革としても、金額でどうこうするとい

うような問題ではないのではなかろうかなと、こう思っております。それと、１８でこの

議会で削減をしようといったら、やっぱりこれが議決をしなければいけない、こう思いま

す。すると、私どもの両会派で検討いたしまして、そうしたら、何人がいいのだと。そう

したら、やっぱり２名ぐらいでということで、根拠はそうです。何もあんた、これが議決

されなかったら、何ぼ言っても絵にかいたもちでございますので、そういうことで、２０

名ならどうだということで結論を出してもらったと、私はこう思っておりますので、そう

いうことで一つ、またいろいろ本田さんとは意に沿わないこともあるだろうと思いますけ
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れども、根拠はそういうことで、やっぱりおさまりのいいように２０名ということになっ

たと、こう思いますのでね。でなかったら、１８だったら、これは否決で、おさまりませ

ん。そうでしょう。さっきの共産党さんのときにも言ったように、２２名でいいじゃない

かという意見もございましたので、そういう中で、中をとった２０名ということで皆さん

が相談をして、先ほども藤村さんが言ったように、何遍も寄って協議もしてまとめてくれ

ました。私は欠席をさせてもらっていましたけれども。私は委員じゃございませんので。

そういうことでの結果でございますので、一つご了承をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 次に、第１０番、田中良隆君。 

○１０番（田中良隆君） それでは、議案質疑のトリでございます。時間も大分押してお

りますので、早目にいきたいと思いますが、発議第３号のネットワーク野洲さんから出て

おります議員定数１８名の議案。先ほど来、鈴木議員のご高説をじっくりとお聞かせいた

だいておったわけでございますが、どうしても腑に落ちないところがございますので、あ

の時点で納得できれば私はこれを取り下げようかなと思っていたのですが、質問したいと

思います。 

 １月２３日に臨時議会が開かれまして、ネットワーク野洲さんの提案されました１８名

議員は４対１８という圧倒的多数が反対をして否決されたという事実がございます。今回

の第２回の定例会にも１月議会と同じ内容で提案をされたわけでございますが、１月議会

につきましては唐突な提案とは感じましたが、各会派も提案内容を真摯に受けとめまして、

質疑を繰り返しながら慎重に審議、討論を繰り返し、最終的にその提案は賛成少数で否決

されたものでございます。この決定は議会制民主主義の中での判断であり、その決定は民

意そのものであると私どもは考えております。このために、一度否決された提案を全くそ

のままの内容で提案されるということに大いに疑問を抱いておるという、そんなところで

ございます。 

 ネットワーク野洲さんはあくまで行財政改革を優先実施するという政治課題の実現のた

めに、議会自らも身を削り、目に見える議員削減をしようということでございますが、民

意は１８名にノーという答えを出しております。また、私どもの会派もネットワーク野洲

の主張される内容も検討すべく、公明党議員団さんと共に検討委員会を開催し、検討を何

回も進めてきたわけでございますが、この委員会の立ち上げにつきましては、１月の臨時

会でも私どもの河野議員が反対討論の中で、設置と、その場で検討に入る旨の表明もして
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おりますし、ネットワーク野洲の皆さん方には十分そのことにつきましてはご承知いただ

いておると思っております。 

 このような状況の中で今回ネットワーク野洲さんは、１月議会からは期間的にも短く、

提案には背景となる事情の変化もない中であえて同様の提案をされることにつきましては、

私どもは議会制民主主義を否定するものであり、議会の権威を失墜させるものだと感じて

おります。少なくともネットワーク野洲さんが議員定数削減を何としてもなし遂げようと

いう、それを真剣に考えまして、そして１月議会で否決された内容を同じく出されるので

ありましたら、他会派議員にも行政改革の必要性、そしてまた定数削減の必要性の理解を

求めるように、それに対しまして民意を図りながら修正案としてその削減を提案されるこ

とが本来の筋じゃなかったかなと、私はそんな考えをしております。残念ながら、そうい

うことはございませんでした。その意味では今回の提案からは、ネットワーク野洲さんに

つきましては民意を大切にして、何としても条例を実現したいという強い思いが私どもは

感じられなかったという、そういう思いがしております。先ほど私どもの代表であります

秦議員からも趣旨と類するところがございますが、そういうことで、どうしても１８名を

可決しようという意志が感じられない、そういう思いでございます。 

 質問でございますが、提案者は１月議会で否決された採決結果をどのように考えておら

れるのか。また、その結果、私どもは民意を反映したものと考えておりますが、それにつ

きましてもどうお考えなのか。また、全く同じ内容で１月議会とそのままの形で提案され

たことの本当の意味についてお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（荒川泰宏君） お諮りいたします。 

 本日の会議時間は会議規則第９条第１項の規定により、午後５時までとなっております

が、議事の都合上、会議規則第９条第２項の規定により、本日の会議時間を延長いたした

いと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（荒川泰宏君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会議時間を延長することに決定いたしました。 

 第９番、鈴木市朗君。 

○９番（鈴木市朗君） 豊政会、田中良隆議員の質問に対してお答えいたします。 
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 １月臨時議会においても私どもの提案をパフォーマンスとおっしゃいました。そしてま

た、今、議会失墜だとおっしゃいましたね。これは誠に議会制民主主義に反した言葉だと

私は受けとめております。そのような非常識な方がこの演壇に立って質疑をされるという

ことは非常に残念でございます。 

 また、先ほど来より本田議員の質疑に対して数値も何も示さない、そのような態度で今、

議会に臨んでおられます。そこで、逆にお尋ねいたします。他市の議員１人当たりが抱え

る有権者数はいったい何名なのですか。そういうこともきちっと数値としてとらまえて下

さい。そういうことができ得れば、堂々と質疑ができ、私たちと互角の討論ができると思

います。 

 さて、臨時議会と同じ内容のものを出されているということでございますが、そんなこ

とは当たり前の話です。１月議会に提案したものは私たちの本筋です。本筋を変えること

はできません。そのことをよくご理解賜りますようお願い申し上げまして、回答といたし

ます。 

○議長（荒川泰宏君） 田中良隆君。 

○１０番（田中良隆君） 再質問をさせていただきたいと思います。 

 今の答弁を聞きまして、私も心穏やかならぬところもございますが、本質は、私が先ほ

ど申し上げましたのは、本当に採択されるつもりで事前に我々の会派なり、あるいは公明

党さんなり、あるいは共産党なりに、これでいきたいのだが、どうだということで、当然

諮ってから提案すれば、その中で折り合いも付けて、そうだなという部分も出てくる、こ

の場合は別としても、他にこれからもこういうことがあるやに思いますから、そういう思

いで質問をしました。 

 再質問をしたいと思いますが、今、仮にこの２４日に私どもの２０名の議員定数の案が

採決されて可決されて、当然そうなりますと１８は否決ということになるわけですが、そ

うした場合に、まだまだ４年後の次期改選の選挙までは３年半ほどあるわけですよね。１

０数回のまだ定例会なりがいろいろあるわけです。するたびにまた、この調子でいきます

と、６月議会、９月議会でとことんやられるわけですか。その辺だけ確認したいと思いま

す。 

 それともう一つ、先ほどの野並議員だったかの質問のときに回答されていたと思います

が、日本人の給料の平均が３３万何ぼかという話がございましたね。私も実は２年ほど前

まで農林水産省のセンサスの研究会の委員をしておりまして、２年間ほどやっていたので
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すが、本当にデータのとり方というのは難しいところがございまして、私は鈴木議員につ

きましては、何でもよくご存知ですから、そういう意味では非常に尊敬はしておりますが、

その日本人の平均の３３万という数字の根拠、データ、そのもとというのを教えていただ

きたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（荒川泰宏君） 第９番、鈴木市朗君。 

○９番（鈴木市朗君） まず、全国の国民の給与平均でございますが、さまざまなデータ

がございます。それによってあなた自身が調べて下さい。 

 先ほどこちらの方がお尋ねをいたしました、議員１人当たりの抱えている有権者数や、

そういうものをかえってこちらが聞いているのです。そして、２０名になった原点ですね。

数値をとらまえて、よその市やそういうところとどういうような形になっているか、やは

りそういうことは考慮してやっていかなければならないと思います。 

 そして、また６月議会に出されるか、９月議会に出されるかというようなことをおっし

ゃっておりますが、この問題は今ここでお答えするわけにはいきません。そして、１月定

例議会の中であなた方と会派を共にされております公明党の議員さんが１０名でもいいじ

ゃないかという発言もございましたので、その辺をよくご考慮願いまして、一つ私の答弁

としておきます。 

 訂正いたします。定例会じゃなしに臨時議会でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 暫時休憩いたします。 

            （午後５時０７分 休憩） 

            （午後５時１５分 再開） 

○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第１０番、田中良隆君。 

○１０番（田中良隆君） 先ほど議員１人当たりの人口は何人だとか、そういうデータも

知らずに質問する議員の資格云々という話がございました。先ほど来、私はこれも持って

きていたわけですが、１月１日現在の、今年１月の人口割、当然私どもの、先ほど来話が

ありましたように、検討小委員会等々でこういうデータをもとに十分議論をした後でござ

います。ですから、そういうことこそ私は非常に無礼な発言だと思います。 

 それと、なぜ私がこの答えを言わなかったというのは、先ほど議長から話がありました

けれども、私が質問しているのでありまして、答弁される方から質問をするというのはお
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かしい。それこそ議会ルールの無視であって、それこそが、そのこと自体が議会の権威を

失墜させていると私は認識をしております。 

 先ほど来３３万何がしかの日本の給料の平均がこうだという話がありまして、質問しま

したら、それはあなたが調べなさいということでございます。もちろんいろんなデータが

あるでしょう。インターネットで調べたらすぐわかると思います。でも、そういう答え方

をされる鈴木議員こそが、例えば今の執行部あたり、行政の方からにそういう回答をされ

れば、「議員として勉強するのが当たり前でしょう。それぐらい自分で調べなさい」と言

われれば、今日はその程度で通るのであれば、今日の議会、朝から時間をかけてやってお

りますが、恐らく時間は３分の１ぐらいは短縮されていると思いますよ。 

 それともう一つ、パフォーマンスという話がございました。パフォーマンスというのは

別に、広辞苑を調べてもらいますと、悪い意味でも何でもない。そういう動作なり行い、

そういうことを意味しております。それこそ広辞苑なりインターネットで鈴木議員自身が

調べていただきたいと思いますし、先ほどの３３万何がしかの平均をお答えいただきたい

と思います。当然きちっとした根拠があって、どこかの資料からでございましょうから、

その辺を説明いただきたいと思います。 

○議長（荒川泰宏君） 第９番、鈴木市朗君。 

○９番（鈴木市朗君） まず、国民の平均給与について、田中良隆議員が質問いたしてお

りますので、お答えいたします。 

 それは私、過日ある番組の中で介護保険等の改正、さまざまな部分の中での報道がござ

いました。私はメディアを通じてその意を持ったわけでございます。それは確実なもので

ございます。あくまで私が申し上げておりますのは、約という数字が付いておりますので、

誤解のないようにしていただきたいと思います。 

 それと、まず参考までに申し上げておきます。議員１人当たりの有権者数は、野洲、草

津、守山、栗東、大津、彦根、長浜、近江八幡、甲賀、湖南、高島、東近江、米原市の平

均が現在で２，７４２名でございます。ちなみに、豊政会が提案されております有権者１

人当たりは、２０名で換算いたしますと１，９６１名です。この県下の市の平均値をとっ

てもどうかと思われるような状況のもとでございます。私たちが改正案として出させてい

ただいております１８名案にいたしましても、県下の２，７４２名より２，１７８名とい

う数字で表れております。これは、有権者に対してそれだけの差異があるということをや

はり広く知っていただくという１つの義務はあろうかと私は思います。 
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 そして、先ほどお答えをいたしませんでしたが、次の６月議会にも出すのか、９月議会

にも提案されるのかということがございましたが、今この３月議会まで議員定数条例が定

まっていなかったので、今回、再度提出をいたしました。 

 以上、回答といたします。 

 訂正をいたします。議員１人当たりの有権者数でございます。 

○議長（荒川泰宏君） 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 

 これより、議案質疑に対する関連質疑を許します。 

 関連質疑はございますか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（荒川泰宏君） ないようですので、これをもって関連質疑は終了しました。 

 ただいま議題となっております発議第２号及び発議第３号の各議案は、会議規則第３９

条第１項の規定により、議案付託表のとおり議会運営委員会に審査を付託いたします。 

 （日程第６） 

○議長（荒川泰宏君） 日程第６、これより代表質問を行います。 

 代表質問通告書が提出されておりますので、その順位は、第１番、豊政会、第２番、ネ

ットワーク野洲、第３番、公明党、第４番、日本共産党野洲市議会議員団、以上、報告の

順位により発言願います。 

 それでは、豊政会 第２４番、秦 眞治君。 

○２４番（秦 眞治君） それでは、代表質問をさせていただきます。 

 平成１７年度を振り返りますと、新春早々、野洲高校のサッカー部が全国高等学校選手

権大会において全国制覇の偉業を達成されました。野洲高イレブンに支援いたしました野

洲市民に大きな夢と感動を与えてくれました。また、子どもたちが夢や希望を持って努力

すれば、国立や、さらにはまた世界へも遠くないという大きな目標をプレゼントしていた

だきました。市民を挙げて感謝をいたすものでございます。 

 また一方、２月には長浜市におきまして、通園中の園児２名が通園当番の友達のお母さ

んに殺傷されるという非常に悲惨な事故が起きました。被害の園児お２人に心からご冥福

をお祈り申し上げたいと存じます。 

 また、最近の児童殺傷事件など、未来を夢見る多くの尊い命が一瞬にして奪われており

ます。事件・事故が数多く起きております。子育て支援を大きな政治課題といたしており

ます野洲市にとりましても、二度とこのような悲惨な事故が起こらないよう、市議会とい
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たしましても環境を整え、市民のお一人お一人の立場を尊重しながら市政を推進していく

必要を痛感いたすものでございます。この先も今までに匹敵するような多くの困難な事態

に直面するときが来るかもしれませんけれども、今後も野洲市の発展並びに福祉のさらな

る向上を目指しまして、豊政会を代表させていただきまして質問に入らせていただきます。 

 まずはじめに、行政改革についてお伺いいたします。 

 市長は、今議会におきまして一般会計総額１９０億６，７００万円の平成１８年度予算

を提案されました。この予算は新給食センターの建設や、さらにはまた障害者スポーツ施

設の建設、ひょうずコミュニティセンターの建設などの投資的経費や、増大いたします福

祉需要に対しても適切な予算編成を進められておりまして、歳出の面では市民要望や意見

の取り入れをされまして予算として反映をされておりますことに対しまして、ご労苦に対

しまして敬意を表させていただくものでございます。 

 一方、歳入面では昨年度対比１．５％増の予算でございます。市税は４％増加をしてい

るようでございますけれども、大幅な増加にもかかわりませず、今回の予算は起債金額が

３５億６，９１０万円という、さらにはまた基金などの繰り入れは１３億余りでございま

すが、１，８００万円とかさっきおっしゃっていましたけれども、税が伸びましても財政

難の予算編成となってございます。 

 そこで、このたびの三位一体改革の合意内容につきまして、市長はどのように受けとめ

ておられるのか、まずお伺いをいたします。 

 また、国と地方の税財政を見直します三位一体改革は、所得譲与税などの税源移譲は進

んでおりますが、歳出増加が歳入増を上回り、財政調整基金の取り崩しでございますけれ

ども、野洲市の貯金に当たります財政調整基金は１８年度末では６億５，０００万と、こ

のようになるようでございまして、したがいまして、市債残高は一般会計で２６６億、ま

た特別会計を合わせますと４７９億円の多額な借金になっているということでございまし

て、その中でも自治体の裁量で自由に使える基金は貴重な財源でもございますけれども、

それが底をついてきたということで、今後の財政運営の先行きに非常に危機感を抱くもの

でもございます。今後の野洲市の財政健全化、さらにはまた自立についてどのようなお考

えでおられるのか。また、総務相、竹中大臣でございますけれども、自治体破綻発言をさ

れているようでございますけれども、これについても見解をお伺いいたしたいと思います。 

 また、総務部では行政改革について６月までに集中改革プランをまとめるとされている

ということでございますけれども、策定作業中とのことでありますが、集中改革プランの
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趣旨は何か、まずは所見をお伺いいたします。 

 また、合併協議の中で合意済みでございます公共事業、職員の定数管理と人件費の抑制、

今回実施されようといたしております退職勧奨制度の継続、退職金あるいはまた民生費の

増加に対します対応についてもお答えをいただきたいと存じます。 

 今回の支給対象とならなかった、先ほどの質疑の中でいろいろ出てございましたけれど

も、職員への地域手当につきましては、間なしに５万人を超えることで１つの支給基準も

満たされると思います。行革の中で職員意識の向上が図れるならば支給対象とすべきと考

えておりますが、お考えをお伺いいたします。 

 次に、福祉、少子高齢化対策についてお伺いいたします。 

 少子化が進めば国力の低下を招くということでございます。将来の世代が夢を持ち、活

躍できる社会の構築は絶対に必要なことでございます。一方、財政論議のみで高齢者対策

が論じられておりますことに大きな心配も持つわけでございます。我が国におきましては

合計特殊出生率は１．２８９と、過去最低でございます。野洲市におきましても国と同様

で、合計特殊出生率や児童・生徒数も年々減少しております。 

 そこで、私は、胎児から中学卒業までやっぱり支援が必要と考えております。少子化対

策として、子どもを産み育てやすい環境整備について対応をお伺いいたします。 

 また、具体的には、平成１８年度の予算におきましては、子育て支援として２００万円

の新規委託事業としてファミリーサポートセンター事業が計上されており、事業運営形態

としては委託の手法をとることとされております。また、高齢者対策につきましては、高

齢者の方々が高齢になっても意欲を持って生活できるよう支援する地域包括支援センター

事業が取り組まれようとしております。地域包括支援センターの運営は、市の高齢者福祉

の基幹的業務と考えますことから、基本的には直営が望ましいと考えており、今回の直営

での事業計画は評価いたしますが、今後、事業拡大などによりまして進められる大きな課

題となり、委託事業となる可能性も否定できません。少子高齢化対策につきましては、財

政を優先せざるを得ない事情は理解できますが、私は、福祉の先進地を自負する野洲市の、

特に子育てでございますけれども、子育て対策について市の姿勢は他人任せのように見え

るわけでございますので、その辺もご答弁をお願いいたしたいと存じます。 

 また、長期療養型病床の増床も必要でございまして、昨年の１２月定例会でございまし

たが、市長が答弁をされておりましたけれども、野洲市病院の支援についてもお考えを聞

かせていただきたいと存じます。 
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 次に、安心・安全のまちづくりについてお伺いいたします。 

 本予算ではハザードマップの作成による地域防災力の向上を図られました。しかし、野

洲市の下流域の整備が図られていない。都市型排水災害に対しましては無防備で、洪水災

害や、あるいはまた琵琶湖西岸断層帯地震や東南海・南海地震による地震災害などの危険

にさらされております。ハザードマップの整備と共に、緊急災害時に対応し、地域で安心

して暮らせるための地域の自主防災組織づくりが必要でございます。自治会の自主防災組

織の設立に向けての取り組みについて、また、組織状況、指導者育成など支援策及び費用

支援についてもお伺いいたします。 

 また、消防防災室と生活安全室が統合され、生活安全課が設置されますが、役割と使命

についてお聞かせいただきたい。 

 また、地域ごとに設置されております防災行政無線の具体的な活用法についてもお聞か

せいただきたいと思います。 

 また、通学時の子どもの安全は全国でも大きな課題となって、地域の見守り隊など多く

の取り組みが進められ、県教委でもスクールガードの名称で通学の安全を図る対策が実施

されようといたしております。野洲市、さらにはまた教育委員会、ＰＴＡ、自治会などに

協力要請をされています。学校、ＰＴＡの取り組みでは不十分と考えますが、スクールガ

ードの現状についてお聞かせいただきたいと存じます。 

 次に、まちづくりと産業振興・観光振興についてですけれども、お伺いいたします。 

 まず、農業について質問をいたします。 

 農政大改革でありますが、市長は施政方針演説の中で「これまでの農地の集積を一層促

進し、認定農業者の確保、集落営農の組織化・機能強化で将来的に安定・効率化の農業経

営を指導強化する」とされております。野洲市の５５の農業集落が、それぞれの集落で特

定農業団体をつくるのか、誰かに任すのかなど、十分議論していただくためのサポートが

市の責務であろう、こう思います。お年寄りが零細農業経営に従事されておりますケース

も多く、市のバックアップも必要と考えております。それらの指導を強化するとのことで

すが、具体的にどのように指導強化するのか、お伺いいたします。また、現状は農業者か

ら見て、指導体制の確立についてでございますけれども、決して思えないというような声

も出でございますので、市長としてもそのあたりを踏まえましてお答えをいただきたいと

存じます。 

 次に、２点目は地産地消の促進でございまして、新しい給食センターなど、地域の地産
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地消に対する取り組みは強化していかなければなりません。また、給食センターの完成操

業は１９年度の予定でございますが、具体的に地産地消をどう進めるのか不明でございま

す。「まちの駅」構想は、各地に小規模な「まちの駅」をつくり、情報発信、さらにはま

た地産地消による特産品販売などの計画に方向転換をされたように聞いておりますけれど

も、現在はどのような状況か、お伺いいたします。 

 次に、商業の振興と活性化、観光振興についてお尋ねいたします。 

 １０月には乙窪工業団地にイオンの開店が予定されておりまして、地域の活性化を図る

ため、民間活力を生かした副都心としての発展と地域の持続的発展を牽引する中核店舗と

しての活躍を期待するところでございますが、地元近隣商業者の共存共栄が一番の課題と

なっております。中主・野洲両商工会をはじめ、近隣商業者への支援策についてもお聞か

せいただきたいと存じます。 

 また、野洲市の商店でございますけれども、本当に、景気が上向いている中と言われて

おりますけれども、デフレや大型店の影響がございまして、活気、元気が失われているよ

うな状況下でございます。国土交通省におきましては、住民の自主的なまちづくりを支援

するためにまちづくり交付金制度を制定されております。４０％が補助金で、その残りの

６０％のうちの７５％が起債を認められるという有利な制度と言われておりますので、ま

ちづくり交付金の利用についてのお考えをお尋ねいたします。 

 次に、観光振興についてでございますけれども、野洲市の多くの観光客でにぎわってお

ります、ビジネスの来訪者も多くございますが、一過性のイベントに頼るのでなく、速や

かに観光物産協会の法人化を実施されて、民間との協働による観光開発、観光振興が必要

でございます。しかし、観光予算は大幅に減額されており、観光を目玉とする野洲市のま

ちづくりの姿が見えません。効果的な観光振興についてお伺いいたします。 

 次に、第５点目でございますけれども、都市整備についてお伺いいたします。 

 現在、第１次野洲市総合計画、国土利用計画、都市計画マスタープランが策定中でござ

いまして、地域課題に即した計画づくりが求められております。新幹線栗東駅の工事協定

も終わり、湖南地域の中核施設として整備が進められることになりますが、新幹線（仮称）

栗東駅を軸とした湖南の道路網の整備、ＪＲ琵琶湖線の草津・野洲の複々線化も待たれる

わけでございまして、新幹線（仮称）栗東駅に付随する事業の展望をお聞かせいただきた

いと存じます。 

 また、ＪＲ野洲駅を野洲市の玄関にふさわしい風格ある野洲駅とするよう、駅前整備に
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向けまして、自主的な開発案の検討を進めていただきたい。 

 あわせて、ＪＲ篠原駅舎改修でございます。また、（仮称）祇王新駅の進捗状況、展望

をお伺いいたします。 

 次に、道路の整備は、国道８号バイパスの建設、県道野洲甲西線渋滞解消、野洲川大橋

西詰交差点の信号機の設置の進捗状況についてもお聞かせいただきたい。 

 また、（仮称）湖南東近江広域幹線道路計画の策定、湖南幹線道路の早期完全着工につ

いても展望をお聞かせいただきたいと存じます。 

 また、河川改修につきましては、野洲市の河川は、野洲川、日野川をはじめ、市内を流

れます家棟川、童子川等、主な河川改修は進んでおりますが、市街地を流れます河川は改

修を必要とするものでございます。特に野洲駅周辺の地域では大雨ともなりますと祇王井

川が増水いたしまして水害を引き起こすこともございます。市内を縦断いたします童子川

に接続する雨水幹線が必要でございます。それとあわせまして、サブゾーン（冨波甲地先）

の排水対策につきましても、策定済の河川基本計画の実施に向けましての今後の取り組み

をお聞かせいただきたいと存じます。 

 次に、人権と環境についてお伺いいたします。 

 市長は「人権と環境」を基本に据え、市政の運営を進められております。この４月より

行政改革の一環といたしまして、各施設の指定管理の導入が進み、官から民への流れを加

速されています。指定管理には多くの心配もありますが、根付いた「人権と環境」が市直

営で行っていたときと比べて後退することは許せませんので、指定管理における「人権と

環境」の取り組みについてもお聞かせいただきたいと思います。 

 また、地球環境が重大な問題になってございますけれども、環境問題は市民がそれぞれ

の生活課題の１つとして位置付け、生活を見直し、社会に働きかける、人の暮らしそのも

のの取り組みであり、マイカー利用を自粛し、公共交通の利用を推進するなどの施策もそ

の１つであろうと、こう思いますけれども、特にまたごみ問題は、最終処分場はあと１２

年と言われておりますとか、そういうことで、大事にしなくてはなりませんが、最終処分

場の延命策といたしましても、ごみ量・埋め立ての量を少なくして使用期間を延ばすこと

が急務であろう、こう思いますので、市挙げてのごみ対策でございますけれども、堆肥と

いうことで取り組みを進めるべきだと思いますけれども、合併協議では、建設を予定され

ておりますリサイクルセンター（エコドーム）についても早急にまた建設すべきですが、

お考えをお伺いいたします。 
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 最後に、教育委員会にお伺いいたします。 

 ２月１７日の長浜の幼稚園児殺傷事件はグループ通園時のことで、大きな衝撃でござい

ました。教育委員会だけでなく、市各部局、自治会、ＰＴＡ挙げての安全対策を実行して

いただきたいものでございます。また、子どもたちの安全確保につきまして、野洲・守山

在住の警察官ＯＢ、４０名近くおいでのようでございますけれども、協力を申し込まれて

いるということでございますけれども、その点についてもお伺いし、元警察官の方々の職

務能力を生かす具体的な取り組みについてもお聞かせいただきたいと存じます。 

 次に、昨年１１月に本市におきまして義民サミットが開催されまして、全国各地の義民

ゆかりの方々などが交流を持っていただきまして、サミットで使用されました副読本『郷

土の偉人』はぜひとも市内の小学生に配付し、野洲市に生まれてよかったと思える子ども

たちの教育の実践が待たれますが、お考えはどうでございますか。 

 次に、文化、スポーツの振興でありますが、１０月には、野洲・守山２市によります旧

野洲川北流の野洲川歴史公園に、子どもたちのために天然芝１面、人工芝２面の本格的な

サッカー場「ビッグレイク」が完成いたしました。また、湖南４市では文化、スポーツ施

設の共同利用を進め、効果を上げられております。情報が発達し、交通が進んでいる世の

中でございますので、すべての施設を市内で建設して保有する時代ではありません。いわ

ばフルセットは要らないということになりますけれども、そうしたお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。 

 また、野洲高校サッカー部の全国制覇は大きな喜びでございまして、野洲市のスポーツ

振興の起爆剤となる快挙でございました。野洲市のスポーツ振興の中核を担う野洲市体育

協会の組織・機構を強化し、少年スポーツから中学校部活、さらにはまた地域スポーツの

定着という流れを明確にすべきであろうと考えますので、お伺いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（荒川泰宏君） 暫時休憩いたします。再開を６時１０分といたします。 

            （午後５時５５分 休憩） 

            （午後６時１０分 再開） 

○議長（荒川泰宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） それでは、代表質問についてお答えを申し上げます。 

 長い経験を持ちますが、時間を延刻して代表質問をやっていただくということは非常に
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喜ばしいことでございまして、お疲れのところでございますが、しばらくご辛抱いただき

たいと思います。 

 豊政会を代表されまして秦議員のご質問がございました。お答えいたします。なお、教

育委員会に関わるご質問については、教育長の方から答弁を申し上げますので、よろしく

お願いを申し上げます。 

 なお、数多くの箇条がございまして、私どもからわかりやすく箇条ごとにお答えをして

いきたいと、こう考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。それも、端的

に表現をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、第１点目の行財政改革についてでございますが、まず、三位一体の改革につ

いての考え方でございますが、私は「地方にできることは地方に」という基本的な考え方

を持っておりますので、地方が自由に自分たちの裁量で事業ができるということは、基本

的に賛成でございます。ご承知のとおり、国から地方に３兆円の税源移譲があったことは、

地方分権を進める上で１つの前進であったと評価できるものでございます。しかしながら、

ご指摘のとおり、生活保護費の国庫負担金の引き下げが見送られることなどは、地方の意

見が幾らか反映されているものの、今後とも大きな課題を抱えていくのは間違いないと考

えております。児童手当などの負担率引き下げなど、真の地方分権改革の理念に沿わない

内容がございますことから、１９年度以降も引き続き、さらなる改善、改革を進めるべき

であると考えております。 

 次に、財政の健全化と自立についてのご質問でございますが、野洲市は「小さくとも、

自立する新市の創造」を合併の理念として誕生いたしました。自治体破綻を招かないため

にも、平成１８年度に財政健全化計画を策定し、市民の理解と協力を得ながら、歳入の確

保と歳出の見直しによる行財政改革を推進していきたく考えております。 

 続いて、行財政改革の集中改革プランの趣旨についてでございますが、平成１７年３月

に総務省から「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」が示されまし

た。この内容は、平成１７年度中を起点として、おおむね平成２１年度までの行政改革の

取り組みを明示した計画を策定し、住民に公表するものであります。本市においても、現

在、定員管理の適正化計画、給与の適正化、民間委託等の推進等について取りまとめてい

るところでございます。 

 次に、職員の定員管理の適正化と人件費の抑制につきましては、合併効果もあり、平成

１７年４月現在で合併前と比較して２０名の職員の減員となっているものの、国から示さ
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れている定員モデルとの比較は１０名の増となっております。今後、複雑多岐にわたる市

民ニーズ等に的確に応えていくため、これまでの行政手法を見直す中、簡素で効率的・効

果的な行財政運営を目指してまいります。このため、国からの要請も相まって、平成１７

年４月１日現在の職員数４５８人を、今後５年間で定員モデルの４．６％以上の減となる

２３人の減員による職員の定員の適正化と人件費の抑制に努めてまいりたいと考えており

ます。また、職員数の抑制を進めるため、当分の間、勧奨退職制度の継続を行う中で、退

職金について一時的に増加はするものの、これまでの滋賀県市町村退職手当組合の積立資

金等で十分賄えるものと考え、既に退職手当組合ではその手続を終えておるところでござ

います。 

 地域手当の支給については、今後、支給にあたっての要件を満たせば、財政状況を勘案

し、支給を検討してまいりたいと考えております。一日も早くできることを期待申し上げ

ております。 

 続きまして、２点目の福祉、少子高齢化についてお答え申し上げます。 

 まず、少子化対策についてのご質問でありますが、子育て支援につきましては、多様な

保育需要の市民のニーズに応えていくため、昨年策定いたしました野洲市次世代育成支援

行動計画を基本に、地域における子育て支援のネットワークづくり、児童館や自治会館を

利用した児童の居場所づくりなどの施策を展開し、地域の老若男女一人ひとりが子育てを

サポートする環境を築いてまいります。特に老人会の活動には大きな期待をするところで

ございます。 

 なお、少子化対策として、現在、保育園運営や福祉医療をはじめ、各種の子育て支援事

業を実施しておりまして、本市における少子化対策予算は約１６億円で全体予算の８．５％

を占めています。ご存知のとおり、国においては来年度より児童手当の拡大や、出産一時

金を引き上げる方針であり、当然本市においても今、議会でご審議いただくことになって

おり、子育て支援策としてさらに充実していく考えを持っております。少子化対策の胎児

から中学校までの支援につきましては、現在は主に妊産婦の保健対策や小学校就学児まで

を対象にした各種の制度がありますが、中学校までを対象にした対策としては、母子父子

家庭に対し中学・高校の入学支度金の支給があります。本市の少子化も今後ますます進む

ことが予想されますことから、野洲市の将来を担う子どもたちの健全育成を図ることは重

要であると認識いたしております。したがって、今後、特に医療・福祉等の総合的な支援

について調査・研究をしてまいりたいと考えますが、現在、小学生前については福祉・医
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療ですべて給付をいたしておりますが、特に小学校年間、中学校においては、健康的で余

り通院がないようでございますが、入院が大変だとお聞きしておりますので、福祉・医療

について、入院等については特に研究を重ねてまいりたい、こういうふうに考えておりま

す。 

 また、子育て支援策としてのファミリーサポートセンター事業につきましては、地域の

中で市民同士の「であい・ふれあい・たすけあい」の精神で育児等の支援活動を行う組織

づくりが主要な事業であります。地域において市民同士の支え合いの精神を広めながら、

かつ地域や個人の事情に柔軟に対応できる民間の発想に大いに期待をしているところでご

ざいます。委託で進めてまいりたいと考えますが、もちろん事業の推進については、民間

の活動を尊重しながら、行政としての役割や支援は惜しまず努めてまいりたいと考えます

が、保育園、学童保育、あるいは幼稚園等、既に制度が確立されているものについては民

間の活動を期待しながら、委託もいいのですが、我々が行います子育て支援事業は行政自

らの役割と受けとめまして、惜しまず努力してまいりたいと考えます。 

 次に、高齢者対策についてのご質問でございますが、地域包括支援センターにつきまし

ては、今回の介護保険法の主要な改正の１つであり、介護予防の中核的な活動拠点であり

ます。地域包括支援センターは、来年度は市直営で１カ所設置する計画でありますが、将

来的には生活圏、つまり中学校区ごとに整備し、地域のさまざまな資源を活用して、高齢

者を継続的かつ包括的にケアする必要があると考えております。新たな設置の場合の運営

形態につきましては、今後、直営のセンターを運営する中で種々実践しながら、問題点等

を整理して方向性を判断していきたい。民間にゆだねることが有利な部分については民間

にゆだねていきたい、こういう思いをいたしております。 

 また、長期療養型病床の増床についてのご質問でございますが、野洲市では、地域の実

情から入院日数が短縮される中で医療の必要度の高い人があり、在宅で２４時間の医療介

護制度等も整っていないことから、医療型の療養病床は必要であると考えております。国

の制度も流動的な部分があるのですが、今後、野洲病院と十分協議しながらこのことは進

めてまいりたいと考えております。 

 続いて、第３点目の安心・安全のまちづくりについてお答えいたします。 

 まず、自主防災組織の状況についてでございますが、全自治会に対して組織に係る実態

調査は行っておりませんが、自治会及び東消防署からの報告などで把握している範囲で申

し上げますと、規約を定め、または班編成の組織的活動をされている自治会は、８９自治
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会のうち２３自治会がございます。自治連合会の行政懇談会時に自治会長に、また自衛消

防隊のリーダー研修などの開催時にリーダーに防災組織活動の取り組みを説明すると共に、

自治会単位では防災訓練指導の中で取り組み活動の指導を行っており、また、消防防災関

係の支援としましては、自治会活動活性化補助金の制度がございます。 

 次に、生活安全課の役割と使命でございますが、従来は総務課の消防防災室と市民課の

生活安全室がそれぞれの所掌事務として行っておったものを統合いたしまして、災害や犯

罪など、また交通安全、あるいは地震災害、特に国民保護法等の施行によりますところの

計画等の策定や、市民生活の安全確保の全体的な調整機能を持った１つの危機管理体制の

もとでの生活安全課としていきたい。それともう一点、危機管理体制の命令系統がはっき

りとできる危機管理監、防災監、名称は別にしましても、それぐらいの権限を与えた職責

を置きたい、こういうふうに考えております。 

 防災行政無線の活用についてでございますが、平常時の活用方法としましては、防災訓

練時における住民への警報、通報等の伝達や避難誘導訓練、また、火災予防・交通安全の

呼びかけ、あるいは行政、地域、学校に関わる緊急的な情報等についての活用を検討して

まいりたいと思いますが、できるだけ多くの情報を住民の皆さんにこのことによって周知

していきたいと考えております。 

 次に、第４点目のまちづくりと産業振興・観光振興についてでございますが、まず、農

政改革に関する質問でございますが、現時点では、国において経営所得安定対策大綱の大

枠の発表があった段階でございまして、細部につきましてはまだ未確定な部分も多く、農

水省のホームページで変更点や追加を随時更新されているところでございます。このよう

な状況下ではありますが、県、市、ＪＡ等関係団体が連携し、協力しながら、各集落の今

後の進むべき方向を見極め、集落内での話し合い、あるいは合意形成を喚起し、そして、

各集落での話し合いに基づく集落の方向性にマッチした認定農業者の確保、あるいは集落

営農の組織化及び機能強化を図っていきたいと思いますが、特に農業問題についての指導

制の確立についてのご質問がございました。我々はこのことについては早くから懸念いた

しておるのですが、国の経営所得安定対策大綱が示されまして、１９年度にはこれの計画

を策定しなければならないということでございますので、これの指揮体制を強化するため

に指導者を農林水産省から１名派遣していただこうと、こういう思いをいたして取り組み

をいたしておりますので、これは新たな報告となりますが、ご理解を賜りたいと思います。 

 次に、地産地消の促進でありますが、平成１９年度の２学期から新しく給食センターが
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稼働予定でございます。できる限り地域でとれた新鮮な野菜を使う計画でありますが、地

域での生産量や品質を確保できる状況には至っておりませんが、今後はこの生産量と給食

センターの需要とをうまく連携をしながら、そして必要に応じたものを契約して栽培して

いただく、こういうような仕組みを確立していきたい、このように考えております。 

 また、「まちの駅」基本構想についてでございますが、本年度において計画の策定を完

了する予定で現在業務を進めております。本市における整備につきましては、他の事例も

ございますが、分散型、あるいは集約型にこだわらず、野洲市の地域性、特性を生かした

独自のものをつくっていきたい、このように考えておりますので、よろしくご理解をいた

だきたいと思います。 

 続きまして、商業の振興についてお答えを申し上げます。 

 イオン株式会社の大規模小売店舗の出店受け入れに伴う近隣商業者への支援策につきま

しては、商業者支援と商工会支援がございますが、商業者支援といたしましては、店舗新

築等に県制度融資を利用された場合には、その利息の一部を補助いたします。また、店舗

新築等に合わせて福祉向上や環境負荷軽減に対する整備を実施された場合には、その一部

を補助する支援策などを考えております。また、経営負担の軽減策として、売り上げが一

定減少している商業者が県制度融資を利用された場合に、その利息の一部を補助してまい

りたいと考えます。さらに、イオン株式会社へのテナント出店に対する支援でございます

が、出店経費を借り入れされた場合には、その利息の一部補助を行っていきたいと考えて

おります。商工会を通じての支援といたしましては、野洲市小売業活性化構想の策定がご

ざいます。これは、市内商業の現状を総括し、今後のあり方を調査分析するものでござい

ます。また、個々の店舗への経営面に対する支援といたしましては、県が実施する専門家

派遣事業の個人負担分の一部を補助いたしたいと考えております。さらに、イオン株式会

社の集客力を生かせる近隣商業地の活用方策について、来年度において検討を進めるため

の支援を予定しております。この支援の実施にあたっては、利用状況や実効性の検証を加

えながら進めていく計画でございます。 

 次に、まちづくり交付金の活用についてでございますが、いい提言をいただきました。

現在、市では先に取得しております駅前のＤブロックを活用して野洲駅南口広場を改良し

ようとするため検討をしておりますが、これがまとまった段階で、来年度より事業化のた

めの具体的な準備を進めることとなります。この事業には国庫補助メニューがないという

こともございまして、事業費に関しましてはまちづくり交付金制度の活用を検討していき
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たいと考えております。この制度の活用にあたっては、まちづくりの目標とそれの実現の

ための具体的な個別事業などを記載した都市再生整備計画の策定が義務付けられているな

ど、一定の制約もありますが、今後、県当局との十分な協議を行い、商店の活性化に係る

事業も含め、可能であれば活用を考えていきたいと考えております。 

 続きまして、観光振興についてお答え申し上げます。 

 観光振興は、行政だけでなく市観光物産協会や湖南地域観光振興協議会などの観光関係

団体、商工業者や商工団体、民間業者、市民の皆さんと役割分担をして協働することが大

切であります。中でも、観光物産振興の中核的な組織として期待している市観光物産協会

については、現在、国で進められている公益法人制度改革の中で、新しい制度による法人

化に向けて事務作業に取り組んでおられますので、これを支援してまいりたいと考えてお

ります。この市観光物産協会については、限られた補助金の枠内において、事業の見直し

や他団体との連携、あるいは創意と工夫により、本市にある魅力的な観光資源を有効に活

用したソフト事業を実施して、誘客促進に努めていただきたいと考えております。観光は

総合産業であります。本市では観光振興によって地域経済の活性化を図り、雇用の創出に

つなげていくことを念頭に置きながら、「心の癒し」をキーワードに１年を通じて来訪者

がある通年型観光を目指してまいりたいと考えます。さらに、これからの観光振興は、来

訪者の立場になって、琵琶湖南部や甲賀地域など他市町と連携し、もっと大きなスケール

の広域観光の振興が必要であると考えますので、各種の情報発信や受け入れ事業をこれか

らも視野に入れて実施してまいりたいと思います。 

 次に、第５点目の都市基盤に関するご質問にお答えいたします。 

 まず、交通網の整備についてお答えいたします。 

 新幹線の新駅につきましては、昨年末に工事協定を締結し、事業着手の運びとなりまし

た。これにより、新駅周辺の約５０ヘクタールの土地区画整理事業とあわせ、滋賀県南部

地域の新たな玄関口が整備されることとなります。本市におきましても隣接市として、ま

た湖南４市の一員として、広域幹線道路と位置付けられる国道８号バイパス整備、ＪＲ複々

線化等のハード的施策をはじめ、観光や地域産業の振興に向けたソフト的な施策の取り組

みも進めてまいりたいと考えます。 

 また、野洲駅前の整備の関係でございますが、現在、野洲駅南口土地利用計画協議会を

設置いたしまして、駅前の土地利用等について協議をいただいております。この協議会は、

多くの駅利用者の方々からのご要望の強い駅前広場の改良に向ける基本計画の立案を、地
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元住民の方々にも参画をいただき、協議をお願いする組織であり、あわせてコンサルタン

トに必要業務を委託しながら、現在その作業を進めております。本年度末までにはこの基

本計画の立案を終え、今後の事業化をにらみ、来年度より具体的な取り組みを進めてまい

りたいと考えます。 

 次に、ＪＲ篠原駅の改築につきましてでございますが、篠原駅周辺都市基盤整備推進協

議会、これは近江八幡市と竜王町、いわゆる２市１町において組織しておりますが、この

団体で去る３月７日に県知事に、また、９日にはＪＲ京都支社に対しまして、平成２２年

の工事着手に向けて関係２市１町の意思決定確認を行ったことを報告申し上げ、一日も早

く駅舎の供用開始に向けて取り組んでいただくように要望をいたしました。このことにつ

きましては、２０年近くの協議会の歴史があるわけなのですが、一向に遅々として進まな

かったのですが、最近非常に熱がこもった議論をする協議会となってまいりまして、経費

の負担区分につきましてもそこそこ協議を終えるところまで行きました。近江八幡市が少

なくとも２分の１以上持って下さいということを要望申し上げて、近江八幡市も了解され

ました。あと２分の１については竜王町と野洲市がまたご相談を申し上げて負担区分を決

めていきたい、このように考えております。そういうことをあわせまして、篠原駅の駅舎

を一日も早く着工していただくようにお願いしていくところでございまして、ＪＲも前向

きに取り組んでいこうという回答をしてくれましたので、大いに期待ができるところでご

ざいます。 

 次に、野洲・篠原駅間の新駅の設置でございます。平成１５年度に旧野洲町において実

施しました新駅設置可能性調査を踏まえながら、現在、策定を進めている国土利用計画や

都市計画マスタープランの中での位置付けを図りながらやっていきたいと考えております

が、まずは篠原駅の駅舎改築からと、このように考えております。 

 次に、国道８号バイパスの建設につきましては、滋賀国道事務所と県道路課と共に道路

測量について１つの自治会の了解を得るために協議を進めていただいておりますが、少な

くともこの３月中には了解を得たい、このように考えております。この事業につきまして

は、地元や地権者の方々のご理解が得られなかったということでございますが、一日も早

くご理解を得て測量にも入り、設計ができるように進めていきたいと考えております。 

 また、県道野洲甲西線の渋滞解消につきましては、三上小学校前交差点の信号を、市道

への右折を円滑にするため、時差式信号に変更していただきました。県に対しましては、

右折レーンの設置を含めた交差点改良を要望しているところでございまして、８号線の交
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差点と共に拡幅等の改良をあわせて要望してまいりたい、このように考えております。 

 次に、野洲川橋西詰交差点につきましては、県において今年度に実施設計をまとめられ、

野洲川を管理しております琵琶湖河川事務所との協議をしていただいているところでござ

いますが、堤防道路を改良することから、河川断面を侵すことのないようにいろいろと協

議を重ねていただいておりまして、できるだけ早く交差点改良と信号の設置を要望してい

きたい。特にこの交差点改良については、現在の交差点ですか、これが、ある面では縮小

されるかもわからない、こういうこともございますが、縮小されても交通安全上の問題が

なければそれでいいのではないかというような思いもいたしております。 

 また、（仮称）湖南東近江広域幹線道路計画、いわゆる湖南幹線でございますが、地域

の活性化や交流基盤の整備のため、また、県道野洲中主線の先線としても重要な路線でご

ざいますので、現在県の道路整備アクションプログラムに載っていないということがある

のですが、そのアクションプログラムを誰が決めたのだというようなことで小さな反撃を

いたしまして、みんなに相談もしないで決めたじゃないかというようなことで怒っている

次第でございまして、今後見直すということが出ていますので、野洲市の中の道路の不備

なところについてはアクションプログラムに載せてもらおうと、こんなふうに考えており

ます。それともう一点、これは新しいことなのですが、国県対策室を今現在持っておるの

ですが、この対策室を充実してあらゆる、いわゆる県なり国が施行してくれます交通網に

ついては力を入れまして整備を促進するために重要なポストを置こうという考え方で取り

組みをいたしております。 

 次に、河川改修でございますが、ご指摘の駅前周辺の雨水対策につきましては、抜本的

な河川改修が必要と考えておりますが、河川の排水能力向上には市街地の用地の確保やＪ

Ｒ琵琶湖線の横断、下をくぐらないといけないという問題がございますので、これは協議

が必要でございますが、祇王井川をショートカットして現在改修中の童子川までの整備を

行う、こういうことでございまして、駅前までの整備については多額の財源と年数がかか

ると思うのですが、童子川は調整区域内は普通河川で改修をしていただきまして、久野部

から市街地に入るところについては都市下水として都市局の補助金を受けてやっていこう、

こういうことになりますと当然下水道事業になるわけでございますので、現在の水道課、

下水道課をまとめた１つの大きなセクションにして、ここで対応のできるような組織づく

りを４月からやっていきたい、こういうふうに考えております。 

 次に、補助事業として取り組める事業を模索中でございますが、何としてもやはり計画
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性を樹立してからの話になるわけでございますので、しっかりとした計画を策定していき

たいと。 

 それともう一点、サブゾーンの排水対策もこれに関わることでございますが、平成１３

年度に約５０ヘクタールの区域について基本計画を策定いたしまして、排水系統では現在

の流下能力や土地利用の観点から３系統に分割されております。しかし、電車基地内を含

む下流部については、ほとんどの河川が断面不足であることや、ＪＲ側から基地内の排水

路を１カ所に集中するように指摘もございますので、基本計画どおりの事業実施は困難で

あるのではないか、こんなふうに思いますが、しかし、今後もＪＲ側との協議を大きな課

題として取り上げながら、土地利用の内容により排水計画をつくっていきたい、こういう

ように考えております。いずれにいたしましても、今後の野洲市のまちづくりのためには、

市域全体の雨水排水計画を再構築する必要がございますので、これにも取り組んでまいり

たいと考えております。 

 次に、６点目の人権と環境についてお答えを申し上げます。 

 まず、指定管理者制度を導入した施設の人権と環境の取り組みについてでございますが、

各施設では市民サービスを提供するにあたって、職員がさまざまな人権問題あるいは環境

問題について、正しい認識を持って業務を遂行する必要がございますので、指定管理者と

取り交わす協定書や仕様書によって、指定管理者である者に対しまして適切な取り組みを

求めてまいりたい、このように考えております。 

 次に、環境問題でございますが、家庭から出る生ごみをはじめ有機性廃棄物については、

再生利用を図るなど、ごみとしての処理をしない方法の検討が必要でございます。このよ

うな中、滋賀県では平成１８年度より生ごみ資源化地域システム検討事業として、県南部

地域をモデル地域として、どのような生ごみの資源化システムが望ましいかという検討を

進めることとなっております。野洲市もこの検討の事業に参画していく予定でございます。

また、リサイクルセンター（エコドーム）につきましては、市民が利用しやすい利便性の

高い拠点となる施設の整備が必要であると認識しておりまして、むしろ野洲市単独ではな

しに広域で取り組むことの方が利便性があるのではないかというようなことを言いながら、

斎場の組合を生かしながら取り組んではどうか、こんなふうにも考えております。 

 次に、現在市民参加による新たな環境基本計画の策定に向けて策定委員会を開催いたし

まして、廃棄物対策についての策定委員会案を市民の皆さんに提示しまして、市民の皆さ

んのご意見をいただきながら整備方針をまとめ、その上で早期に進めてまいりたいと考え
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ております。 

 以上、答弁といたします。いろいろと提言をいただきましたが、新しいことも踏まえて

回答とさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 豊政会を代表されました秦議員の教育委員会に関わるご質問に

お答えいたします。 

 まず、第３点目の安心・安全のまちづくりについてのご質問の中のスクールガードの現

状についてでございますが、現在、市内６小学校区におきまして、各小学校長より２３５

名の方に依頼をいたしまして、スクールガードの活動をしていただいております。活動内

容につきましては、学校や地域の状況に応じて、校長と相談の上、進めていただいており

ます。主な活動としましては、下校時の迎えと見守りにより子どもの安全を図る取り組み

を進めております。平成１８年度におきましても、スクールガードの増員を図り、子ども

の安全確保に向け、一層充実した取り組みを進めてまいります。 

 次に、第４点目のまちづくりと産業振興・観光振興についてのご質問の中の新給食セン

ターにおける地産地消の促進につきましてお答えいたします。 

 まず、現状についてでありますが、現在も、野洲、中主の両センターでは、新鮮で、減

農薬の米や野菜等の地元産食材の購入に努めているところでございます。新センターでは

現センターとの食数の違いから、現在と同じ方法で納入していただけるものとそうでない

ものとが想定されます。このため、新年度におきましては両センターでの入札業者数を相

互に広げてみる計画を持っております。また、必要なときに必要な食材を、そして必要な

量を地元から供給してもらえるよう、他の関係部署とも協議をしまして、給食センターに

供給していただける方法を見付けていきたい、このように思っております。 

 続いて、第７点目の教育委員会に関するご質問にお答えいたします。 

 まず、子どもの安全対策についてのご質問でございますが、警察官ＯＢの協力関係につ

きましては、守山警察署長が守山市及び野洲市在住の元警察官で組織されている警友会守

山支部に対して、子どもの安全確保に向けた活動を依頼されたところであります。守山警

察署に主な活動内容を聞きましたところ、小学生等の下校時間帯に合わせ、子どもを見守

る活動をして、子どもの安全確保をしていくとのことでございました。今後、総務部に新

設されます生活安全課との調整を図りながら、連携の可能性を検討してまいりたいという

ふうに考えております。 
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 続いて、子どもの郷土愛の醸成に関するご質問でありますが、昨年１１月、第９回全国

義民サミットの開催を機に、多くの方々のお力添えをいただきまして、小中学生向けの副

読本『郷土の偉人』を作成いたしました。当初、小中学校をはじめとする教育関係機関用

として８００部を用意いたしましたが、その後、各方面からの要請が相次ぎましたことか

ら、このたび１，０００部を増刷いたしました。今後、小中学校の図書館や教室等へ追加

配本すると共に、各地域のコミュニティセンター等に備えてまいります。この副読本の活

用については、次年度、各学校の創意工夫のもと、教育課程に位置付けて取り組んでまい

ります。今後も、郷土の偉人の生き方に学ぶと共に、偉人を生み、はぐくんだ野洲の人・

自然・文化に誇りを持ち、ふるさとを愛し、よりよいふるさとを築く意欲を持った青少年

の育成に向けて、積極的な取り組みを進めます。 

 最後に、文化・スポーツの振興についてお答えいたします。 

 まず、今後の施設整備についてでありますが、文化・スポーツ施設については、その目

的や内容を精査し、広域で設置すべき施設については、湖南４市の広域的な取り組みの中

で検討すべきであると考えております。 

 また、スポーツ振興に関しましては、本市では、平成１７年度をもって県のスポーツ担

当社会教育主事の派遣が廃止されます。したがいまして、新年度からは少年スポーツや中

学校の部活及び地域スポーツを振興させるため、経験と力量を持った専門職員の配置につ

いて計画いたしております。ご質問の野洲市体育協会の組織及び機能の強化等につきまし

ては、野洲市全体の生涯スポーツの振興の中に位置付け、各スポーツ関係団体の自立と調

和を図りながら積極的にサポートしてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（荒川泰宏君） 第２４番、秦 眞治君。 

○２４番（秦 眞治君） いろいろ多くの質問をいたしましたけれども、本当に懇切丁寧

にお答えをいただきまして、ありがとうございました。せっかくの機会でございますので、

もうちょっと時間が残ってございますので、再質問をさせていただきたいと存じます。 

 お答えをいただきましたように、少子高齢化、私は余り目に見えていないなと思ってい

たけれども、相当力を入れて、総額の８．５％の予算を見ているということでございます

けれども、少子化は、これは国を挙げての問題でございまして、この前も、３月６日でご

ざいますか、民主党の蓮舫さんというのか、あの方が猪口大臣に質問されておりました。

その中で、少子化対策としてやっぱり出産費は、今は大体３５万から、いいところへ行く
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と５０万ぐらいかかるようでございますけれども、そういうのはどうするのだと。１８年

度予算には見ていないじゃないかというような質問をされておりまして、本市の場合は来

年度から、今は３０万ですね、これを５万上げるということでございますけれども、国全

体では６，０００億かかるというようなことでございましたけれども、大変な問題でござ

います。 

 それと連動いたします高齢者対策でございますけれども、３０台前後のお若い方々に聞

いておりますと、なかなか結婚をしても出産には踏み切れないと。これはどうかというと、

やっぱりこれを守り育てていく環境ができていないということですね。これは大きく日本

人は考えていかなくてはならない、こう思いますけれども、野洲市にとりましてもこれか

らの宝でございますので、そういうまちづくりの基本で少子化対策と高齢化対策はぜひと

も必要です。 

 いろいろとお願いをしました。これは何ぼ金があっても足りませんけれども、土台はや

っぱりそういう少子とあわせまして高齢者対策、それでこそ若い方が結婚をして産み育て

る環境ができて、そしてまた年寄りを世話しようか、また、そうできない場合は長期療養

型にお願いしようかと。こうして安心・安全な子育て支援。ただ、市民健康福祉部では子

育て支援、私はこう思っていたのですが、子育ち支援と。よそさんのお母さん方に、一つ

子育ての済んだお方にお手伝いをいただいてというような、私はそんなことじゃございま

せんで、まず、それで、なぜ中学生までと申し上げたかといいますと、やはり義務教育の

間は医療も一つ何とかこういうので見られないものだろうかなと、こんな思いもございま

したし、さらにはまた教育委員会でも検討いただきたいと思いますけれども、子育てが大

変だと。そして、今はどうですか。皆、塾へでしょう。義務教育は義務教育、そして私は

何か手だてがないものかなと。野洲市でもよく教育者のお方が、もう定年を終えておいで

になるお方もあるので、やっぱりそれぞれの特徴があろうと思います。そういう特徴を生

かしたものを塾がわりにできないものかなと、私はこういう思いもしていますけれども、

それが大きな、医療費とあわせて子育て支援だなと、こう思っております。 

 そういうことで、これからの少子高齢化対応はぜひともそういうものを基本にして考え

てほしいと、こう思います。特に若いお方はやはりまた、先ほども申し上げましたように、

安心して年寄りと同居をしてもらうということが一番肝心ですけれども、今はじきに年寄

りは年寄り、若いのは別世帯、こういうことになっていますので、できるだけこうして一

緒に住める環境、これは市民健康福祉課の管轄だと思いますけれども、そういう面もちゃ
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んとしていただいて、そして我がまちが、他市は、いったらどういう対策をされるかわか

りませんけれども、私はこの野洲市でそういう力を入れていただくということで恐らくそ

れは将来に大きくつながって、そして国全体ではそういうことが起こり得ても、「やあ、

野洲市は」と、こう言われるような、そういう施策をお願いしたいと、こう思います。そ

れはやはり山﨑市長、あなたが今こうしてこれに力を入れてくれたら、あのときの市長っ

て誰だったのだろうと。今は余り言わなくても、そのときになったら大きく評価されるで

あろうと私は思って、こういうことに一つ力を入れていただきたいことを、もう余り時間

もございませんので、もう答弁は要りませんので、お願いをして、今後ますます一つまた

市長が先頭に立って野洲市の発展のためにご努力をいただきますことを衷心お願いをさせ

ていただきまして、豊政会を代表させていただきましての質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（荒川泰宏君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこれにてとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ございません

か。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（荒川泰宏君） ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに

決定いたしました。 

 なお、明１４日は午後１時から本会議を再開し、本日に引き続き代表質問、一般質問を

行います。 

 本日はこれにて延会いたします。（午後６時５７分 延会） 
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